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様式１－２－３ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定総括表様式 

中期計画（中期目標） 年度評価 中期目標期間評

価 
項目別 
調書№ 

備考欄 
 

 中期計画（中期目標） 年度評価 中期目標期間

評価 
項目別

調書№ 
備考

欄 
  令和

３年

度 

令和

４年

度 

令和

５年

度 

令和

６年

度 

令和

７年

度 

見込評

価 
期間実

績評価 
  令和

３年

度 

令和

４年

度 

令和

５年

度 

令和

６年

度 

令和

７年

度 

見込

評価 
期間

実績

評価 
Ⅰ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項  Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項 
 自動車の審査業務 

型式認証における基準適合

性審査等等 
Ｂ○ Ａ○ Ｓ○ Ａ○ Ａ○ Ａ○ Ａ○ 

Ⅰ.1.(1)

① 
 

  一般管理費及び業務経費の効率

化目標等、調達の見直し、業務

運営の情報化・電子化の取組。

要員配置の見直し、その他実施

体制の見直し、人事に関する計

画 

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 

Ⅱ.1.(1) 

(2)(3) 

Ⅱ.2.(1) 

(2)(3) 

 
自動車の審査業務 

検査における基準適合性審

査 
Ｂ○ Ｂ○ Ａ○ Ｂ○ Ａ○ Ｂ○ Ｂ○ 

Ⅰ.1.(1)

②  
 

自動車の登録確認調査業務 Ｂ○ Ａ○ Ａ○ Ａ○ Ａ○ Ａ○ Ａ○ Ⅰ.1.(2)   Ⅲ．財務内容の改善に関する事項 
自動車のリコール技術検証業

務 
Ｂ○ Ｂ○ Ｂ○ Ｂ○ Ｂ○ Ｂ○ Ｂ○ Ⅰ.1.(3)  

  財務運営の適正化、自己収入の

拡大、保有資産の見直し Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 
Ⅲ.(1) 

(2)(3) 
 

研究内容の重点化・成果目標

の明確化 

自動車（安全関係） 
Ａ○ Ａ○ Ａ○ Ａ○ Ａ○ Ａ○ Ａ○ 

Ⅰ.2.(1)

①  
 

Ⅳ．短期借入金の限度額 
－ － － － － － － Ⅳ  

研究内容の重点化・成果目標

の明確化 

自動車（環境関係）   
Ａ○ Ａ○ Ａ○ Ａ○ Ａ○ Ａ○ Ａ○ 

Ⅰ.2.(1)

①  
 Ⅴ.その他業務運営に関する重要事項 

 自動車の設計から使用段階まで

の総合的な対応、施設及び設備

に関する計画、人材確保、育成

及び職員の意欲向上、広報の充

実強化を通じた国民理解の醸

成、内部統制の徹底、独立行政

法人自動車技術総合機構法（平

成 11 年法律第 218 号）第 16 条

第 1 項に規定する積立金の使途 

Ａ○ Ａ○ Ｂ○ Ｂ○ Ｂ○ Ｂ○ Ｂ○ 

Ⅴ.(1) 

(2)(3) 

(4)(5) 

(6) 

 

研究内容の重点化・成果目標

の明確化 

鉄道等 
Ｂ○ Ａ○ Ａ○ Ａ○ Ａ○ Ａ○ Ａ○ 

Ⅰ.2.(1)

①  
 

外部連携の強化・研究成果の

発信、受託研究等の獲得、知

的財産権の活用と管理適正化 
Ａ○ S○ Ａ○ Ａ○ Ａ○ Ａ○ Ａ○ 

Ⅰ.2.(1)

②③④  
 

自動車の審査業務の高度化 

型式認証における基準適合

性審査等 
Ｂ Ｂ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

Ⅰ.2.(2)

①  
 

Ⅵ．不要財産又は不要財産と

なる事が見込まれる財産の処

分等に関する計画 
－ － － － － － － Ⅵ  

自動車の審査業務の高度化 

検査における基準適合性審

査 
Ｂ○ Ａ○ Ｂ○ Ａ○ Ａ○ Ａ○ Ａ○ 

Ⅰ.2.(2)

②  
 

Ⅶ．重要な財産を譲渡し、又

は担保にする計画 － － － － － － － Ⅶ  
自動車のリコール技術検証業

務の高度化 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ａ Ｂ Ｂ Ⅰ.2.(3)  
 

Ⅷ．剰余金の使途 － － － － － － － Ⅷ  
自動車基準の国際調和への支

援 
Ａ○ Ａ○ Ａ○ Ａ○ Ａ○ Ａ○ Ａ○ Ⅰ.3.(1)  

 一定の事業等のまとまり 

鉄道システムの海外展開への

支援 
Ａ○ Ａ○ Ａ○ Ｂ○ Ａ○ Ａ○ Ａ○ Ⅰ.3.(2)  

  道路運送車両法に基づく執行業

務等（保安基準適合性の審査、
Ｂ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ   
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その他国土交通行政への貢献 

盗難車両対策 

点検・整備促進への貢献 

関係機関との情報共有の促

進 

Ｂ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 
Ⅰ.4.(1) 

(2) (3)  

登録に係る確認調査、リコール

に係る技術的検証等）（１．

（１）～（３）、２．（２）～

（３）、４．） 

 

 自動車及び鉄道等の研究業務等

（２．（１）、３．） 
Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ   

 

※１ 重要度を「高」と設定している項目については、各評語の横に「○」を付す。 

※２ 困難度を「高」と設定している項目については、各評語に下線を引く。 
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 様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 
Ⅰ．１．（１）① 的確で厳正かつ公正な業務の実施 

自動車の審査業務 
①型式認証における基準適合性審査等 

業務に関連する政

策・施策 
5   安全で安心できる交通の確保、治安・生活の確保 

 17  自動車の安全性を高める 
当該事業実施に係る根拠

（個別法条文など） 
独立行政法人自動車技術総合機構法第 12条 

当該項目の重要度、

困難度 
重要度：髙 関連する政策評価・行政事

業レビュー 
行政事業レビューシート番号 予算事業 ID 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

194、195 220、221 004198、004199 

 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 
（前中期目標期間最

終年度値等） 

令和 

３年度 
令和 

４年度 
令和 

５年度 
令和 

６年度 
令和 

７年度 
 令和 

３年度 
令和 

４年度 
令和 

５年度 
令和 

６年度 
令和 

７年度 

自動車認証審

査部外の専門

家による研修 

年間３回 － ３回 ６回 ６回 ４回 ４回 予算額（百万円） 23,035 27,922 28,236 30,703 28,404 

        決算額（百万円） 21,034 27,527 27,127 29,113 28,332 
        経常費用（百万円） 15,448 17,766 21,809 25,230 26,900 
        経常利益（百万円） 4,871 10,653 6,312 3,116 1,909 
        行政コスト（百万

円） 
18,717 20,990 24,579 27,892 29,542 

        従事人員数 1,032 1,043 1,057 1,073 1,013 
 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 自動運行装

置に係る基準

適合性審査並

びに自動車メ

ーカーにおけ

る自動運転車

等のプログラ

ムの適切な管

理及び確実な

書換えのため

自動運行装

置に係る基準

適合性審査並

びに自動車メ

ーカーにおけ

る自動運転車

等のプログラ

ムの適切な管

理及び確実な

書換えのため

＜主な定量的指

標＞ 

自動車認証審

査部外の専門家

による研修 

 

＜その他の指標

＞ 

特になし。 

 

＜主要な業務実績＞ 

（ⅰ）業務実績 

【型式認証業務実績】 

・自動車認証審査を的確かつ効率的に実施し、基準に適合しない自動

車が市場に出回ることを防止した。 

 

申請型式数及び不合格件数 

 令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

車両型式審査 1,878 2,120 1,724 1,724 1,748 

＜評定と根拠＞ 

Ａ 

中期目標において設定した数値

目標について 153％を達成。 

また、数値目標以外の項目につ

いても、着実に業務を遂行してお

り、自動車メーカーにおける不正

行為の防止に向けた対応として、

国土交通省において、自動車メー

カーの不正行為を根本から防止す

評定 Ａ 評定  
＜評定に至った理由＞ 
中期計画として掲げた課

題について、数値目標の達

成率が現時点で 120％に達

しており、数値目標以外に

おいて、令和 5 年度に発生

した一部自動車メーカーに

よる型式指定申請時におけ

る不正行為への対応を迅速
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の業務管理シ

ステム等に関

する技術的審

査をはじめ、

自動車が市場

に投入される

前に実施する

型式認証にお

ける基準適合

性審査等の的

確で効率的な

実施に向けた

取組を推進す

ること。 

また、今後

ますます進展

する自動車の

高度な技術に

関する審査に

確実に対応す

るため、従来

の自動車認証

審査部内での

研修に加え、

自動車認証審

査部外の専門

家による研修

（15 回）を通

じた職員の技

能向上等によ

る審査体制の

強化を図るこ

と。 

の業務管理シ

ステム等に関

する技術的審

査をはじめ、

自動車が市場

に投入される

前に実施する

型式認証にお

ける基準適合

性審査等の的

確で効率的な

実施に向けた

取組を推進し

ます。 

また、今後ま

すます進展す

る自動車の高

度な技術に関

する審査に確

実に対応する

ため、従来の

自動車認証審

査部内での研

修に加え、自

動車認証審査

部外の専門家

に よ る 研 修

（15 回）を通

じた職員の技

能向上等によ

る審査体制の

強化を図りま

す。 

＜評価の視点＞ 

計画通り着実に

実行できている

か。 

件 数 （ 型 式

数） 
共通構造部型

式 審 査 件 数

（型式数） 
229 184 243 194 164 

装置型式審査

件 数 （ 型 式

数） 
337 565 678 416 699 

特定改造審査

件 数 （ 型 式

数） 
15 25 57 124 124 

特定改造等 
能力審査（社

数） 
６ ２ ４ ６ ２ 

 

・国土交通省の依頼に基づき、不正行為のあった車両等に係る基準

適合性の確認試験等を実施した。 

・国土交通省が主催する「自動車の型式指定に係る不正行為の防止

に向けた検討会」に交通安全研究所長等が委員として参画した。 

・量産車基準適合性監視制度の試行的な調査として、国内メーカー

３社に試験を実施し、制度運用案の策定に貢献した。 

・型式指定審査に関する自動車メーカー等からの多様な相談に対し

て技術的な助言を行うための窓口を設置し、相談対応を開始し

た。 

【成果】 

・自動車等の保安基準適合性審査等を的確かつ効率的に実施した。 

・不正行為のあった車両等の基準適合性の確認試験等を実施し、全

ての車両等について適合性の確認を完了した。 

・「自動車の型式指定に係る不正行為の防止に向けた検討会」の結

果を受けて、令和８年度からの量産車監視制度の運用開始に貢献

した。 

（ⅱ）技術職員の育成・配置、技術力の蓄積等 

進展する自動車の高度な技術に対応するため、審査技能の向上を

図る。 

認証審査を的確かつ効率的に実施することを目的として、自動車

認証審査官等の業務の習熟度の向上及び業務に必要な知識・技能を

習得するための部内研修及び自動車認証審査部外の専門家による研

修を実施した。 

 

研修回数 

るための対策について検討するた

め、外部有識者を含めた検討会が

設置され、交通安全環境研究所か

らも所長及び自動車認証審査部長

が委員として参画。 

令和６年内に結論を得るため短

期間で集中的に議論が行われ、４

月～12 月までの間に計９回の会議

が開催。全ての会議に出席の上、

欧州の市場監視制度を参考とした

対策案を提案するなど、議論のと

りまとめに向け貢献し、令和７年

度から、とりまとめに基づき、型

式指定後に実車を用いて量産車の

基準適合性等を確認していくこと

となり、その実務を交通安全環境

研究所が担うこととなった。 

 

以上の理由から、目標に対して

量的及び質的に顕著な成果を達成

していると認められる。 

 

＜課題と対応＞ 

特になし。 

に行っており、着実に目標

の達成に向かっていると認

められるため、所期の目標

を達成できる見込みがある

として、「Ａ」評定とし

た。 
 
＜指摘事項、業務運営上の

課題及び改善方策＞ 
特段なし 

 
＜その他事項＞ 
（外部有識者からの意見） 
「Ａ」評定について異論

はなかった。 
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 令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

部内研修件数 32 32 36 47 30 
部外専門家研修

件数 
３ ６ ６ ４ ４ 

 

職員技能向上等のために外部専門家による研修を 23 回行い、審

査体制の強化を行った。 

 

 
４．その他参考情報 
特になし 
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様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 
Ⅰ．１．（１）．② 的確で厳正かつ公正な業務の実施 

自動車の審査業務 

検査における基準適合性審査 
業務に関連する政策・

施策 
5   安全で安心できる交通の確保、治安・生活の確保 

 17  自動車の安全性を高める 
当該事業実施に係る根拠

（個別法条文など） 
独立行政法人自動車技術総合機構法第 12条 

当該項目の重要度、困

難度 
重要度：髙 関連する政策評価・行政事

業レビュー 
行政事業レビューシート番号 予算事業 ID 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 
194、195 220、221 004198、004199 

 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 
（前中期目標期間最

終年度値等） 

令和 

３年度 
令和 

４年度 
令和 

５年度 
令和 

６年度 
令和 

７年度 
 令和 

３年度 
令和 

４年度 
令和 

５年度 
令和 

６年度 
令和 

７年度 

検査コース

閉鎖時間 
年間 

1,700 時間

以下 

 852時間 1613時間 

45分 
832時間 

55分 
760時間 

11分 
602時間 

38分 
予算額（百万円） 23,035 27,922 28,236 30,703 28,404 

重大事故の

発生にかか

る度数率 

年平均 

1.15以下 
 0.00 0.70 0.65 1.05 0.21 決算額（百万円） 21,034 27,527 27,127 29,113 28,332 

街頭検査実

施台数 
年間 

110,000台 
 125,470

台 
129,659

台 
137,776

台 
143,142 

台 
151,628 

台 
経常費用（百万円） 15,448 17,766 21,809 25,230 26,900 

        経常利益（百万円） 4,871 10,653 6,312 3,116 1,909 
        行政コスト（百万円） 18,717 20,990 24,579 27,892 29,542 
        従事人員数 1,032 1,043 1,057 1,073 1,013 

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指

標 
法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評

価） 
 自動車の

使用段階に

おける基準

適合性審査

（いわゆる

自動車の

使用段階に

おける基準

適合性審査

（いわゆる

＜主な定量的

指標＞ 

 検査コース

閉鎖時間 

 重大事故の

＜主要な業務実績＞ 

自動車の使用段階における基準適合性審査を的確で厳正かつ公正に実施し、

安全で環境に優しい交通社会の実現に貢献した。 

なお、検査業務は以下のとおり。 

 

＜評定と根拠＞ 

Ｂ 

中期目標において設定した数値目

標はいずれも達成率した。 

また、数値目標以外の項目につい

評定 Ｂ   
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車検時の審

査 。 以 下

「 検 査 業

務 」 と い

う。）を的

確で厳正か

つ公正に実

施 す る こ

と。 

特に、こ

れまでに発

生した、検

査機器の判

定値が誤っ

た設定のま

ま審査を実

施する等の

不適切事案

に つ い て

は、前中期

目標期間中

に設置した

検査業務適

正化推進本

部 （ 構 成

員：理事長

及 び 全 理

事）の責任

の下で、検

査業務の見

直しや再発

防止策を継

続的に推進

すること。 

 

 

 

 

 

 

 

車検時の審

査 。 以 下

「 検 査 業

務 」 と い

う。）を的

確で厳正か

つ公正に実

施します。 

特に、こ

れまでに発

生した、検

査機器の判

定値が誤っ

た設定のま

ま審査を実

施する等の

不適切事案

に つ い て

は、前中期

計画期間中

に設置した

検査業務適

正化推進本

部 （ 構 成

員：理事長

及 び 全 理

事）の責任

の下で、検

査業務の見

直しや再発

防止策を継

続的に推進

します。 

具体的に

は、以下の

取組みを行

います。 

（ⅰ）不当

要求、事故

等 の 防 止

や、検査業

発生にかか

る度数率 

 街頭検査実

施台数 

 

＜その他の指

標＞ 

特になし。 

 

＜評価の視点

＞ 

計画通り着実

に実行できて

いるか。 

 令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

審査件数 6,994,802 7,127,286 7,008,734 7,436,818 7,508,919 

 ・新規検

査 
991,267 892,214 957,982 1,017,639 1,019,492 

 ・継続検

査 
5,048,115 5,236,520 5,124,285 5,309,397 5,391,434 

 ・構造変

更 
73,165 77,053 74,745 73,586 72,834 

 ・再検査 756,785 791,840 683,946 768,781 873,531 

 ・街頭検

査 
125,470 129,659 137,776 143,142 151,628 

 

（※審査件数の内数） 

 令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

ユーザー車検

件数 
2,046,851 2,087,242 2,082,184 2,160,875 2,190,182 

 ・新規検

査 
275,839 242,297 250,552 252,462 249,712 

 ・継続変

更 
1,465,264 1,532,118 1,514,696 1,560,233 1,594,676 

 

平成 27 年度に神奈川事務所において、保安基準不適合の並行輸入自動車を合

格させたとして旧自動車検査独立行政法人の職員３名が逮捕された事案（以下

「神奈川事案」という。）について、当該事案の原因分析及び再発防止策の提言

を求めるために設置した「神奈川事務所の不適切事案等に関する第三者委員

会」（委員長：岩村修二弁護士）の報告書を踏まえ、検査業務適正化推進本部

（本部長：理事長）の下、再発防止に向けて取り組んでいるところである。  

当該本部会合については、令和３年度から令和７年度まで合計６回開催し、

神奈川事案や検査機器の不具合及び設定不備による誤判定事案の再発防止対策

実施状況を確認した。また神奈川事案を受け、再発防止に係る内部統制の維

持・向上のため法律事務所とのアドバイザリー契約を締結し、機構の取り組み

について確認・助言を受けることにより、着実に各種対策を実施した。  

その他、これまでに以下の取組みを行った。 

(ⅰ)  管理職の業務が適正に行えるよう、検査機器管理の効率化・システム化

や非常勤職員の適正配置など検査業務の適正化を図った。 

また、ヘッドライトテスタでロービーム計測が困難な自動車に対応するため

既存の計測方法見直し審査事務規程を改正し受検者の利便性向上を行った。検

査の効率化として、審査結果を記入している検査票の廃止に向け、検査場のデ

ても、着実に業務を遂行している。 

 

＜課題と対応＞ 

特になし。 
 

＜評定に至った理由

＞ 
中期計画として掲

げた課題について、

「コース閉鎖時間」

及び「重大事故発生

度数率」は年度毎の

目標を達成してお

り、また「街頭検査

実施件数」は R3～
R6 年度の期間にお

いて数値目標の達成

率が 90％に達し、

着実に目標の達成に

向かっていると認め

られるため、所期の

目標を達成できる見

込みがあるとして、

「Ｂ」評定とした。 
＜指摘事項、業務運

営上の課題及び改善

方策＞ 
特段なし 

 
＜その他事項＞ 
（外部有識者からの

意見） 
「Ｂ」評定につい

て異論はなかった。 
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務の適正化

を 図 る た

め、各事務

所の管理職

が適切に管

理業務を行

えるよう、

適正に職員

を配置し、

事務所の管

理職業務の

あり方を見

直します。

また、排出

ガス検査等

の既存の検

査の実施方

法の見直し

を検討する

など、検査

の効率化に

向けた取組

みを推進す

る と と も

に、検査票

への審査結

果記入の廃

止、審査事

務規程の電

子化等、検

査関係事務

の 効 率 化

や、受検者

の利便性向

上に資する

新たなサー

ビスの提供

に向けた検

討も進めま

す。これら

に伴い、審

ジタル化推進の検討を進めつつ、高度化施設のネットワーク内に保存している

基準判断に係る資料を検査場にて閲覧できるようにするためネットワーク環境

を整備することにより、検査関係事務のうち基準の判断に係る作業の効率化を

行った。  

加えて、車両の撮影及び寸法を計測する３次元計測装置については、従前よ

り鮮明な画像が取得できる側面カメラへの更新、及び３次元ターゲットをより

正確に読み取り、計測できる素材への改良を行った。 

さらに、検査の効率化や検査業務の適正化を図るため、携帯端末の更新や検

査機器作動状態の見える化を行うなど高度化システムの改良を行った。また、

既存の審査機器で検査できない自動車に対応するため、速度測定装置を開発し

運用を開始した。 

 

(ⅱ)  受検者による不当要求に毅然と対応し厳正・公正な審査が行えるよう、

「不当要求排除決意の日」を設定するとともに、毎年この日をスタートにコン

プライアンス・業務適正化推進月間を実施。 

さらに、令和６年度には、神奈川事案を直接経験していない世代にもわかり

やすく伝えられるように教育資料を刷新した。 

加えて、法律事務所とのアドバイザリー契約を締結し、不適切事案の再発防

止対策及び不当要求への対応等の検査場の秩序維持が適正に行われているか確

認、助言を受けた。 

令和３年７月から並行輸入自動車の事前審査書面を電子化（PDF 化）し、職員

間で共有することを開始した。また、令和６年 10 月から並行輸入自動車事前書

面審査、令和７年４月から新規検査等届出のオンライン届出システムの運用を

開始し、同システム内で審査の進捗状況の確認や、技術基準等の適合性を証す

るラベル照会が一元的に可能とする等、書面審査に係る業務の効率化を行っ

た。 

これまでに発生した検査機器の不具合及び設定不備による誤判定事案の再発

を防止するため、検査機器の設定に人が介在しない仕様を標準と定め適用範囲

を拡大し、大型マルチテスタ、二輪テスタ及び排気ガステスタについて当該機

能に関する仕様を定め、当該仕様の導入を進めるため、老朽度の激しいものを

優先的に選定し更新を行った。  

また、様々な研修等を活用し、全ての検査職員を対象とした再発防止策の理

解促進に努めるとともに、通達「検査機器の適正の確保について」に基づく事

務所による再発防止策を地方検査部がチェックし、地方検査部の当該チェック

体制を本部がチェックする「階層的チェック」を行うことで対策を推進した。 

地方事務所等に対し、基準適合性審査、不当要求防止対策及び事故防止対策

が適切に行われているか指導・監督するため、令和３年度から令和７年度まで

の合計で 204箇所実施した。内部監査等においては、令和４年度に策定された内

部監査マニュアル及び調査・指導マニュアルに基づき、効率的かつ統一的に実

施した。また、監査等の実施結果を他の地方事務所等へ横展開することによ

り、好事例の共有を図るとともに、改善を要する事項に関する自己点検を促
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査事務規程

の改正が必

要な場合に

は、積極的

に改正を行

います。さ

らに、３次

元計測装置

の計測手法

の 見 直 し

等、高度化

システムの

改良を検討

します。 

（ⅱ）受検

者による審

査への不当

介入を排除

するため、

警察当局と

の連携や顧

問弁護士の

活用など、

不当要求へ

の毅然とし

た対応を徹

底し、検査

場における

秩序維持を

図ります。 

また、並

行輸入自動

車の審査に

ついては、

平成 30 年

に新たに設

置した並行

輸入自動車

専用審査棟

の運用をは

じめ、前中

し、同種事案の予防処置を図った。 

検査コースについては稼働率を年平均 99.6％以上とするため、使用年数が長

く、故障発生の可能性が高い検査機器について、老朽更新を行った。   

また、検査機器の適切な維持管理のための日常的な管理として、通達「自動

車検査用機械器具管理規程」に基づく点検を確実に履行し、定期的な管理とし

て、検査機器の定期点検にかかる契約を本部一括で行い、機器メーカーに対し

て、定期点検の確実な実施及び故障への迅速な対応等の要請を行った。   

これにより、令和３年度から令和７年度までの検査機器の故障によるコース

閉鎖時間は平均約 931時間となり、前中期期間の平均閉鎖時間の約 1,296時間に

比べ約 28.2％削減した。 

 

受検者の安全性・利便性の維持、向上を図るため、引き続き各事務所等に専

門の案内員を配置するとともに、事故防止に係る以下の取組みを重点的に実施

した。 

 地方事務所等から事故発生の報告があった場合は同種事故防止を目的とし

た事故速報を全検査職員に展開するとともに、関係事務所等と再発防止策

の検討を実施した。 

 若手職員及び非常勤職員等に対して、事故防止にかかる安全について特化

した研修を実施した。 

 事故防止及び安全作業の意識向上のため若手職員及び非常勤職員並びに事

故に関係した職員に加えて、検査業務から離れていた職員に対して、事故

防止のための安全に特化した研修を実施した。 

 定期的に事故防止啓発ポスターを地方事務所等に展開し、職員への注意喚

起を行い、併せて受検者への注意喚起のため検査場内への掲示を行った。 

 これまで実施してきた事故防止に係る安全作業に特化した研修について、

より多くの職員が受講できるように実施回数を増やすなどの拡充を図っ

た。併せて、研修の内容についても第三者からの意見を求めるなどの見直

しを行った。 

 事故防止のために令和４年度に行った検討結果から、安全作業マニュアル

がより理解しやすい物となるよう職員から広く意見を求め大幅な見直しを

行った。 

 事故の実態を踏まえ、安全作業マニュアルの更なる見直しをするため、「安

全作業マニュアル検証 WG」を立ち上げ検討を行った。 

 

これらの取組により、令和３年度から令和７年度までの重大な事故発生に係

る度数率は中期計画における数値目標 1.15を大幅に下回り、年平均 0.52となっ

た。 

社会的要請が高い街頭検査を、国土交通省及び各都道府県警察等と協力し実

施している。令和３年度から令和７年度までにおいては、687,675 台の車両につ

いて街頭検査を実施しており、今中期目標期間中において、55 万台以上の数値

目標を達成した。  
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期計画期間

中に策定し

た現車審査

の厳正な運

用を引き続

き着実に実

施するとと

もに、現車

審査に先立

つ事前の書

面審査につ

いてもより

厳格に行う

ため、職員

の専従化、

検査部管内

の一元化、

電子化によ

る 効 率 化

等、最適な

書面審査の

あり方を検

討し、改善

を 図 り ま

す。 

さらに、

判定値事案

を受けての

対策につい

て、検査機

器の仕様の

統一化及び

計画的な検

査機器の更

新を進める

とともに、

定期的な職

員研修等を

実 施 し ま

す。 

 

さらに、各自動車イベントの開催に合わせ、公道走行できないような改造が

施された出展車両に対して不正改造等を増長する表示がされていないか啓発活

動を実施した。 

車両の状態が変更された場合の画像等の取得を適切に行い、外観検査時の同

一性確認業務を適正に実施するとともに、不正改造が疑われる車両について

は、高度化施設で取得した画像を活用し、当該施設の端末で照会できる設備環

境を有効に活用し適切に不正改造対策を行った。  

また、検査機器の判定値について、高度化施設において一元管理するための

対象機器の適用範囲を拡大し、判定値を有する全ての機器に対応するための仕

様を定め、検査機器の更新に併せて高度化施設の機能追加を実施した。※  

※102 基の検査機器を更新しすべての機器の高度化施設を更新することができ

た。 
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加えて、

監事を補佐

する監事監

査室におい

て、引き続

き内部統制

のモニタリ

ングを適切

に実施する

こと。 

また、審

査事務規程

に則った検

査業務が行

えるよう、

必 要 な 機

器・設備を

整備すると

ともに、職

員への研修

や、受検者

へ検査業務

の理解を求

める周知活

動等に取り

組むこと。 

これらの

その他、

内部監査等

により、こ

れらの取組

全般を不断

に点検する

とともに、

全国事務所

に対する内

部監査をよ

り効果的に

行 え る よ

う、検討し

ます。 

加えて、

監事を補佐

する監事監

査室におい

て、引き続

き、内部統

制のモニタ

リングを適

切に実施し

ます。 

また、審

査事務規程

に則った検

査業務が行

えるよう、

必 要 な 機

器・設備を

整備すると

ともに、職

員への研修

や、受検者

へ検査業務

の理解を求

める周知活

動 等 に ま

す。 

これらの
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対策を推進

することに

よって、受

検者の利便

性を確保し

つつ検査業

務を的確で

厳正かつ公

正に実施す

ることを目

的として、

コース稼働

率を年平均

99.6％以上

と す る た

め、故障を

起因とする

コース閉鎖

時間を年平

均 1,700 時

間以下とす

ること。 

検査業務

の実施にあ

たっては、

受検者の安

全性・利便

性の向上も

重要である

ことから、

地方検査部

及び地方事

務所（以下

「地方検査

部等」とい

う。）の専

門案内員を

引き続き配

置するとと

もに、安全

作業マニュ

対策を推進

することに

よって、受

検者の利便

性を確保し

つつ検査業

務を的確で

厳正かつ公

正に実施す

ることを目

的として、

コース稼働

率を年平均

99.6％以上

と す る た

め、故障を

起因とする

コース閉鎖

時間を年平

均 1,700 時

間以下とし

ます。 

検査業務

の実施にあ

たっては、

受検者の安

全性・利便

性の向上も

重要である

ことから、

地方検査部

及び地方事

務所（以下

「地方検査

部等」とい

う。）の専

門案内員を

引き続き配

置するとと

もに、安全

作業マニュ
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アルの見直

し等を実施

し、これら

対策を推進

することに

よって、中

期目標期間

中の重大な

事故の発生

にかかる度

数率を年平

均 1.15 ※

以下とする

こと。 

※厚生労

働省がまと

める事業所

規模が 100 

名以上の特

掲産業別労

働災害率の

うち自動車

整備業の度

数率が、平

成 26 年度

は 1.15 、

令和元年度

は 1.81 で

あることを

踏まえ、平

成 26 年度

と同等の値

とすること

を目指すも

の。 

社会的要

請が高い街

頭検査への

重点化を図

るため、街

頭検査の実

アルの見直

し等を実施

し、これら

対策を推進

することに

よって、中

期計画期間

中の重大な

事故の発生

にかかる度

数率を年平

均 1.15 ※

以下としま

す。 

※厚生労

働省がまと

める事業所

規模が 100

名以上の特

掲産業別労

働災害率の

うち自動車

整備業の度

数率が、平

成 26 年度

は 1.15 、

令和元年度

は 1.81 で

あることを

踏まえ、平

成 26 年度

と同等の値

とすること

を目指すも

の。 

社会的要

請が高い街

頭検査への

重点化を図

るため、街

頭検査の実
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施にあたっ

ては、例え

ば、特に社

会的要請が

高い排出ガ

ス対策や騒

音対策につ

いて、遠隔

測定技術の

活用に向け

た検討を進

めるなど、

検査効果の

向上に努め

ること。ま

た、これら

の取組にあ

たっては国

と 連 携 し

て、車両番

号自動読取

り技術と組

み合せて実

施すること

を検討する

こと。さら

に、通常の

街頭検査に

加え、検査

場構内や企

業における

検査も実施

するなど実

効性の向上

に努めるこ

と。 

これらの

取組みを通

じ、引き続

き、保安基

準に適合し

施にあたっ

ては、例え

ば、特に社

会的要請が

高い排出ガ

ス対策や騒

音対策につ

いて、遠隔

測定技術の

活用に向け

た検討を進

めるなど、

検査効果の

向上に努め

ま す 。 ま

た、これら

の取組にあ

たっては国

と 連 携 し

て、車両番

号自動読取

り技術と組

み合せて実

施すること

を検討しま

す 。 さ ら

に、通常の

街頭検査に

加え、検査

場構内や企

業における

検査も実施

するなど実

効性の向上

に 努 め ま

す。 

これらの

取組みを通

じ、引き続

き、保安基

準に適合し
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ない車両を

排除すると

ともに、点

検整備の必

要性・重要

性を自動車

ユーザー等

に広く周知

することを

目 的 と し

て、中期目

標期間中に

55 万台以

上の街頭検

査を実施す

ることを目

指すこと。 

さらに、

国や関係機

関 と 連 携

し、不正改

造車対策の

ため、深夜

における街

頭検査を実

施するなど

抑止効果を

高める活動

にも取り組

むこと。 

検査業務

時の車両の

状態を画像

等で取得す

る機器及び

検査業務の

結果等につ

いて電子的

に記録・保

存する高度

化施設を有

ない車両を

排除すると

ともに、点

検整備の必

要性・重要

性を自動車

ユーザー等

に広く周知

することを

目 的 と し

て、中期計

画期間中に

55 万台以

上の街頭検

査を実施す

ることを目

指します。 

さらに、

国や関係機

関 と 連 携

し、不正改

造車対策の

ため、深夜

における街

頭検査を実

施するなど

抑止効果を

高める活動

にも取り組

みます。 

検査業務

時の車両の

状態を画像

等で取得す

る機器及び

検査業務の

結果等につ

いて電子的

に記録・保

存する高度

化施設を有
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効に活用す

ることによ

り、業務の

適正化と不

正改造車対

策を推進す

ること。 

また、検

査機器の判

定値につい

ても高度化

施設におい

て一元管理

し、車両毎

に適用され

る基準が異

な る 場 合

や、基準改

正があった

場合等に迅

速かつ一律

に対応でき

るよう、高

度化施設の

機能向上を

図ること。 

効に活用す

ることによ

り、業務の

適正化と不

正改造車対

策を推進し

ます。 

また、検

査機器の判

定値につい

ても高度化

施設におい

て一元管理

し、車両毎

に適用され

る基準が異

な る 場 合

や、基準改

正があった

場合等に迅

速かつ一律

に対応でき

るよう、高

度化施設の

機能向上を

図ります。 
 
４．その他参考情報 
特になし 
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様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 
Ⅰ．１．（２） 的確で厳正かつ公正な業務の実施 

自動車の登録確認調査業務 
業務に関連する政

策・施策 
5   安全で安心できる交通の確保、治安・生活の確保 

 17  自動車の安全性を高める 
当該事業実施に係る根拠

（個別法条文など） 
独立行政法人自動車技術総合機構法第 12条 

当該項目の重要度、

困難度 
重要度：髙 関連する政策評価・行政事

業レビュー 
行政事業レビューシート番号 予算事業 ID 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

194、195 220、221 004198、004199 

 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 
（前中期目標期間最

終年度値等） 

令和 

３年度 
令和 

４年度 
令和 

５年度 
令和 

６年度 
令和 

７年度 
 令和 

３年度 
令和 

４年度 
令和 

５年度 
令和 

６年度 
令和 

７年度 

地方検査部

等によるブ

ロック研修 

年間 

10回以上 
－ 11回 13回 12回 15回 14回 予算額（百万円） 23,035 27,922 28,236 30,703 28,404 

        決算額（百万円） 21,034 27,527 27,127 29,113 28,332 
        経常費用（百万円） 15,448 17,766 21,809 25,230 26,900 
        経常利益（百万円） 4,871 10,653 6,312 3,116 1,909 
        行政コスト（百万円） 18,717 20,990 24,579 27,892 29,542 
        従事人員数 1,032 1,043 1,057 1,073 1,013 

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 前中期目標期間におい

て国土交通省からの人

員移管が完了した、自

動車の登録申請事項に

係る事実確認をするた

めに必要な登録確認調

査について、引き続き

国土交通省と連携し、

遅滞なく、確実な実施

に向けた取組を推進す

るため、登録確認調査

業務の質の向上を目的

前中期計画期間にお

いて国土交通省からの

人員移管が完了した、

自動車の登録申請事項

に係る事実確認をする

ために必要な登録確認

調査について、引き続

き国土交通省と連携

し、遅滞なく、確実な

実施に向けた取組を推

進するため、登録確認

調査業務の質の向上を

＜主な定量的指標＞ 

地方検査部等によ

るブロック研修。 

 

＜その他の指標＞ 

特になし。 

 

＜評価の視点＞ 

計画通り着実に実行

できているか。 

＜主要な業務実績＞ 

登録確認調査業務を的確かつ効率的

に実施するため、登録確認調査員の業

務に必要な知識・技能を習得するため

の研修を行った。  

中期計画期間においては、国土交通

省と連携し、自動車登録業務に精通し

た自動車登録官等を講師として迎え、

地方検査部等によるブロック研修を合

計 65回（達成率 130％）実施した。  

研修内容としては、登録確認調査員

の業務に求められる役割・責任、それ

＜評定と根拠＞ 

Ａ 

中期目標において設定し

た数値目標について 130％

を達成。 

また、数値目標以外の項

目についても、着実に業務

を遂行している。 

 

＜課題と対応＞ 

特になし。 

評定 Ａ 評定 － 
＜評定に至った理由＞ 
中期目標において設定した数

値目標の達成率が現時点で

120％に達している。 

また、数値目標以外の項目に

ついても、着実に業務を遂行し

ている。 

 
＜指摘事項、業務運営上の課題

及び改善方策＞ 
特段なし 
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として、地方検査部等

によるブロック研修を

50 回以上実施するこ

と。 

 

目的として、地方検査

部等によるブロック研

修を 50 回以上実施しま

す。 

に必要となる知識・技能について再確

認するため、自動車登録制度の概要、

自動車登録業務の一連の流れ、関連す

る法令等の基礎的な内容について習熟

度の向上を図った。  

さらに、実際の業務で直面した疑問

点についてのケーススタディやチーム

ごとに学習・発表を行うワーキンググ

ループ、他検査部と合同でのブロック

研修、本部主催でのグループ討議研

修、研修員同士による意見交換等を実

施し、登録確認調査業務の質の向上を

図った。  

その他、国土交通省と連携し、登録

確認調査業務に一定以上の経験を有す

る２年目以降の登録確認調査員の中か

ら希望者を募り、国土交通省が主催す

る自動車登録官研修に参加させること

で、関係法令や登録制度に対する理解

を深めるとともに、民法や会社法等に

関する知識を習得する機会を設け、登

録確認調査業務のさらなる質の向上を

図った。 

 

 

＜その他事項＞ 
（外部有識者からの意見） 
「Ａ」評定について異論はな

かった。 
 

 
４．その他参考情報 
特になし 
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様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 
Ⅰ．１．（３） 的確で厳正かつ公正な業務の実施 

自動車のリコール技術検証業務 
業務に関連する政策・

施策 
5   安全で安心できる交通の確保、治安・生活の確保 

 17  自動車の安全性を高める 
当該事業実施に係る根拠

（個別法条文など） 
独立行政法人自動車技術総合機構法第 12条 

当該項目の重要度、困

難度 
重要度：髙 関連する政策評価・行政事

業レビュー 
行政事業レビューシート番号 予算事業 ID 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 
194、195 220、221 004198、004199 

 
２．主要な経年データ 
 ① 主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最

終年度値等） 

令和 

３年度 
令和 

４年度 
令和 

５年度 
令和 

６年度 
令和 

７年度 
 令和 

３年度 
令和 

４年度 
令和 

５年度 
令和 

６年度 
令和 

７年度 

不具合情報の

分析 
年間 

5,000件 

－ 5,894件 5,665件 5,427件 5,823件 5,615件 予算額（百万円） 23,035 27,922 28,236 30,703 28,404 

        決算額（百万円） 21,034 27,527 27,127 29,113 28,332 
        経常費用（百万円） 15,448 17,766 21,809 25,230 26,900 
        経常利益（百万円） 4,871 10,653 6,312 3,116 1,909 
        行政コスト（百万円） 18,717 20,990 24,579 27,892 29,542 
        従事人員数 1,032 1,043 1,057 1,073 1,013 

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 リコールの

迅速かつ確実

な実施を図る

ため、国土交

通省と連携の

下、自動車の

不具合の原因

が設計又は製

作の過程にあ

るかの技術的

な検証を実施

すること。こ

の技術的な検

リコールの

迅速かつ確実

な実施を図る

ため、国土交

通省と連携の

下、自動車の

不具合の原因

が設計又は製

作の過程にあ

るかの技術的

な検証を実施

します。この

技術的な検証

＜主な定量的指標＞ 

不具合情報の分析 

 

＜その他の指標＞ 

特になし。 

 

＜評価の視点＞ 

計画通り着実に実行

できているか。体制強

化の進捗度合いはどう

か。 

 

＜主要な業務実績＞ 

リコール技術検証部では、車両の不具合の発生原因が

設計又は製作の過程にあるのかについて技術的な検証

（以下、「技術検証」という。）を国土交通省からの依頼

によって行っている。その技術検証業務の一環として、

国土交通省が収集した不具合情報について、それが設計

又は製作に係わる不具合であるかを分析している。不具

合情報が設計又は製作に起因することが疑われる事案に

ついて技術検証を行うとともに、自動車メーカーが自主

的に届け出たリコール届出内容の技術的な妥当性につい

ても技術検証を行うことにより、リコール制度が適切に

機能するように貢献することを目的としている。 

 

＜評定と根拠＞ 

Ｂ 

中期目標において設定した数

値目標を達成。 

また、数値目標以外の項目に

ついても、着実に業務を遂行し

ている。 

 

＜課題と対応＞ 

特になし。 

 

 

評定 Ｂ 評定 － 
＜評定に至った理由＞ 
中期計画として掲げた課

題について、数値目標の達

成率が現時点で 91％に達し

ており着実に目標の達成に

向かっていると認められる

ため、所期の目標を達成で

きる見込みがあるとして、

「Ｂ」評定とした。 
 
＜指摘事項、業務運営上の

課題及び改善方策＞ 
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証に活用する

ため、国土交

通省からの依

頼に応じて不

具合情報を確

実に分析する

こ と と し 、

25,000 件以上

の分析に努め

るとともに、

国土交通省か

らの依頼に応

じて排出ガス

不正制御に係

るサーベイラ

ンス業務を実

施すること。 

また、電子制

御装置の普及

による自動運

転 技 術 の 進

展、燃費や排

出ガス性能の

向上等、今後

も自動車技術

の著しい発展

が見込まれる

ことから、こ

れ ら の 高 度

化・複雑化す

る自動車の新

技術の不具合

に迅速に対応

するため、自

動車機構が保

有する情報の

横断的・効率

的な分析を可

能とすること

で体制の強化

を図ること。 

に活用するた

め、国土交通

省からの依頼

に応じて不具

合情報を確実

に分析するこ

と と し 、

25,000 件以上

の分析に努め

るとともに、

国土交通省か

らの依頼に応

じて排出ガス

不正制御に係

るサーベイラ

ンス業務を実

施します。 

また、電子

制御装置の普

及による自動

運転技術の進

展、燃費や排

出ガス性能の

向上等、今後

も自動車技術

の著しい発展

が見込まれる

ことから、こ

れ ら の 高 度

化・複雑化す

る自動車の新

技術の不具合

に迅速に対応

するため、自

動車機構が保

有する情報の

横断的・効率

的な分析を可

能とすること

で体制の強化

を図ります。 

 
【自動車リコール制度における技術検証業務の概要】 

 

国土交通省からの依頼により、不具合の原因が設計又

は製作の過程にあるのか、また、リコールの届出に係る

改善措置の内容が適切であるのかについて技術検証を行

った。第２期中期期間において技術検証件数は 1,072

件、そのうちリコール等の市場措置につながった件数は

67件であった。 

 

技術検証件数と市場措置につながった件数 

年 度 技術検証件数 

（件） 

市場措置につながっ

た件数（件） 

令和３年度 241 18 

令和４年度 275 11 

令和５年度 220 23 

令和６年度 144 10 

令和７年度 192 ５ 

 

また、国土交通省の依頼に基づき、第２期中期期間に

おいて 28,424 件（113％達成）の不具合情報の分析を行

った。不具合情報の分析にあたっては、必要に応じて国

土交通省に報告された過去の類似不具合情報件数を把握

し、設計又は製作に係わる不具合が疑われる情報の発見

に努めた。 

加えて、平成 27 年に発覚した米国におけるフォルクス

ワーゲン社による不正ソフトの使用事案を受け、平成 29

年４月、「排出ガス不正事案を受けたディーゼル乗用車等

検査方法見直し検討会」の最終とりまとめにおいて、サ

ーベイランスの実施が提言された。これを踏まえ、国土

交通省から不正ソフト使用の有無の確認に係るサーベイ

ランスを公正中立な第三者機関であるリコール技術検証

部において実施することを依頼され、平成 29 年度からサ

特段なし 

 
＜その他事項＞ 
（外部有識者からの意見） 
「Ｂ」評定について異論

はなかった。 
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ーベイランスに着手し、国土交通省からの依頼により第

２期中期期間において 11 車種の排出ガス測定を行った。

測定した排出ガス量については、極端な乖離もなく良好

な数値であった。 

加えて令和６年度に入手した小型で車両への加工が不

要な最新型のミニ PEMS（車載式排出ガス測定装置）を活

用し、新しい排出ガス・サーベイランスとしてより多

く、より多様な車両の試験が行えるよう、有用性の検証

を実施した。 

 

令和３年度に構築した、リコールにつながる可能性の

ある様々な情報を集約し、横断的・効率的に検索を行う

ことができる不具合情報横断検索システムについて、令

和６年度まで運用した。 

令和６年 10 月から開始された電子的な検査（OBD 検

査）情報を抽出し、データ分析を開始した。 

EV 火災事故の見分に活用するため、環境研究部が保有

する EV 火災やバッテリ関連不具合等の事例分析をもとに

火災原因診断ツリーを作成した。 

 

 
４．その他参考情報 
特になし 

  

＜PEMS＞ ＜ミニ PEMS＞ 
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様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 
Ⅰ．２．（１）① 新技術や社会的要請に対応した行政への支援 

研究開発の成果の最大化その他の研究業務の質の向上に関する事項 

①研究内容の重点化・成果目標の明確化 

 自動車（安全関係） 
業務に関連する政策・

施策 
5   安全で安心できる交通の確保、治安・生活の確保 

 17  自動車の安全性を高める 
当該事業実施に係る根拠

（個別法条文など） 
独立行政法人自動車技術総合機構法第 12条 

当該項目の重要度、困

難度 
重要度：髙 関連する政策評価・行政事

業レビュー 
行政事業レビューシート番号 予算事業 ID 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 
194、195 220、221 004198、004199 

 
２．主要な経年データ 
 ① 主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 
（前中期目標期間最

終年度値等） 

令和 

３年度 
令和 

４年度 
令和 

５年度 
令和 

６年度 
令和 

７年度 
 令和 

３年度 
令和 

４年度 
令和 

５年度 
令和 

６年度 
令和 

７年度 

        予算額（百万円） 1,183 1,213 1,226 1,225 1,239 
        決算額（百万円） 1,667 1,664 1,706 2,193 2,073 

        経常費用（百万円） 1,663 1,763 1,785 1,920 1,942 
        経常利益（百万円） △129 7 66 48 △7 
        行政コスト（百万円） 1,684 1,861 1,886 2,018 2,100 
        従事人員数 43 53 53 52 49 

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 自動車及び鉄

道等の陸上交通

に係る国民の安

全・安心の確保

及び環境の保全

を図るため、近

自動車及び鉄

道等の陸上交通

に係る国民の安

全・安心の確保

及び環境の保全

を図るため、近

＜主な定量的指標＞ 

特になし。 

 

＜その他の指標＞ 

別紙１で定めた研究

計画に対し、所期の目

＜主要な業務実績＞ 

① 交通安全環境研究所に設置された研究企画会議におい

て、研究業務に関する企画、管理及び総合調整を行い、研究

課題選定方針を下記（１）及び（２）の要件を満たす課題の

みを選定し、これに研究者のリソースを振り向け重点化する

ことにより、研究目的の指向性向上及び研究内容の質的向上

＜評定と根拠＞ 

Ａ 

中期計画の「自動車

（安全関係）」にある３

つの研究課題（８研究）

のうち、４研究について

評定 Ａ 評定 － 
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年の自動車技術

等の急速な進展

に遅れをとるこ

となく、引き続

き、国が実施す

る関連行政施策

の立案や技術基

準の策定等に資

する研究等を交

通安全環境研究

所において行う

ものとする。 

また、自動車

基準の国際調和

及び鉄道システ

ムの海外展開へ

の 支 援 等 の た

め、研究成果等

を活用し、新た

な試験方法等の

提案に必要なデ

ータ取得等も行

うものとする。 

これらの研究

等を進めるにあ

たっては、中期

目標期間におけ

る研究開発の成

果の最大化その

他の研究業務の

質 の 向 上 の た

め、的確な研究

マネジメント体

制を整備すると

ともに、以下の

①から④までに

掲げる取組を推

進するものとす

る。 

また、研究業

務に係る評価に

年の自動車技術

等の急速な進展

に遅れをとるこ

となく、引き続

き、国が実施す

る関連行政施策

の立案や技術基

準の策定等に資

する研究等を交

通安全環境研究

所において行い

ます。 

また、自動車

基準の国際調和

及び鉄道システ

ムの海外展開へ

の 支 援 等 の た

め、研究成果等

を活用し、新た

な試験方法等の

提案に必要なデ

ータ取得等も行

います。 

これらの研究

等を進めるにあ

たっては、中期

計画期間におけ

る研究開発の成

果の最大化その

他の研究業務の

質 の 向 上 の た

め、的確な研究

マネジメント体

制を整備すると

ともに、以下の

①から④までに

掲げる取組を推

進します。 

 

また、研究業

務に係る評価に

標を達成しているか。

また、目標を超過して

達成した課題の数。 

 

＜評価の視点＞ 

国が実施する関連行政

施策の立案や技術基準

の策定等に反映するた

めの研究であるか。具

体的には、自動車、鉄

道等の安全の確保、環

境の保全及び燃料資源

の有効な利用の確保に

係る基準の策定等に資

するとされた調査及び

研究を実施している

か。 

を図ることとした。 

選定された研究課題については、交通安全環境研究所長が

主催する課題群進捗検討会において、運営費交付金で行う経

常研究に限らず、受託研究や共同研究、競争的資金による研

究等を含め、交通安全環境研究所で実施する各分野の研究課

題を９つの研究課題群に集約し、課題群ごとに研究責任者か

ら研究の進捗度合いと今後の実行計画、将来展望、行政施策

との関連などを確認した。こうした方法で進捗管理を適切・

確実に実施した。 

（１） 研究目的が下記のいずれかに該当すること 

〇自動車及び鉄道等の陸上交通に係る国民の安全・安心の確

保及び環境の保全を図るため、国が実施する関連行政施策

の立案や技術基準の策定に資する研究 

〇自動車基準の国際調和及び鉄道システムの海外展開への支

援等のため、研究成果等を活用し、新たな試験方法等の提

案に必要なデータ取得等に資する研究 

（２） 研究分野が下記のいずれかに該当すること 

【自動車（安全関係）】 

ⅰ．自動運転車両の機能要件の検討・安全性評価及び予防安

全技術の効果評価 

ⅱ．交通事故実態に即し、予防安全技術を考慮した衝突安全

試験方法等の検討 

ⅲ．自動運転に関する電子制御装置の安全性・信頼性評価 

 

さらに上記の要件を満たした課題を下記の観点で評価を行

い、評価の低い課題については不採択（新規課題）又は中止

（継続課題）とした。 

 

【新規課題】 

① 研究計画策定基本方針の内容にあっていること 

② 交通安全環境研究所の役割の整理がなされ、その研究所

の使命と整合していること 

③ 研究成果による国の目標実現、施策への寄与度が高いこ

と 

④ 社会的必要性や緊急性が高いこと 

⑤ 目標（マイルストーン）の設定が適切であること 

⑥ コスト、研究者数、研究期間の記載された計画書、予算

計画書が適切であること 

⑦ 先見性、独創性を備え、研究所の基礎的な研究能力強化

に貢献するものであること 

【継続課題】 

目標を超えた研究成果が

得られた。 

 

自動運転車の安全性評

価に関する研究、自動運

転車の環境認識機能の正

確性に関する研究のう

ち、C＆C ドライバのレ

ベルの定義に関する研究

では、自動運転車の安全

要件として、国際的には

有能で注意深いドライバ

（C&C ドライバ）以上の

安全性が必要とされてい

ることから、基準化に向

け、自動運転車が担保す

べき C&C ドライバのレベ

ルを定義するため、交通

事故の判例について分析

を実施し、「有能」につ

いては認知反応時間等の

ドライバの運転能力の分

布から、優れた値を採用

すること、「注意深い」

については危険事象の発

生につながる一連の流れ

の端緒を認識する能力が

優れていることと定義可

能であることを明らかに

し、国土交通省に報告し

た。 

自動運転車が規範とす

べき人間ドライバの運転

行動に関する研究では、

ドライビングシミュレー

タによる被験者実験を通

じ、危険場面における回

避行動の優れた人間ドラ

イバの行動を明確化し、

自動運転車が規範とすべ

き行動として国土交通省

＜評定に至った理由＞ 
中期計画の「自動車

（安全関係）」にある３

つの研究課題（７研

究）のうち、目標を超

えた研究成果が３研究

で得られており、特に

目標を超えた成果によ

り、今後、自動車分野

における安全の確保等

に係る基準策定や国民

の安全・安心な生活に

大きく寄与するもので

あり、かつ、自動運転

車の安全な普及に向け

大いに貢献するものと

認められる。よって、

所期の目標を上回る成

果が得られる見込みが

あるとして、「Ａ」評定

とした。 
なお、具体的に評価

した点は以下のとおり

である。    

・自動運転車の安全性

評価に関する研究、自

動運転車の環境認識機

能の正確性に関する研

究において、被験者実

験を通じ、危険場面に

おける回避行動の優れ

たドライバの行動を明

らかにし、自動運転車

が規範とすべき行動と

して国土交通省に報告

したこと。 

・人工降雨装置により

悪天候時の認識性能の

低下やそれに伴うシス

テムの信頼性への影響

を評価し、国土交通省
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ついては、研究

業務全体を一定

の事業等のまと

まりと捉え、評

価 に 当 た っ て

は、下記に掲げ

る評価軸及び①

から④までに掲

げる指標等に基

づいて実施する

ものとする。 

更に、今後急

速な進展が見込

まれる自動車技

術の電子化に対

応するため、自

動車検査の更な

る高度化、既存

の検査の効率化

等に資する調査

等を実施するこ

と。 

【重要度：高】 

自動車及び鉄

道等の陸上交通

に係る技術は、

自動運転システ

ム、燃料電池自

動車等に代表さ

れるとおり、日

進 月 歩 が 激 し

い。これらの最

新の技術に対応

した自動車及び

鉄道等の陸上交

通に係る安全・

環境政策を行う

ためには、これ

らの技術に対応

した安全・環境

基準を策定する

ついては、研究

業務全体を一定

の事業等のまと

まりと捉え、自

己評価に当たっ

ては、中期目標

に定められた評

価軸及び指標等

に基づいて実施

します。 

 

更に、今後急

速な進展が見込

まれる自動車技

術の電子化に対

応するため、自

動車検査の更な

る高度化、既存

の検査の効率化

等に資する調査

等 を 実 施 し ま

す。 

【重要度：高】 

自動車及び鉄道

等の陸上交通に

係る技術は、自

動 運 転 シ ス テ

ム、燃料電池自

動車等に代表さ

れるとおり、日

進 月 歩 が 激 し

い。これらの最

新の技術に対応

した自動車及び

鉄道等の陸上交

通に係る安全・

環境政策を行う

ためには、これ

らの技術に対応

した安全・環境

基準を策定する

① 研究計画策定基本方針の内容にあっていること 

② 国との具体的な連携を実施していること 

③ これまでの研究成果が目標（マイルストーン）を達成し

ていること 

④ 目標（マイルストーン）の設定が適切であること 

⑤ 研究所の基礎的な研究能力強化に貢献してきていること 

⑥ コスト、研究者数、研究期間の記載された計画書、予算

計画書が適切であること 

⑦ 受託研究、共同研究等への研究内容の一部を含めた移行

について、適切な考察・検討がなされていること 

 

上記の評価でポイントが高い提案課題について、国の行政

施策への貢献という目的指向性をより高めるため、各技術分

野を担当する国の行政官も参画した「研究課題選定・評価会

議」を開催し、運営費交付金で行う研究課題（経常研究）に

ついては、新規提案課題の採択可否の決定、継続課題の中間

評価、並びに研究計画の見直し等に関する審議を行った上

で、次年度の研究課題を決定した。特に行政からは、提案課

題が国の交通安全・環境の諸施策と整合しているか、研究成

果が国土交通省の技術施策（技術基準の策定等）に有効に活

用できるかといった観点で評価を受けた。 

 

評価対象とした課題数 

年 度 評価対象とした 
新規課題数 

評価対象とした 
継続課題数 

令和３年度 ７ 10 

令和４年度 ５ 12 

令和５年度 ７ 14 

令和６年度 ５ 11 

令和７年度 ３ 11 

 

また、客観的な観点での研究評価を実施するため、各技術

分野を代表する外部の有識者で構成される研究評価委員会を

開催し、運営費交付金で行う各経常研究について、事前、中

間（研究期間が５年を超える課題の３年目に実施。）、事後の

外部評価を実施した。特に研究の手法に関しては、学術的見

地での貴重なご意見を頂き、その後の研究に反映させること

とした。なお、各課題の評価結果については、交通安全環境

研究所 HPで公表し、その透明性を図った。 

に報告し、さらに実験結

果は第７期先進安全自動

車（ASV）推進計画にて

活用されることとなっ

た。 

運転支援装置の危険回

避性能の評価では、運転

支援装置を使用中に他車

両が急接近する場面にお

ける危険回避性能を実車

で評価し、車種ごとに危

険回避性能に差があるこ

とを明らかにし、国土交

通省に報告した。 

自動運転車の環境認識

機能の正確性に関する研

究では、将来的な自動運

転車の審査を見据え、シ

ミュレーションを活用し

た自動運転車の認知・判

断・制御性能の評価を可

能とする手法を検討し、

実環境下と比較を行っ

た。また、人工降雨装置

により悪天候時の認識性

能の低下やそれに伴うシ

ステムの信頼性への影響

を評価し、成果として、

台上試験機とシミュレー

ションを組み合わせた手

法を考案するとともに、

実環境下での評価との検

証を行い、精度等の課題

を整理し、加えて環境認

識にカメラを用いた運転

支援装置が悪天候時にシ

ステムの信頼性へ影響を

及ぼすことを明らかに

し、国土交通省に報告し

た。 

 

に報告したこと。 

・乗車姿勢が乗員傷害

に及ぼす影響に関する

研究では、座席をフラ

ットにした状態での受

傷状況の評価結果を国

土交通省に報告し、国

土交通省におけるフル

フラット座席を備える

高速バスの安全性に関

するガイドラインの策

定に貢献したこと。 

 

＜指摘事項、業務運営

上の課題及び改善方策

＞ 
特段なし 

 
＜その他事項＞ 
（外部有識者からの意

見） 
「Ａ」評定について

異論はなかった。 
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とともに、自動

車の型式認証、

自動車の検査、

リコール等にお

いても、最新技

術に対応させて

い く 必 要 が あ

る。そのために

は、最新の技術

に関する知見・

データを有しつ

つ、公正・中立

的な立場で実際

に研究、調査等

を行い、科学的

な根拠を持って

国への貢献がで

きる基盤が必要

である。さらに

は、自動車基準

の国際調和及び

鉄道システムの

海外展開へ支援

を行っていくた

めにも、基準獲

得交渉において

科学的根拠や最

新技術に関する

知見は必要不可

欠である。 

【評価軸】 

● 国が実施

する関連行政施

策の立案や技術

基準の策定等に

反映するための

研究であるか。

具体的には、自

動車、鉄道等の

安 全 の 確 保 、 

環境の保全及び

とともに、自動

車の型式認証、

自動車の検査、

リコール等にお

いても、最新技

術に対応させて

い く 必 要 が あ

る。そのために

は、最新の技術

に関する知見・

データを有しつ

つ、公正・中立

的な立場で実際

に研究、調査等

を行い、科学的

な根拠を持って

国への貢献がで

きる基盤が必要

である。さらに

は、自動車基準

の国際調和及び

鉄道システムの

海外展開へ支援

を行っていくた

めにも、基準獲

得交渉において

科学的根拠や最

新技術に関する

知見は必要不可

欠である。 

【評価軸】 

● 国が実施す

る関連行政施策

の立案や技術基

準の策定等に反

映するための研

究であるか。具

体的には、自動

車、鉄道等の安

全の確保、環境

の保全及び燃料

 

評価対象とした研究テーマ 

年 度 
評価対象とした新規研

究テーマ数（事前評

価） 

評価対象とした終了研

究テーマ数（事後評

価） 
令和３年度 ５ ５ 
令和４年度 ４ ４ 
令和５年度 ５ ５ 
令和６年度 ３ ５ 
令和７年度 ３ ３ 

（評価対象となる継続研究テーマ（中間評価）は各年度において対象

無し） 

 

中期計画の別紙１にて設定した各研究分野における具体的

な取組みについては、その概要を以下に記述する。 

（別紙１） 

令和３年度～令和７年度までの中期計画期間において重点的に推進

するべき研究開発の方針 

 研究課題 
何のために※１、どのような研究を、当
中期計画期間に、どういう成果※２を目
指して行うか 

自
動
車
（
安
全
関
係
） 

自動運転車両の
機能要件の検
討・安全性評価
及び予防安全技
術の効果評価 

自動運転車の安全な普及へとつなげる
ために、自動運転車両の機能要件及び
安全性評価手法に関する研究を行う。
また、歩行者や自転車乗員の交通事故
防止や高齢者の運転を支援する予防安
全技術の浸透や促進等を図るため、そ
の技術的な効果の検証、試験方法の検
討に関する研究を進める。これらによ
り、新たな試験方法等を検討・提案
し、技術基準案の策定や我が国主導の
国際基準化等に対して貢献を行うもの
とする。 

交通事故実態に
即し、予防安全
技術を考慮した
衝突安全試験方
法等の検討 

衝突事故被害軽減を一層図るため、子
供や高齢者を重点対象として、現行の
車両安全対策として未対応の分野（対
自転車事故、重量差のある車両による
事故、予防安全技術搭載車両の事故
等）について、交通事故実態に即した
より有効な車両の衝突安全性評価法に
関する研究を行う。これらにより、新
たな試験方法等を検討・提案し、技術
基準案の策定や我が国主導の国際基準
化等に対して貢献を行うものとする。 

自動運転に関す
る電子制御装置
の安全性・信頼
性評価 

電子制御が高度化した自動運転車の導
入を見据え、電子制御装置の安全性・
信頼性について的確な評価を実施でき
るようにするため、自動運転システム
の信頼性評価手法に関する研究を実施

 乗車姿勢が乗員傷害に

及ぼす影響に関する研

究、予防安全装置作動時

の乗員被害軽減に関する

研究、シミュレーション

技術を利用した乗員及び

歩行者の衝突挙動解析に

関する研究のうち、乗車

姿勢が乗員傷害に及ぼす

影響の研究では、自動運

転車両において想定され

る乗車姿勢（腰部が前方

に移動）、衝突被害軽減

ブレーキ作動後の乗車姿

勢（前傾姿勢）及び座席

前後位置が、衝突時の受

傷状況に及ぼす影響につ

いて、スレッド試験（台

車に急激な加速度を与え

衝突を模擬する試験）に

より評価し、スレッド試

験車両内装を３次元測定

し、エアバッグ等を備え

た 3D 車両モデルを作成

した。成果として、腰部

前方移動状態では、女性

などの小柄乗員は、シー

トベルトの拘束外れによ

る腹部・頸部を受傷する

可能性を確認し、ブース

タークッションにより拘

束外れの発生が軽減され

ること、前傾姿勢は、受

傷状況に影響がないこと

及び座席前後位置により

乗員挙動に大きな差があ

ったが、現行ダミーのセ

ンサは配置が十分でない

ため傷害値の差が少ない

ことを確認した。また、

スレッド試験を再現可能
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燃料資源の有効

な利用の確保に

係る基準の策定

等に資するとさ

れた調査及び研

究であるか。 

● 行政ニー

ズを的確にとら

えた研究テーマ

の設定後におい

ても、研究内容

の進捗を定期的

に内部で確認す

るのみならず、

外 部 有 識 者 等 

の参加する会議

においても確認

し、必要に応じ

て助言・方向性

の 修 正 を 行 う

等、研究開発の

成果の最大化に

資する取組が促

進 さ れ て い る

か。 

①研究内容の重

点化・成果目標

の明確化 

国が実施する

関連行政施策の

立案や技術基準

の策定等に反映

するための自動

車及び鉄道等の

研 究 等 に 特 化

し、その成果の

最大化のため、

重点的に推進す

るべき研究開発

の方針は別紙１

に掲げるとおり

資源の有効な利

用の確保に係る

基準の策定等に

資するとされた

調査及び研究で

あるか。 

● 行政ニーズ

を的確にとらえ

た研究テーマの

設定後において

も、研究内容の

進捗を定期的に

内部で確認する

のみならず、外

部有識者の参加

する会議におい

ても確認し、必

要 に 応 じ て 助

言・方向性の修

正を行う等、研

究開発の成果の

最大化に資する

取組が促進され

ているか。 

 

①研究内容の重

点化・成果目標

の明確化 

国が実施する関

連行政施策の立

案や技術基準の

策定等に反映す

るための自動車

及び鉄道等の研

究等に特化し、

その成果の最大

化のため、別紙

１に掲げた方針

に沿って重点的

に研究開発を推

進します。 

するとともに、電磁両立性の評価手法
等に関する研究を実施し、新たな試験
方法等を検討・提案し、技術基準案の
策定や我が国主導の国際基準化等に対
して貢献を行うものとする。 

 
※１ 事故防止、事故被害軽減、環境負荷軽減、省エネルギー等  
※２ 基準策定、国際標準獲得、新技術等を踏まえた試験方法等の
評価手法見直し等 

 

 

【自動車（安全関係）】 

i.自動運転車両の機能要件の検討・安全性評価及び予防安全

技術の効果評価 

 

混在交通を前提とした自動運転車に求められる安全性の議

論に資するため、実交通環境下での計測、判例分析、ドライ

ビングシミュレータ実験等、さまざまな方法による検討を実

施し、結果を整理した。さらに、市街地を走行中に危険場面

に遭遇したドライバの回避行動を調べるドライビングシミュ

レータ実験を実施し、実験対象とした交通場面における人間

ドライバの回避行動を明らかにするとともに、自動運転車が

規範とすべき行動を整理し、第７期先進安全自動車（ASV）

推進計画の自動運転車のあり方検討 WGに報告した。 

高齢ドライバによる交通事故増加が大きな社会問題となっ

ており、特にフレイル高齢者（軽度認知障害、老衰、虚弱な

ど）の交通事故が懸念されている。中でも社会的関心が高

い、アクセルとブレーキペダルの踏み間違いによる事故の発

生状況を分析し、これを検証するための実験環境を構築し

た。 

市街地走行における前照灯による眩惑の発生頻度を調査

し、眩惑の低減と夜間視認性の向上を図る手法を検討した。

車両の進路変更の合図や走行モード等を周辺の交通参加者に

向けて表示する新型灯火器の有効性や点灯方法等を検討する

ため、方向指示器に連動して視覚情報を投影する路面描画に

ついて、描画パターンの大きさや形状が見え方に与える影響

を調査し、国際基準の議論に備えた。 

 

○自動運転車の安全性評価に関する研究 

混在交通を前提とした自動運転車に求められる安全性の議

論に資するため、実交通環境下での計測、判例分析、ドライ

ビングシミュレータ実験等、さまざまな方法による検討を実

施し、結果を整理することを目的とした。 

な有限要素シミュレーシ

ョンモデルを構築した。 

自転車乗員の安全性に

関する研究では、自転車

乗員の保護については十

分な検討がなされていな

いことから、衝突試験及

びシミュレーション解析

により受傷状況の評価を

行い、安全対策を検討す

ることで、自転車への追

突事故では、衝突位置に

より自転車乗員の頭部が

フロントガラスのフレー

ムに打ち付けられる、頭

部が車両に衝突せず車両

側方に投げ出されて頭部

から路面に衝突するな

ど、死亡・重傷リスクが

高くなる場合があること

を確認した。 

フルフラット座席に関

する研究では、高速バス

のフルフラット座席を想

定した衝突時の受傷状況

を評価し、評価結果を国

土交通省に報告し、フル

フラット座席を備える高

速バスの安全性に関する

ガイドラインの策定に貢

献した。 

後ろ向き座席に関する

研究では、自動運転車両

における進行方向に対し

て後ろ向きの座席の衝突

時の受傷状況を評価し、

背もたれが破損した場合

や肩からシートベルトが

外れた場合に頸部等を受

傷する可能性があること

を確認し、その結果を国
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とする。 

な お 、 自 動

車・鉄道技術の

急速な進展を踏

まえ、必要に応

じて、別紙１は

変更する場合が

ある。 

 

別紙１に基づく

研究内容の重点

化・成果目標の

明確化を行うた

め 、 具 体 的 に

は、行政担当者

が参加する研究

課題選定・評価

会議を毎年開催

し、行政ニーズ

とアウトカムを

的確にとらえた

研究テーマを設

定します。その

上で、外部有識

者を招聘する研

究評価委員会を

毎年開催し、新

規研究テーマの

必要性、目標設

定や研究手法の

妥当性等を確認

し、実施中の研

究テーマの進捗

確認と必要な軌

道 修 正 等 を 行

い、終了研究テ

ーマの最終成果

の到達度や社会

的有用性等につ

い て 評 価 を 行

い、将来の発展

等についてご指

導をいただきま

す。さらに、交

通安全環境研究

所長が主催する

課題群進捗検討

会を課題群ごと

に毎年開催し、

各研究テーマの

実交通環境下での計測として、周辺車両挙動計測車両を用

いて実路の高速道路上で一般車両のドライバが行う車線変更

時に伴う車両挙動の計測を行った。 

判例分析の結果から、自動運転車の安全性として最低限求

められる要件である「有能かつ注意深い（Competent and 

Careful）人間ドライバ」とはどのようなレベルであるべき

かを検討した。 

VR 環境車を用いて前方車両の車線変更挙動の安全性を後続

車のドライバが主観的に評価する評価手法を開発した。 

さらに、市街地を走行中に危険場面に遭遇したドライバの

回避行動を調べるドライビングシミュレータ実験を実施し、

実験対象とした交通場面における人間ドライバの回避行動を

明らかにするとともに、自動運転車が規範とすべき行動を整

理した。 

市街地を走行中に危険場面に遭遇したドライバの回避行動

を調べるドライビングシミュレータ実験を実施し、実験対象

とした交通場面における人間ドライバの回避行動を明らかに

するとともに、自動運転車が規範とすべき行動を整理し、第

７期先進安全自動車（ASV）推進計画の自動運転車のあり方

検討 WGに報告した。 

自動運転車の安全性評価に関する研究成果について学会で

発表するとともに査読付き論文を発表した（学会発表：５

件、査読付論文：５件） 

 

○高齢ドライバの特性を踏まえた新型車両安全システムの評

価方法に関する研究 

 

高齢ドライバによる交通事故増加が大きな社会問題となっ

ており、特にフレイル高齢者（軽度認知障害、老衰、虚弱な

ど）の交通事故が懸念される。中でも、アクセルとブレーキ

ペダルの踏み間違いによる事故への関心が高く、安全対策が

望まれている。本研究は視覚的フレイルの例として緑内障ド

ライバの運転特性を調査するとともに、ペダル踏み間違い事

故の発生状況を分析し、その安全対策の評価方法を提案する

ことを目的とした。 

杏林大学病院眼科との共同研究により、緑内障患者の運転

中の視線を計測した。直線の市街路を走行中に左右の路地か

ら出現する歩行者や自転車等への視線移動を分析した。その

結果、緑内障患者はこれらを見落とす場合があることを確認

した。注意対象の見落としを支援可能な技術の評価方法につ

いて考察を進めた。 

土交通省に報告した。 

 

以上の理由により、中

期計画の目標を上回る成

果が得られており、Ａ評

定と認められる。 

 

＜課題と対応＞ 

特になし。 
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進捗確認と関連

研究分野の連携

可能性等を検討

し、最大限の成

果が効率的に達

成できるように

努めます。 

 

 

また、ペダル踏み間違い事故の発生状況を交通事故分析セ

ンターのデータベースに基づき分析した。その結果、いずれ

の年齢層においても直進中の事故が最多で、次に発進時の事

故が多かった。また、場所別にみると、高齢者は駐車場での

後退時の事故の割合が高かった。これらの場面で被害を軽減

させる運転支援技術（例えば、ペダル踏み間違い時加速抑制

装置など）の開発と普及、確実な作動が望まれることなどを

示した。 

 

 
最近普及が進んでいる電動車両において、アクセルペダル

操作のみで加速、減速が可能な技術（ワンペダル）が登場し

ているが、高齢者にとって操作が難しい可能性がある。そこ

で、実車の車軸トルクの計測結果に基づき、ドライビングシ

ミュレータで電動車両を再現し、基本的な走行実験を行っ

た。その結果、電動車両は加速、減速に伴う速度の変化が激

しいこと、アクセルペダル操作回数が多く、フットブレーキ

の使用がほとんどないことなどを確認し、高齢者が電動車両

を安全に使用するための車両対策などについて考察を進め

た。 
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① 単路 ② 交差点付近 ③ 交差点 ④ 駐車場

【行動類型】 発進 直進 後退 その他

【ペダル踏み間違い事故の発生状況の分析例】 

【運転中の視線計測の例（右側歩行者の見落とし）】 
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これらの研究から得た成果を関係学会に査読論文として４

件発表した。また、口頭発表を４件実施した 

 

〇加齢等による眩惑が運転視界に及ぼす影響の解析と新しい

自動車用灯火器による改善方法に関する研究 

 

市街地走行における前照灯による眩惑の発生頻度を調査

し、眩惑の低減と夜間視認性の向上を図る手法を検討する。

車両の進路変更の合図や走行モード等を周辺の交通参加者に

向けて表示する新型灯火器の有効性や点灯方法等を検討す

る。 

・実路計測と数値解析によるすれ違い前照灯のグレア評価 

市街地走行における車両の仰角（ピッチ角度）変動を調査

した結果からグレアがどの程度発生するか数値解析を行っ

た。その結果以下のことが明らかになった。 

① 起伏が比較的少ない平坦路であっても車両の加減速に伴

い±1度程度のピッチ角の変動が見られた。 

② 起伏の多い道路では、一定以上の車間距離で許容限界を

超えるグレア（グレア評価値４以下）が発生する可能性

がある。 

 

③ 平坦路ではダイナミックオートレベリング（水平維持）

により、車間距離ごとの変動が小さくなり、許容限界を

1

2

3

4

5

6

7

8

0 200 400 600 800 1000 1200

グ
レ
ア
評
価
値

走行距離(m)

20m
40m
80m
160m

【図 起伏の多い道路１でのグレア評価値】 

【電動車両（ワンペダル）とエンジン車両の速度調節の計測例】 
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超えるグレア発生割合はゼロとなった。 

 

④ 下り坂が続く道路ではダイナミックオートレベリング

（水平維持）により、むしろグレアが起こりやすく、許

容限界を超える割合が増える可能性がある。グレア発生

を抑えるには、進行方向の傾斜を補正する適切な仰角調

整が必要になると考えられる。 

 
（ⅰ）格子状の光を投影する新型前照灯の評価 

前照灯の眩惑を低減させつつ夜間視認性の向上を図る技術

の一つとして、パターニングランプの評価を行った。これ

は、ハイビームの配光を制御し、右側前方の歩行者に格子状

の光を投影する新しい技術である。これにより、ドライバは

歩行者の存在に気づきやすく、歩行者は前照灯のグレアを感

じにくくなるという。このランプを搭載した試験車両を用い

て所内デモを行い、実際に前述の効果が得られる可能性があ

ることを確認した。 

 

（ⅱ）方向指示器に連動する信号灯路面描画の評価 

方向指示器に連動して視覚情報を投影する路面描画につい

て、描画パターンの大きさや形状が見え方に与える影響を調

査する被験者実験を実施した。 

【新型前照灯のイメージ】 【所内デモの様子】 

20m 40m 80m 160m
レベリングなし 1.89% 11.26% 19.73% 28.73%
レベリングあり 30.22% 37.17% 41.35% 43.18%

車間距離

【表  許容限界を超えるグレア評価値（４以下）の発生割合（起

伏の多い道路）】 

20m 40m 80m 160m
レベリングなし 0.00% 0.23% 0.54% 0.58%
レベリングあり 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

車間距離

【表  許容限界を超えるグレア評価値（４以下）の発生割合（全

平坦路）】 
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その結果以下のこと等が明らかになった。 

① 投影面積が大きすぎると正しい方向が認識しづらくなる

傾向が見られた 

② 描画の観察距離が 40m 以上離れた場合、投影パターンの

投影面積やデザインによって、路面描画の効果が変化する可

能性がある 

 

これらの研究から得た成果を関係学会に査読論文として２

件発表した。また、口頭発表も８件実施した。また、前照灯

の眩惑に関する過去の研究成果を国連灯火器分科会及び関連

会議で２件報告した。 

 

ⅱ. 交通事故実態に即し、予防安全技術を考慮した衝突安全

試験方法等の検討 

 

 衝突事故における乗員の保護は、シートベルトやエアバッ

グなどの拘束装置によって行われる。これらの装置は乗員の

初期姿勢により効果に差が生じることが知られており、特に

シートベルトでは、ラップベルトが骨盤の腸骨部から外れる

とベルトが腹部に侵入し重篤な傷害をもたらすため、これを

防止することは乗員保護における大きな課題である。一方で

【パターンの形状、大きさが方向指示の認識に及ぼす影響】 

【信号灯路面描画評価実験の様子】 
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近年では、自動運転車両の普及が進みつつあり、運転者を含

む車両乗員の乗車姿勢は多様になると予想される。そこで、

乗車姿勢と衝突時の受傷状況に及ぼす影響に関する研究を実

施する。また、車両の安全基準が未整備な自転車乗員につい

て、自転車乗員の衝突被害について調査を実施する。 

 

〇乗車姿勢が乗員傷害に及ぼす影響に関する研究 

 

衝突事故における乗員の保護は、シートベルトやエアバッ

グなどの拘束装置によって行われる。これらの装置は乗員の

初期姿勢により効果に差が生じることが知られており、特に

シートベルトでは、ラップベルトが骨盤の腸骨部から外れる

とラップベルトが腹部に侵入して重篤な傷害をもたらすた

め、これを防止することは乗員保護における大きな課題であ

る。一方で、普及に向けた取り組みが活発化している自動運

転車両では、運転者を含む乗員の乗車姿勢は多様になると予

想される。そこで、乗車姿勢と衝突時の受傷状況に及ぼす影

響に関する研究を実施する。 

 

（ⅰ）助手席乗員における乗車姿勢が傷害に及ぼす影響に関

する調査 

国産小型乗用車のホワイトボディを用いたスレッド実験に

より検討を行った。 

助手席に成人男性ダミーを搭載し、前面衝突試験基準

（UN-R137）の搭載要件である、乗車姿勢（腰角度：22 度±

2.5度、座席背面角度 16度）に対して、シート背面角度を 35

度と 45度に倒したリラックスした姿勢で実験を行った。 

 

実験状況 

背面角度 試験基準の乗車姿勢 シート背面角度 35 度 シート背面角度 45 度 

 

成人男性 

ダミー 

 

 

   

 

小柄女性 

ダミー 

 

 

   

 
 
 
 
 
  試験基準の乗車姿勢      シート背面角度 35 度      シート背面角度 45 度 

小柄女性ダミーにおけるラップベルト張力の時間履歴 

腰ベルト外れ無し 腰ベルト外れ無し 腰ベルト外れ無し 

腰ベルト外れ無し 腰ベルト外れ有り 腰ベルト外れ有り 
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 小柄女性ダミーでは、シート背面角度が 35 度でシートベ

ルトが骨盤から外れて腹部を圧迫することがシートベル

ト張力の時間履歴から判明した。 

 シートベルトが骨盤から外れることの詳細分析について

は、科研費研究で共同研究を実施している名古屋大学に

おいて有限要素モデルで解析を行った。その結果、小柄

女性ダミーでは骨盤の大きさや ASIS（Anterior Superior 

Iliac Spine上前腸骨棘）とシートベルトの位置関係によ

り、成人男性ダミーよりもラップベルトが外れやすいこ

とがわかった。 

 小柄女性ダミーでは腰ベルトが外れるシート背面角度

（35 度以上）であっても、成人男性ダミーでは実験中に

外れることはなかった。これは、成人男性ダミーの骨盤

及び ASISが小柄女性よりも大きいためと考えられる。 

 

（ⅱ）後席乗員において乗車姿勢が傷害に及ぼす影響に関す

る調査 

国産小型乗用車のホワイトボディを用いたスレッド実験に

より検討を行った。 

助手席に成人男性ダミーを搭載し、前面衝突試験基準

（UN-R137）の搭載要件である、乗車姿勢（腰角度：22 度±

2.5度、座席背面角度 16度）に対して、シート背面角度を 35

度と 45度に倒したリラックスした姿勢で実験を行った。 

 

 シートの背面角度を調整する方法と腰を前方に移動する

方法で実施する予定であった。しかし、シートのリクラ

イニング機構を利用しない状態（基準乗車姿勢）での試

験において、実験中にラップベルトの破断やリトラクタ

が破損するといったトラブルが発生したため、予定して

いた実験を完遂することが出来なかった。 

 本実験では、シートベルトアッセンブリーを中古車から

採取して使用しているが、ホワイトボディと同型式の中

実験状況 

背面角度 基準乗車姿勢１回目 基準乗車姿勢２回目 腰を前方に 100mm 移動 

 
初期姿勢 
 
 
 

   

 
実験中の 
姿勢 
 
 

   

 

ベル ト

破断 
リトラクタ

破損 腰ベルト

外れ 
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古車が既に販売から 20 年程度経過していることから経年

劣化した製品を使用した可能性が考えられる。新品のシ

ートベルトアッセンブリーは既に市場では手に入らない

ため、現行のホワイトボディでの実験は断念することと

した。同様の実験は、新造したホワイトボディを用いて

再度実施することとすることとした。 

 

（ⅲ）後席乗員の乗車姿勢が傷害に及ぼす影響に関する調査 

乗車姿勢が傷害に及ぼす影響について検討するために、後席

に小柄女性ダミーを搭載し、スレッド実験により行った。本

実験は新造したホワイトボディを使用して実施した。 

実験条件は、条件１：JNCAP のオフセット衝突試験におけ

るダミーの搭載方法、条件２：リラックスした乗車姿勢を想

定してダミーの腰部を前方に 100mm 移動させ状態、条件３：

乗車姿勢は条件２としつつ、学童用ブースタークッションを

使用してベルト経路を調整、の３種類の乗車姿勢について比

較調査を行った。 

 
 条件１と２では、プリテンショナ作動時において、ショ

ルダーベルトが首側に移動するため頸部圧迫による傷害

 

条件１ 
試験基準の乗車姿勢 

条件２ 
腰部を前方に移動 

（＋100mm）した姿勢 

条件３ 
腰部を前方に移動 

（＋100mm）した姿勢 
学童用ブースタークッションを使用 

【実験条件】 

実験状況 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

初期状態 衝突の瞬間 衝突後約 100ms 

ラップベルトは腰部を保持 

ラップベルトが腰部から脱落 

条件１ 
試験基準の乗車姿勢 

条件２ 
腰部を前方に移動 

（＋100mm）した姿勢 

ショルダーベル

トが首を圧迫 

腰ベルト外れ 

条件３ 

腰部を前方に移動 

（＋100mm）した姿勢 

学童用ブースタークッション使用 

ショルダーベル

ト位置適正 

プリテンショナ作動時にショル

ダーベルトは首側に移動しない 

プリテンショナ作動時にショ

ルダーベルトが首側に移動 

【実験状況】 
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が生じる可能性がある。 

 条件２では、衝突後一定時間が経過するとラップベルト

が骨盤から外れる現象が生じた。このとき、ショルダー

ベルトは首元と脇の下で上体を保持したが、ダミーの傷

害の程度は、ダミー内センサから得た傷害値で評価する

ため、条件２のようショルダーベルトがダミー胸部の中

央付近にない場合は、胸部たわみが正確に計測できな

い。さらに頚部荷重とモーメントはシートベルトによる

頚部圧迫を評価できないことが判明した。 

 条件３では、腰部を前方に移動しているにもかかわら

ず、ラップベルトが腰部からはずれることはなかった。

また、ショルダーベルトの肩部の位置も大きな変化はな

く乗員の上体部中心を保持し続けた。 

以上の結果により、車両のシートベルトは小柄な乗員を

衝突時に的確に保持することが困難であることがわかっ

た。一方で、学童用ブースタークッションなどを使うこと

により、ある程度改善することが可能であることがわかっ

た。 

 

（ⅳ）座席前後位置が傷害に及ぼす影響に関する調査 

助手席乗員の主要な傷害である「胸部たわみ」は、ショル

ダーベルトによる胸部圧迫によるものであるが、エアバッグ

による頭部移動抑制やインパネによる大腿部移動抑制などに

より胸部たわみは低減される。一方で、実際の乗員は法規試

験での座席位置より後方に乗車する場合もあり、これは自動

運転車などでは顕著となると考えられる。そこで、乗員の着

座状態（座席前後位置）が傷害に及ぼす影響を調査するた

め、座席位置が法規試験位置とスライド最後端の場合につい

てスレッド実験による評価を行った 

 
【座席位置比較スレッド試験】 

 

 座席の前後位置によって衝突時の乗員挙動に大きな差が

あったにもかかわらず傷害値の差は少なかった。 

 このことから、現行のダミーは胸部センサの配置が十分
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でなく、詳細な傷害値評価が難しいことを示した。 

※令和７年度以降は、これらの実験を主とした研究を次に示

す「衝突安全に関する実験とシミュレーションを合わせた研

究」と統合し、これまでの知見を反映することでより効率的

な研究を行った。 

研究結果をとりまとめ、次の論文を発表した。 

・前面衝突事故における乗車姿勢が乗員傷害に及ぼす影響に

関する研究（交通安全環境研究所フォーラム 2022） 

・前面衝突事故における乗車姿勢が乗員傷害に及ぼす影響に

関する研究（交通安全環境研究所フォーラム 2023） 

・前面衝突実験における後席ダミーの着座姿勢が傷害値に及

ぼす影響（交通安全環境研究所フォーラム 2024） 

・A Study of the Effect of Seating Posture on Occupant 

Injuries in Frontal Collisions（27thESV2023） 

・前面衝突における後席乗員の乗車姿勢と乗員傷害に関する

研究（第 60回日本交通科学学会） 

 

〇シミュレーション技術を利用した乗員及び歩行者の衝突挙

動解析に関する研究 

 

交通事故による被害を解析する手法として実際の対象物や

模擬対象物を用いた実験が挙げられるが、コストや時間に起

因する実験条件の制約が多い。実験のみによらずシミュレー

ションを用いることで、より効率的に多様な衝突条件の検証

が可能となる。また、国際的にもシミュレーション技術を用

いた衝突安全評価が検討されている。 

そこで、衝突安全評価シミュレーション環境を構築し、要

素技術として歩行者、乗員や特殊な小型乗り物などを対象と

した衝突シミュレーション技術を確立する。そのため、①自

転車や歩行者の衝突挙動解析に関する研究、②自動運転車両

などに対応した多様な乗車姿勢における乗員の衝突挙動に関

する研究と③高齢化によって増加している車椅子乗員の衝突

挙動に関する研究を実施した。 

有限要素法解析ソフト「LS-DYNA」を導入し、交通事故を

高精度に再現可能なシミュレーション環境を構築した。ま

た、人体モデル「THUMS」を導入し、従来の衝突ダミーのみ

では評価の難しい人体傷害について評価した。 

有限要素法解析や実車実験の衝突条件選定のための予備解析

手法として、剛体衝突挙動解析ソフト「PC-Crash」を導入し

た。PC-Crash は、車両挙動を高精度に再現可能であったがダ

ミー挙動の再現精度に課題があった。そこで、衝突ダミーを
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実測してダミー挙動を再現可能なマルチボディモデルを開発

した。前面衝突実験と自転車衝突実験の実験結果と比較し、

開発したダミーモデルは衝突実験におけるダミー挙動の再現

が可能であることを検証した。 

 

①自転車事故において、追突事故の死亡率が出会い頭事故の

10 倍以上であることに着目し、その受傷原因を調査するため

PC-Crash を用いて衝突シミュレーションを行った。シミュレ

ーションでは、追突事故と出会い頭事故それぞれについて、

車両速度、車両との衝突位置及び自転車速度をパラメータと

した 200通り以上の衝突条件で衝突挙動を解析した。 

その結果、追突事故は出会い頭事故に比べて、自転車乗員の

頭部が A ピラーに衝突する可能性が高かった。また、頭部が

車両に衝突しなかった場合に、車両の側方に弾き飛ばされた

自転車乗員が回転し、頭部が地面に衝突する可能性が高かっ

た。これらの結果から、追突事故の死亡・重傷の原因とし

て、頭部と A ピラーの衝突と、頭部と地面の衝突が影響して

いる可能性が示唆された。 

 

【衝突ダミー、PC-Crash 初期モデル及び NTSEL ダミーモ

デルの形状と関節構造】 

【実験結果とシミュレーション結果の比較】 
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挙動シミュレーションによって示された死亡リスクの高い衝

突条件を再現した実車衝突試験により、受傷状況の評価を行

った。 

【自転車追突事故のシミュレーションと衝突試験】 
 

また、近年普及している前後に子供を乗せた電動３人乗り

自転車は乗員保護について十分な検討がなされていないこと

から、衝突試験により受傷状況の評価を行った。 

【子供乗せ電動自転車の追突実験】 

 

②スレッド試験再現のための有限要素シミュレーションモデ

ル構築 

スレッド試験を再現可能な有限要素シミュレーションモデ

ルを構築するため、スレッド試験の車両内装を３次元測定

し、CCSA の公開する車両モデルと組み合わせることでエアバ

ッグやコンソールを備えた 3D車両モデルを作成した。 

【追突事故における自転車乗員の挙動解析結果】 
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③ 車椅子送迎及び介護福祉タクシー業務を行う事業者を訪

問し、車椅子の固定方法や乗員拘束方法など利用実態につい

て調査した。実際に使用されるスロープ付車両と電動リフト

付車両について、３次元測定や実際に車椅子を車載した状態

の各部寸法測定を実施した。利用実態の聞き取りでは、やむ

を得ず A.シートベルトが腰を適切に固定できない装着状態

や、B.シートベルトが胸部を適切に固定できない装着状態で

の利用が確認された。 

 

また、自動車技術会で発表され注目されているシートベル

トを備えた車載用耐Ｇ車椅子について、実際のスレッド試験

を見学し乗員拘束方法、試験条件や試験方法について調査

し、意見交換を行った。 

 

【シートベルトを備えた車載用耐Ｇ車椅子】 

 

④ フルフラット座席の前面衝突時の安全性調査 

【調査した車両とシートベルト装着例】 

【3 次元測定した車両の 3D モデル】 
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高速バスのフルフラット座席を想定した前面衝突のスレッ

ド試験及びその有限要素法シミュレーションを実施し、転落

防止柵の有効性、保護部材の特性の影響、シートベルト拘束

方法と乗員の脚部姿勢の影響を評価した。有限要素法シミュ

レーションでは衝突ダミーモデルを用いたスレッド試験再現

と併せて、人体モデルを用いてダミーだけでは評価が難しい

人体受傷の可能性を調査した。 

 

【フルフラット座席のスレッド試験と人体モデルを用いた有

限要素法シミュレーション】 

 

⑤ 進行方向に対して後ろ向きの座席の安全性調査 

高自動運転によるドライバレス車両で想定される進行方向

に対して後ろ向きに配置された座席について、前面衝突時の

安全性を調査するため、実際の座席を用いたスレッド試験、

マルチボディによる挙動シミュレーションとダミーモデルに

よる有限要素法シミュレーションを実施した。有限要素法シ

ミュレーションでは、スレッド試験では評価が困難な座席背

もたれへの荷重入力等を評価した。 

 

【後ろ向き座席のスレッド試験および挙動シミュレーショ

ン】 

 

・構築した衝突安全シミュレーション環境を実車実験と組合

せ、相乗効果によって今後より効率的に衝突安全の研究に活

用予定である。 

・開発した NTSEL ダミーモデルを、実車衝突試験、スレッド

試験や有限要素法解析の条件を選定する予備解析手法として

用いて効率的な研究調査を行った。 

・ダミーモデルの開発と解析事例について、国内学会におい
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て２件、令和７年度交通安全環境研究所講演会、交通安全環

境研究所フォーラム 2024 及び 2025 において各１件の発表を

行った。また、STAPPに研究論文を投稿した。 

① 挙動解析の結果から、頭部とＡピラーが衝突する条件や

頭部と地面が衝突する条件において頭部受傷リスクが高いこ

とを示した。特に、自転車の衝突位置により自転車乗員の頭

部が車両に衝突しない条件においては、自転車乗員が車両側

方に投げ出されて回転し、頭部から路面に衝突することで死

亡・重傷リスクが高くなる場合があることが明らかとなっ

た。また、子供乗せ電動自転車は、大人ダミーの頭部が後席

子供ダミーの頭部に衝突する場合や、前席子供ダミーのベル

トが破断し空中に投げ出される場合があることを示した。引

き続き、頭部がＡピラーに衝突する条件を含めて受傷メカニ

ズムを調査し、死亡・重傷者数低減に向けた対策や法規を提

言する予定である。 

② 作成した 3D車両モデルを用いてスレッド試験を再現可能

な有限要素シミュレーションモデルを構築した。構築したシ

ミュレーションモデルは、座席形態や乗車姿勢をパラメータ

とした多様な衝突条件の乗員の安全性調査に活用する予定で

ある。 

③ スレッド試験の見学によってシートベルトを備えた車載

用耐Ｇ車椅子のベースとして使用される市販車椅子がスレッ

ド試験に耐える強度を有することが確認できたため、車載車

椅子の固定方法を検証するスレッド試験に使用するために市

販の耐Ｇ車椅子を購入し、スレッド試験方法を検討した。引

き続きスレッド試験による調査を行い、車載車椅子乗員の安

全性向上のためのガイドラインなどを提言するために活用す

る予定である。 

・フルフラット座席の前面衝突においては、３点式シートベ

ルトによる頸部受傷、膝屈曲時の２点式シートベルトによる

腹部受傷や、保護部材衝突時の足首及び脛骨の受傷の可能性

を示し、転落防止柵と保護部材によって乗員の飛び出しを防

ぐとともに衝撃を吸収することが有効であることを示した。

その評価結果を基に国土交通省のガイドラインが策定され

た。 

・進行方向に後ろ向きの座席の前面衝突においては、背もた

れが破損した場合や肩からシートベルトが外れた場合に頸部

等を受傷する可能性があること示し、その結果を国土交通省

に報告した。 

 

ⅲ．自動運転に関する電子制御装置の安全性・信頼性評価 
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自動運転システムの認識性能評価手法について、実環境試

験とシミュレーションの両面から検討を行い、人工降雨装置

と４輪等速ベンチを組み合わせた評価システムを構築した。

実環境との比較により評価誤差要因を明確化し、降雨条件下

におけるセンサの認識性能評価手法を確立するとともに、研

究成果を学会発表および論文として公表した。あわせて、電

磁両立性に関する各種の国際規格等の改定動向を調査すると

ともに、部品の電磁波耐性に関する方式の異なる複数の試験

法において同一の基準要件を確認できる運用方法を検討し

た。 

 

〇自動運転システムの信頼性評価手法に関する研究 

自動運転システムの信頼性を確保する上で重要となる認識性

能の評価方法等について、実環境及びシミュレーションを用

いて検討を行った。 

レーダーの検知性能の評価をシミュレーションで行った場

合と実環境で行った場合の得失を整理した。 

人工的に雨を降らせる装置と４輪等速ベンチを組み合わせ

たシステムを構築し、車両を走行させ、先進運転支援システ

ム（LKAS、ACC）を作動させた状態で、降雨条件下での認識

性能を評価した。 

 

【人工降雨装置】  【車載カメラ、レーダーなどの評価】 

 

本研究により、試験場における認識性能の評価結果と試験

室内での台上実車シミュレーションの評価結果を比較し、室

内評価システムと現実との誤差を明らかにした。 

試験場における外乱（雨などの自然外乱、建物や側壁等の

人工外乱）の分析結果に基づき、自然降雨と同等な雨滴を再

現可能な人工降雨装置を導入して降雨環境下におけるセンサ

類の認識性能を評価した。 

認識性能に関する研究成果について学会で発表するととも

に論文等を発表した（国内学会発表：５件、国際学会発表：

６件、国内論文等：５件） 

 

〇自動車における電磁両立性に関する調査 
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自動運転技術の急速な進展は電子制御技術の高度化により成

り立っているといっても過言ではない。その電子制御技術の

安全性・信頼性を確保するためには電磁両立性問題を避けて

通ることはできない。このため、各国・地域において自動車

の電磁両立性に関する基準・規格を強化する動きが顕著であ

り、国際連合欧州経済委員会自動車基準調和世界フォーラム

（WP29）においても自動車の電磁両立性（EMC）基準である

国連規則第 10 号（UN-R10）の改正審議が頻繁に実施されて

いる。そこで、UN-R10 や UN-R10 から引用されている規格の

改正動向を長期にわたり調査するとともに必要に応じてデー

タを蓄積して提案するための検討を行うことを目的とした。 

UN-R10 の改正対応については、UN-R10-06 シリーズが令和

元年 10 月 15 日に発効して以降 UN-R10-07 シリーズ改正に向

けて継続して審議されたので対応方針等を取りまとめ令和６

年４月の灯火器分科会（GRE）で合意され、令和７年６月 17

日に正式発効した。その後、WP29/GRE/IWG-EMCでは、07シリ

ーズのサプリメント改正が３回にわたって審議されて合意さ

れ、また、次期 08シリーズ改正に向けての改正審議が継続さ

れており、引き続き継続した対応が必要である。 

UN-R10 関連規格の動向調査については、自動車技術会

CISPR 分科会に参画し、UN-R10 が引用している規格の動向情

報を入手するとともに、CISPR12 改正、CISPR25 改正、

CISPR36 改正に関するデータの収集等を行った。また、CISPR

分科会として各種 EMC 測定法等に関するテクニカルペーパー

やガイドライン等をとりまとめた。 

UN-R10 で実施する部品（ESA）イミュニティ試験では、異

なる試験方法（ALSE 法、BCI 法、TEM セル法、ストリップラ

イン法）が導入されており、対象となる周波数範囲を全て網

羅すれば申請者が周波数範囲ごとにいずれかの方法を選択す

ることができる。しかしながら、これまでその試験方法間で

の相関性に関するデータは見られないため、同等性について

検証を実施することとした。 

ESAイミュニティ試験は、ESAに電磁的ストレスを与えた時

に誤作動を発生しないことを確認するものであるが、異なる

試験方法で ESA に与えた電磁的ストレスの同等性を検証する

には、「ものさし」となる誤作動しやすい ESAを試作し、電磁

的ストレスのレベルを変えていって、誤作動するかしないか

の境界における電磁的ストレスのレベルを求める必要があ

る。 

・誤作動しやすい ESAの試作 

実際に自動車に使用される ESA では、フェールセーフ機能
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をはじめ、誤作動しない機能が搭載されていて、誤作動させ

ることは非常に困難であるので、まずは、誤作動しやすい模

擬 ESAを試作した。 

図に示すようにコネクタ端子に発生する高周波電圧のレベ

ルによって LED の点灯個数が変化するものである。周波数ご

とに LED 点灯開始電力及び入力端における周波数特性を測定

したものを図に示す。これらの単体特性の測定結果から、誤

作動しやすい模擬 ESA として使用することができることがわ

かった。 

なお、本装置自体が電磁的ストレスにより影響を受けない

ようにバッテリとともに金属ケースに入れて、LED の点灯個

数は監視カメラで確認することとした。 

 

【試作した誤作動しやすい模擬 ESA】 

LED点灯開始電力       入力特性（S11） 

【試作した模擬 ESAの特性測定結果】 

 

・試作模擬 ESAを使用した相関性検証 

BCI 法と ALSE 法における LED 点灯個数と電磁的ストレスと

の関係について測定した結果の例を図に示す。 

両者の結果が全く違う特性を示していることが分かった。

その原因について検討した結果、LED の点灯確認を目視で実

施したことにより、細かい周波数間隔での測定ができないこ

と、模擬 ESA に使用した高周波検波器の入力インピーダンス

が 50Ω固定であったこと等が原因ではないかと想定された。 
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     BCI法           ALSE法 

【試作した模擬 ESAを使用した測定結果例】 

 

・Ｖセンサを使用した相関性の検証 

高周波電圧を無電源でしかも高インピーダンスで検出し

て、光ファイバーを経由したリアルタイムで伝送できるＶセ

ンサ測定装置が利用できるようになったので、これを使用し

て模擬 ESA のコネクタ端に発生する高周波電圧を計測するこ

とにより測定方法間の相関性を検証することとした。 

図に示すように、模擬 ESA のコネクタ端に終端抵抗（50Ω

～10kΩ）を取り付け、その両端の電圧をＶセンサで検出

し、光ファイバー伝送されたデータはリアルタイムで高周波

電圧に変換されるので、模擬 ESA のコネクタ端に発生する高

周波電圧を自動で読み取ることができるようになった。 

【Ｖセンサを設置した模擬 ESA】 

 

通常よく使用される ALSE 法と BCI 法に加えて、UN-R10-07

シリーズ改正で新規に導入されたリバブレーションチャンバ

ー法で比較測定した結果を図に示す。 

今回の測定結果からは、各測定方法間において限度値を変

更する必要があるような大きな違いは認められないことがわ

かった。 
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【ALSE法測定結果例】 

【BCI法測定結果例】 

【リバブレーションチャンバー法測定結果例】 

 

令和７年度は特に、BCI 法における異なる注入位置間にお

ける相関性や、負荷抵抗を変えた時の相関性について測定を

実施した。その結果、BCI 法の注入位置を変えた場合、端子

間に発生する電圧のレベルは大きな違いはないが、注入され

にくい NULL点は周波数により変化する事例があることがわか

った。 
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【BCI法の注入位置を変えた時の測定結果例】 

【BCI法の負荷インピーダンスを変えた時の測定結果例】 

 

異なるイミュニティ試験方法間での相関性に関する検証に

ついては、ALSE 法、BCI 法、リバブレーションチャンバー法

について比較検証を実施した結果、基準を改定するまでの大

きなレベル差はみられなかった。これらの測定結果を取りま

とめて学会発表を実施した（令和７年 10月）。 

また、BCI 法における異なる注入位置間における相関性

や、負荷抵抗を変えた時の相関性に関する測定の結果、負荷

抵抗の影響は小さく、BCI 法の注入位置による影響について

はヌル点周波数が変化する可能性があるものの誘起電圧への

影響は小さいことがわかった。今後、これらの測定結果を取

りまとめて学会発表を実施する予定である。 
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４．その他参考情報 
特になし 
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様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 
Ⅰ．２．（１）① 新技術や社会的要請に対応した行政への支援 

研究開発の成果の最大化その他の研究業務の質の向上に関する事項 

①研究内容の重点化・成果目標の明確化 

 自動車（環境関係） 
業務に関連する政策・

施策 
5   安全で安心できる交通の確保、治安・生活の確保 

 17  自動車の安全性を高める 
当該事業実施に係る根拠

（個別法条文など） 
独立行政法人自動車技術総合機構法第 12条 

当該項目の重要度、困

難度 
重要度：髙 関連する政策評価・行政事

業レビュー 
行政事業レビューシート番号 予算事業 ID 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 
194、195 220、221 004198、004199 

 
２．主要な経年データ 
 ② 主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 
（前中期目標期間最

終年度値等） 

令和 

３年度 
令和 

４年度 
令和 

５年度 
令和 

６年度 
令和 

７年度 
 令和 

３年度 
令和 

４年度 
令和 

５年度 
令和 

６年度 
令和 

７年度 

        予算額（百万円） 1,183 1,213 1,226 1,225 1,239 
        決算額（百万円） 1,667 1,664 1,706 2,193 2,073 

        経常費用（百万円） 1,663 1,763 1,785 1,920 1,942 
        経常利益（百万円） △129 7 66 48 △7 
        行政サービス実施コ

スト（百万円） 
1,684 1,861 1,886 2,018 2,100 

        従事人員数 43 53 53 52 49 
。 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 自動車及び鉄

道等の陸上交通

に係る国民の安

全・安心の確保

及び環境の保全

を図るため、国

が実施する関連

行政施策の立案

や技術基準の策

定等に資する研

究等を交通安全

自動車及び鉄

道等の陸上交通

に係る国民の安

全・安心の確保

及び環境の保全

を図るため、国

が実施する関連

行政施策の立案

や技術基準の策

定等に資する研

究等を交通安全

＜主な定量的指標

＞ 

特になし。 

 

＜その他の指標＞ 

別紙１で定めた

研究計画に対し、

所期の目標を達成

し て い る か 。 ま

た、目標を超過し

て達成した課題の

＜主要な業務実績＞ 

中期計画の別紙１にて設定した各研究分野における具体的 

な取組みについては、その概要を以下に記述する。 

 

（別紙１） 

令和３年度～令和７年度までの中期計画期間において重点的に推進

するべき研究開発の方針 

 研究課題 
何のために※１、どのような研究を、当
中期計画期間に、どういう成果※２を目
指して行うか 

自

動

車

 

燃料電池自動
車、電気自動車
等の新技術搭載

2050 年カーボンニュートラルの実現に
向け、燃料電池自動車、電気自動車等に
ついて、それぞれの車種に特有の影響

＜評定と根拠＞ 
Ａ 
中期計画の「自動車

（環境関係）」にある３つ

の研究課題（８研究）の

うち、３研究について目

標を超えた研究成果が得

られた。 

 
劣化したバッテリを対

象とした安全性評価手法

評定 Ａ 評定 － 
＜評定に至った理由＞ 
中期計画の「自動車（安

全関係）」にある３つの研究

課題（８研究）のうち、目

標を超えた研究成果が３研

究で得られており、特に目

標を超えた成果により、今

後、自動車分野における環

境の保全等に係る基準策定

や国民の安全・安心な生活
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環境研究所にお

いて行うものと

する。 

また、我が国

自動車及び鉄道

等の技術の国際

標準化 等のた

め、研究成果等

を活用し、新た

な試験方法等の

提案に必要なデ

ータ取得等も行

うものとする。 

これらの研究

等を進めるにあ

たっては、中期

計画期間におけ

る研究開発の成

果の最大化その

他の研究業務の

質の向 上のた

め、的確な研究

マネジメント体

制を整備すると

ともに、以下の

①から④までに

掲げる取組を推

進するものとす

る。 

 また、研究業

務に係る評価に

ついては、研究

業務全体を一定

の事業等のまと

まりと捉え、評

価に当 たって

は、下記に掲げ

る評価軸及び①

から④までに掲

げる指標等に基

づいて実施する

環境研究所にお

いて行います。 

 

また、我が国

自動車及び鉄道

等の技術の国際

標準化 等のた

め、研究成果等

を活用し、新た

な試験方法等の

提案に必要なデ

ータ取得等も行

います。 

これらの研究

等を進めるにあ

たっては、中期

目標期間におけ

る研究開発の成

果の最大化その

他の研究業務の

質の向 上のた

め、的確な研究

マネジメント体

制を整備すると

ともに、以下の

①から④までに

掲げる取組を推

進します。 

 

また、研究業

務に係る評価に

ついては、研究

業務全体を一定

の事業等のまと

まりと捉え、自

己評価に当たっ

ては、中期目標

に定められた評

価軸及び指標等

に基づいて実施

します。 

数。 

 

＜評価の視点＞ 

国が実施する関連

行政施策の立案や

技術基準の策定等

に反映するための

研究であるか。具

体 的 に は 、 自 動

車、鉄道等の安全

の確保、環境の保

全及び燃料資源の

有効な利用の確保

に係る基準の策定

等に資するとされ

た調査及び研究を

実施しているか。 

車の安全・環境
性能評価と
OBD の活用に
よる使用過程の
車両性能情報収
集方法の検討 

（バッテリ性能劣化等）も踏まえつつ、
安全・環境性能を評価するための手法に
関する研究を行う。また、環境性能評価
手法の高度化を目指した OBD の活用に
よる使用過程の車両性能情報収集方法の
検討を行う。これらにより、試験方法等
を検討・提案し、技術基準案の策定や我
が国主導の国際基準化等に対して貢献を
行うものとする。 

実環境走行での
エネルギー消費
効率・有害排出
物質等の信頼
性・公平性を高
めた評価 

自動車のエネルギー消費効率・有害排出
物質等の評価に関して、台上試験の再現
性を従来より高めるとともに実環境走行
時の公平な評価手法に関する研究を行
い、試験方法等を検討・提案し、技術基
準案の策定や我が国主導の国際基準化等
に対して貢献を行うものとする。 

走行実態に即し
た騒音の評価 

自動車から発せられる騒音について、特
に走行実態に即した評価に関する研究を
行い、違法マフラーの検出等、公道にお
ける街頭検査等の効率化に貢献を行うも
のとする。 

 
※１ 事故防止、事故被害軽減、環境負荷軽減、省エネルギー等  
※２ 基準策定、国際標準獲得、新技術等を踏まえた試験方法等の
評価手法見直し等 

 

 

【自動車（環境関係）】 

ⅳ. 燃料電池自動車、電気自動車等の新技術搭載車の安全・

環境性能評価と OBD の活用による使用過程の車両性能情報収

集方法の検討 

 

2050 年カーボンニュートラルの実現に向け、燃費基準の導

入や電動車等の普及促進が図られているのに対し、研究とし

てはこれら従来の枠組みの先を見て、性能劣化等を含めたバ

ッテリの安全・環境性能の評価及び、実走行性能における評

価やそれに関するビッグデータ的な多くの可能性を有するOBD

あるいは OBFCM の活用がポイントと考えて研究を進めてい

る。バッテリの安全・環境性能の評価については、リチウム

析出を中心にバッテリ劣化につながる因子を明らかにしたう

えで、その影響度合いを分析した。OBFCMについては、実燃費

に影響する因子の調査や、利活用方策の検討を行った。 

 

〇使用過程を含む電動車両の環境性能評価方法の検討と車載

バッテリの安全性の評価手法の高度化に関する研究 

車載バッテリの安全性評価に関して、劣化電池の安全性変

化について調査を行う。 

市販のリチウムイオン電池を低温環境下で繰り返し充放電

に関する検討に関する研

究では、電気自動車につ

いて、海外では、充電中

や停車中の火災事故も報

告されており、国内にお

いても電気自動車が普及

する中で、この原因を明

らかにするため、市販の

リチウムイオンバッテリ

として、新品と繰り返し

充放電した劣化品それぞ

れに対し、レーザー照射

により外部からエネルギ

ーを投入し、熱暴走に至

るまでの投入エネルギー

を比較することで、劣化

に伴うバッテリの発火の

しやすさについての評価

を行い、また、新品と劣

化品それぞれを分解し比

較することにより、熱暴

走の原因について分析

し、バッテリ劣化に伴う

安全性の評価を実施し

た。この調査・分析か

ら、低温環境下で繰り返

し充放電した劣化品で

は、新品と比べて、約 10
分の１の投入エネルギー

で熱暴走に至ることが明

らかとなり、安全性の低

下を確認した。また、低

温環境下で充放電を一定

数繰り返すと急激に安全

性が低下することも確認

し、バッテリ安全性の基

準化に必要となる閾値を

設定できる可能性を確認

することができた。さら

に、バッテリを分解した

結果、熱暴走の原因が負

に大きく寄与するものであ

り、かつ、2050 年カーボン

ニュートラルの実現に向け

大いに貢献するものと認め

られる。よって、これらの

積極的な取り組みについて

は、所期の目標を上回る成

果が得られる見込みがある

として、「Ａ」評定とした。 
・劣化したバッテリを対象

とした安全性評価手法に関

する検討に関する研究で

は、将来的なバッテリ安全

性の基準化に向け、本研究

成果を国土交通省に報告す

る と と も に 、 Journal of 
Power sources に論文投稿

し、査読付き論文として掲

載されたこと。 
・合成燃料やカーボンフリ

ー燃料を用いた内燃機関搭

載車の実環境走行時におけ

る、環境負荷低減効果の評

価手法の検討に関する研究

では、WP.29 傘下の燃料製

造に関するサブグループに

おいて、グループリーダー

に就任し、燃料製造におけ

る環境負荷の評価方法の議

論を先導するとともに、上

位の会議（自動車のライフ

サイクルアセスメントに関

する会議）において成果報

告を行ったこと。 
・電動車を適切に評価する

ための台上試験の高精度化

に向けた、評価装置の技術

要件や車速モード等の試験

条件の検討に関する研究で

は、WP.29 傘下のインフォ

ーマル会議において考案し
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ものとする。 

【重要度：高】 

 自動車及び鉄

道等の陸上交通

に係る技術は、

自動運転システ

ム、燃料電池自

動車等に代表さ

れるとおり、日

進月歩 が激し

い。これらの最

新の技術に対応

した自動車及び

鉄道等の陸上交

通に係る安全・

環境政策を行う

ためには、これ

らの技術に対応

した安全・環境

基準を策定する

とともに、自動

車の型式認証、

自動車の検査、

リコール等にお

いても、最新技

術に対応させて

いく必 要があ

る。そのために

は、最新の技術

に関する知見・

データを有しつ

つ、公正・中立

的な立場で実際

に研究、調査等

を行い、科学的

な根拠を持って

国への貢献がで

きる基盤が必要

であるため。さ

らには、我が国

技術を国際標準

 

【重要度：高】 

 自動車及び鉄

道等の陸上交通

に係る技術は、

自動運転システ

ム、燃料電池自

動車等に代表さ

れるとおり、日

進月歩 が激し

い。これらの最

新の技術に対応

した自動車及び

鉄道等の陸上交

通に係る安全・

環境政策を行う

ためには、これ

らの技術に対応

した安全・環境

基準を策定する

とともに、自動

車の型式認証、

自動車の検査、

リコール等にお

いても、最新技

術に対応させて

いく必 要があ

る。そのために

は、最新の技術

に関する知見・

データを有しつ

つ、公正・中立

的な立場で実際

に研究、調査等

を行い、科学的

な根拠を持って

国への貢献がで

きる基盤が必要

であるため。さ

らには、我が国

技術を国際標準

することで劣化させて、劣化セルを作成した。劣化セルは、

０℃の環境温度下で 50 サイクル充放電を繰り返すことで作成

した。劣化後の放電容量は、新品の約 90％であった。劣化セ

ルにレーザーを照射すると新品に比べて約 10 分の１のエネル

ギー投入で熱暴走に至ることが確認された。劣化品を分解

し、電極の状態を確認すると金属リチウムが析出しているこ

とが明らかになった。以上より、低温の充電によって生成す

るリチウムが自己発熱または電解液等と反応することで発熱

し、レーザー以外の熱源として熱暴走の発生に寄与している

と想定された。 

 

【図 新品セルと劣化セルでの熱暴走に至るまでに要する投

与エネルギーの差】 

（劣化セルでは少ない投与エネルギーで熱暴走に至り、熱暴

走しやすい傾向がある） 

 

充放電サイクル数に応じて、急激な変化が起こることか

ら、安全閾値を設定できる可能性が示された。国土交通省

に、本件が、海外で報告されている電気自動車の火災事故の

想定されうる原因のひとつである旨報告した。 

本件について論文を執筆し、本分野において著名な論文誌

である Journal of Power sourcesに投稿した。 

 

ⅴ. 実環境走行でのエネルギー消費効率・有害排出物質等の

信頼性・公平性を高めた評価 

 

電気自動車（EV）等が普及・拡大している中、これら車両

性能評価は、主に従来の内燃機関自動車の特性を考慮した試

験条件で行われている。そこで従来の試験条件が EV の特性を

考慮してもなお有効であるかを検証し、それら試験の高精度

化に向けた検討を行った。さらに、国際基準化等にて課題と

なる項目に対して、評価試験を実施し、試験方法等の検討及

び提言を行った。 

一方、内燃機関搭載車の環境負荷低減に向けた技術的な対

応も求められている。そこで、合成燃料やカーボンフリー燃

料を用いた内燃機関搭載車について、実環境走行時における

極に析出した金属リチウ

ムであることを確認し

た。 
加えて、将来的なバッ

テリ安全性の基準化に向

け、本研究成果を国土交

通省に報告。この一部は

日本提案として国連に報

告され、将来的なバッテ

リ安全性の基準化に向

け、令和８年３月のWP29
にて、傘下のインフォー

マル会議（電気自動車の

安全に関する会議）のト

ピックとして令和８年 11
月より議論が開始される

ことが決定した。また、

Journal of Power sources
に論文投稿し、査読付き

論文として掲載された。 
 
合成燃料やカーボンフ

リー燃料を用いた内燃機

関搭載車の実環境走行時

における、環境負荷低減

効果の評価手法の検討に

関する研究では、自動車

におけるカーボンフリー

燃料（水素、アンモニ

ア）の活用にあたり、カ

ーボンフリー燃料から合

成燃料を製造して使用す

る場合と比べて、カーボ

ンフリー燃料と化石燃料

を混焼して使用する場合

にどの程度の環境負荷低

減が見込まれるか評価を

行うための検討を実施し

た。具体的には、カーボ

ンフリー燃料と化石燃料

の混焼が行えるよう試験

た評価手法の提案を行った

結果、評価手法の一つとし

て採用されることとなり、

本年中に国際基準として承

認される見込みであるこ

と。 
＜指摘事項、業務運営上の

課題及び改善方策＞ 
特段なし 

 
＜その他事項＞ 
（外部有識者からの意見） 
「Ａ」評定について異論

はなかった。 
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化していくため

にも、基準獲得

交渉において科

学的根拠や最新

技術に関する知

見は必要不可欠

となるため。 

【評価軸】 

●国が実施する

関連行政施策の

立案や技術基準

の策定等に反映

するための研究

であるか。具体

的には 、自動

車、鉄道等の安

全の確保、環境

の保全及び燃料

資源の有効な利

用の確保に係る

基準の策定等に

資するとされた

調査及び研究で

あるか。 

●行政ニーズを

的確にとらえた

研究テーマの設

定後に おいて

も、研究内容の

進捗を定期的に

内部で確認する

のみならず、外

部有識者等の参

加する会議にお

いても確認し、

必要に応じて助

言・方向性の修

正を行う等、研

究開発の成果の

最大化に資する

取組が促進され

化していくため

にも、基準獲得

交渉において科

学的根拠や最新

技術に関する知

見は必要不可欠

となるため。 

【評価軸】 

●国が実施する

関連行政施策の

立案や技術基準

の策定等に反映

するための研究

であるか。具体

的には 、自動

車、鉄道等の安

全の確保、環境

の保全及び燃料

資源の有効な利

用の確保に係る

基準の策定等に

資するとされた

調査及び研究で

あるか。 

●行政ニーズを

的確にとらえた

研究テーマの設

定後に おいて

も、研究内容の

進捗を定期的に

内部で確認する

のみならず、外

部有識者等の参

加する会議にお

いても確認し、

必要に応じて助

言・方向性の修

正を行う等、研

究開発の成果の

最大化に資する

取組が促進され

環境負荷低減効果の評価手法を検討した。 

 

〇大型 EV の車載バッテリの容量測定手法に関する検討及び基

準化への提案 

EVE-IWGにおいて、車載バッテリの電池耐久性規則を検討し

ている。大型 EV に関しては、実車を用いた実路及びテストコ

ース走行試験（いずれも欧州提案）、充放電装置を用いた放電

試験（日本提案）、シャシダイ走行試験（中国提案）にて、電

池容量の測定が検討されていた。未確認手法であったテスト

コース走行試験に関して、実際に大型 EV を用い、交通安全環

境研究所が保有するテストコースにて試験を行い、検証を行

った。走行に際し、車速を一定に保つ必要あるため、これま

でにシャシダイナモ試験用に構築した「運転ロボット」をテ

ストコース走行用に改造して、対応を行った。 

第２期中期期間までの交付金研究にて小型かつ可搬可能な

運転ロボットを構築しており、運転席のフロア一部に設置で

きるため、人間が着座しての車両操舵を可能としている。実

路走行時に GPS から取得する車速情報には、シャシダイナモ

試験時に比べ、時間遅れ成分が大きいため、運転ロボット用

のドライバモデル内の先読み制御を強化するなどの改造を行

った。これらにより、実路走行時に運転ロボットによるペダ

ル操作が可能であることが確認されたため、EVE-IWGで課題と

なったテストコースを用いた実車走行試験を行った。課題検

討項目に挙げられる試験の成立性（天気及び路面状況）、走行

開始後の車速追従及び電欠終了判定、休憩時間や得られたバ

ッテリ容量データ等を取得した。 

 

【図 重量電気自動車の電池容量の劣化度合いを検証するた

めのテストコース走行試験】 

 

取得したデータを整理し、令和７年９月に開催された第 88

車両の改造を行い、走行

試験によりCO2やN2Oの

排出量を測定し、ライフ

サイクルでの評価を実施

し、化石燃料の噴射量を

４割まで削減できること

を確認した。また合成燃

料の製造プロセスの調査

を行い、プロセス毎の環

境負荷の評価手法を考案

した。 
加えて、WP29 傘下の

自動車のライフサイクル

アセスメントに関する会

議、燃料及びエネルギー

に関するサブグループに

おいてリーダーに就任

し、燃料製造における環

境負荷の評価方法の議論

を先導するとともに、そ

の成果を文書原案として

取りまとめた。 
 
電動車を適切に評価す

るための台上試験の高精

度化に向けた、評価装置

の技術要件や車速モード

等の試験条件の検討に関

する研究では、WP29 に

おいて、EV トラック・バ

スなどの重量電気自動車

に係るバッテリ容量の劣

化度合に関する国際基準

策定に向けた議論が行わ

れる中で、この議論に資

するため、劣化度合を評

価する手法を考案し、妥

当性の検証を実施した。

具体的には、重量電気自

動車に充放電装置を外部

接続し、実走行を模擬し
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ているか。 

国が実施する

関連行政施策の

立案や技術基準

の策定等に反映

するための自動

車及び鉄道等の

研究等 に特化

し、その成果の

最大化のため、

重点的に推進す

るべき研究開発

の方針は別紙１

に掲げるとおり

とする。 

な お 、 自 動

車・鉄道技術の

急速な進展を踏

まえ、必要に応

じて、別紙１は

変更する場合が

ある。 

ているか。 

国が実施する

関連行政施策の

立案や技術基準

の策定等に反映

するための自動

車及び鉄道等の

研究等 に特化

し、その成果の

最大化のため、

別紙１に掲げた

方針に沿って重

点的に研究開発

を推進します。 

別紙１に基づ

く研究内容の重

点化・成果目標

の明確化を行う

ため、具体的に

は、行政担当者

が参加する研究

課題選定・評価

会議を毎年開催

し、行政ニーズ

とアウトカムを

的確にとらえた

研究テーマを設

定します。その

上で、外部有識

者を招聘する研

究評価委員会を

毎年開催し、新

規研究テーマの

必要性、目標設

定や研究手法の

妥当性等を確認

し、実施中の研

究テーマの進捗

確認と必要な軌

道修正 等を行

い、終了研究テ

回 EVE-IWG において、本手法の確認及び提案等を行った。本

内容も含め、令和７年 11 月に GTR25 として承認された。参考

までに、日本提案した充放電試験装置を用いた放電試験に関

しても、交通安全環境研究所が実験し、検証データを提供し

ている。この運転ロボットに関しては、欧州委員会（JRC）の

ラボに貸し出ししており、現在も先方の試験（欧州や国連で

のデータ取得試験等）に使用されている。 

 

〇合成燃料やカーボンフリー燃料を用いた内燃機関搭載車の

実環境走行時における、環境負荷低減効果の評価手法の検討

に関する研究 

合成燃料を利用する場合、また水素やアンモニアなどのカ

ーボンフリー燃料を利用する場合、テールパイプでのエミッ

ションを元に環境負荷を検討するのではなく、燃料の製造工

程でのエネルギー削減なども含めて評価する必要がある。そ

のため、本研究では内燃機関搭載車の環境負荷低減の可能性

を製造から使用まで含めて検討することを目的とする。 

水素等の噴射系を追加した車両にて、まずアイドリング状

態で水素供給量を増加させながらガソリンの噴射量を低減さ

せる試験を行い、噴射期間基準で４割程度まで減らすことが

できた。車両評価の基準サイクルである WLTC モード走行にて

排出ガスを評価するため、同じ車両において全速度域及び負

荷域でガソリン噴射量のマップを作成しなおし、混焼状態で

WLTC４フェーズの走行が可能であることを確認した。なお、

特に冷間始動時に水素燃焼後の水の影響が大きいため、実使

用環境と同じく暖機運転なしで運転可能なセッティングにし

ている。混焼により CO2 排出濃度が低下していることが分か

った。また GHG である N2O についても評価した。その他、合

成燃料の入手や製造工程について調査し、ライフサイクルで

の評価方法を検討した。これにより水素混焼と合成燃料利

用、通常のガソリン利用時のライフサイクルでの公平な評価

を可能とした。これらの検討を元に国連 WP29 の GRPE 傘下の

A-LCA IWGにて議論を主導するとともに評価手法の具体的な提

案や文書原案をとりまとめた。 

た放電を繰り返し行うこ

とで劣化度合を評価する

手法を考案し、重量電気

自動車を台上試験機上で

走行させた場合の劣化度

合との比較を行い、考案

した手法について、バッ

テリ容量の劣化度合を測

定する際に必要な技術的

要件の検討を実施した。

考案した評価手法と台上

試験機上で走行させた場

合で比較した結果、測定

された劣化度合に乖離は

なく、考案した評価手法

の妥当性を確認した。ま

た、評価手法について、

過放電保護制御や過度な

温度上昇を伴わない供給

電力の設定など、バッテ

リ容量の劣化度合を測定

する際に必要な技術的要

件をとりまとめた。 
加えて、WP29 傘下の

インフォーマル会議にお

いて考案した評価手法の

提案を行い、「試験路を用

いた車載バッテリの劣化

度合い」に関しても実車

を用いた試験を実施し、

技術的要件の確認、提案

を行い、試験法を作成し

た成果として、令和７年

11 月に国際基準として承

認され、令和８年６月に

は国内基準化される予定

となっている。 
 
以上の理由により、中

期計画の目標を上回る成

果が得られており、Ａ評
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ーマの最終成果

の到達度や社会

的有用性等につ

いて評 価を行

い、将来の発展

等についてご指

導をいただきま

す。さらに、交

通安全環境研究

所長が主催する

課題群進捗検討

会を課題群ごと

に毎年開催し、

各研究テーマの

進捗確認と関連

研究分野の連携

可能性等を検討

し、最大限の成

果が効率的に達

成できるように

努めます。 

 

本研究の成果として、ガソリン水素混焼試験、合成燃料利

用や水素アンモニアの利用におけるカーボンニュートラル成

立の要件、実車影響、アンモニア利用時の燃料噴射系に関す

る検討をそれぞれまとめ、学会発表等８件につなげた。 

 

ⅵ. 走行実態に即した騒音の評価 

騒音の街頭検査の効率化のため、走行騒音から、街頭検査

の試験法である近接排気騒音試験が規制値を超過するか、判

定することが可能なモデルの作成を行う。ここでは、カメラ

画像から車種を AI（Artificial Intelligence）により判定

し、マイクロホンアレイにて測定した騒音から、AI により違

法/適法の判定を行う。そのため、AI作成のための学習データ

の蓄積、プロトタイプの製作、公道での検証試験を実施す

る。 

 

〇街頭検査にあわせた不正改造車の騒音データ取得及び高精

度化の検討 

交通安全環境研究所ではこれまでに、走行騒音から、街頭

検査の試験法である近接排気騒音試験が規制値を超過する

か、AI を活用した判定モデルの作成を行った。これまでシス

テム化に必要な要件を検討してきており、方針も固まったこ

とから、システム製作を行う。 

自動車検査官とも意見交換を行い、これまでの研究員レベ

ルの知識が必要なシステムではなく、自動車検査官でも取り

扱うことが可能なプロトタイプシステムを製作した。また、

製作したプロトタイプシステムを用いて、公道を対象に動作

検証試験を行った。また、継続して AI の学習データを蓄積す

るため、テストコース上にて、二輪車延べ２台、四輪車延べ

定と認められる。 
 
＜課題と対応＞ 
特になし。 
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２台について学習データの測定を行い、AI の精度向上を図っ

た。 

 

【プロトタイプのシステム構成】 

 

令和８年度以降、製作したプロトタイプを用いて、街頭検

査と合わせた検証試験を実施する。 

 
４．その他参考情報 
特になし 
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様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 
Ⅰ．２．（１）① 新技術や社会的要請に対応した行政への支援 

研究開発の成果の最大化その他の研究業務の質の向上に関する事項 

①研究内容の重点化・成果目標の明確化 

 鉄道等 
業務に関連する政策・

施策 
5   安全で安心できる交通の確保、治安・生活の確保 

 17  自動車の安全性を高める 
当該事業実施に係る根拠

（個別法条文など） 
独立行政法人自動車技術総合機構法第 12条 

当該項目の重要度、困

難度 
重要度：髙 関連する政策評価・行政事

業レビュー 
行政事業レビューシート番号 予算事業 ID 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 
194、195 220、221 004198、004199 

 
２．主要な経年データ 
 ③ 主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 
（前中期目標期間最

終年度値等） 

令和 

３年度 
令和 

４年度 
令和 

５年度 
令和 

６年度 
令和 

７年度 
 令和 

３年度 
令和 

４年度 
令和 

５年度 
令和 

６年度 
令和 

７年度 

        予算額（百万円） 1,183 1,213 1,226 1,225 1,239 
        決算額（百万円） 1,667 1,664 1,706 2,193 2,073 

        経常費用（百万円） 1,663 1,763 1,785 1,920 1,942 
        経常利益（百万円） △129 7 66 48 △7 
        行政コスト（百万円） 1,684 1,861 1,886 2,018 2,100 
        従事人員数 43 53 53 52 49 

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 

（再掲） 
中期計画 
（再掲） 

主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 
業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

 自動車及び鉄

道等の陸上交通

に係る国民の安

全・安心の確保

及び環境の保全

を図るため、国

が実施する関連

行政施策の立案

や技術基準の策

定等に資する研

究等を交通安全

環境研究所にお

自動車及び鉄

道等の陸上交通

に係る国民の安

全・安心の確保

及び環境の保全

を図るため、国

が実施する関連

行政施策の立案

や技術基準の策

定等に資する研

究等を交通安全

環境研究所にお

＜主な定量的指標

＞ 

特になし。 

 

＜その他の指標＞ 

別紙１で定めた

研究計画に対し、

所期の目標を達成

し て い る か 。 ま

た、目標を超過し

て達成した課題の

数。 

＜主要な業務実績＞ 

中期計画の別紙１にて設定した各研究分野における具体的 

な取組みについては、その概要を以下に記述する。 

 

（別紙１） 

令和３年度～令和７年度までの中期計画期間において重点的に推進するべ

き研究開発の方針 

 研究課題 
何のために※１、どのような研究を、当中期計画
期間に、どういう成果※２を目指して行うか 

鉄
道
等 

新技術を用い
た交通システ
ムに対応する
安全性評価 

新たな技術を用いた交通システムの安全性に関
し、信頼性も考慮した的確な評価を行うため、国
内外の動向を踏まえた評価手法の研究を行い、交
通システムの海外展開を含む導入促進に貢献を行
うものとする。 

＜評定と根拠＞ 
Ａ 
中期計画の「鉄道

等」にある３つの研究

課題（６研究）のう

ち、２研究について目

標を超えた研究成果が

得られた。 

 

列車の安全運行や施

設の維持管理の省力化

に資する技術の評価に

評定 Ａ 評定 － 
＜評定に至った理由＞ 
中期計画の「自動車（安

全関係）」にある３つの研

究課題（６研究）のうち、

目標を超えた研究成果が２

研究で得られており、特に

目標を超えた成果により、

今後、鉄道分野における安

全の確保等に係る事故防止

対策や国民の安全・安心な

生活に大きく寄与するもの
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いて行うものと

する。 

また、我が国

自動車及び鉄道

等の技術の国際

標準化等のた

め、研究成果等

を活用し、新た

な試験方法等の

提案に必要なデ

ータ取得等も行

うものとする。 

これらの研究

等を進めるにあ

たっては、中期

計画期間におけ

る研究開発の成

果の最大化その

他の研究業務の

質の向上のた

め、的確な研究

マネジメント体

制を整備すると

ともに、以下の

①から④までに

掲げる取組を推

進するものとす

る。 

 また、研究業

務に係る評価に

ついては、研究

業務全体を一定

の事業等のまと

まりと捉え、評

価に当たって

は、下記に掲げ

る評価軸及び①

から④までに掲

げる指標等に基

づいて実施する

ものとする。 

いて行います。 

 

また、我が国

自動車及び鉄道

等の技術の国際

標準化等のた

め、研究成果等

を活用し、新た

な試験方法等の

提案に必要なデ

ータ取得等も行

います。 

これらの研究

等を進めるにあ

たっては、中期

目標期間におけ

る研究開発の成

果の最大化その

他の研究業務の

質の向上のた

め、的確な研究

マネジメント体

制を整備すると

ともに、以下の

①から④までに

掲げる取組を推

進します。 

 

また、研究業

務に係る評価に

ついては、研究

業務全体を一定

の事業等のまと

まりと捉え、自

己評価に当たっ

ては、中期目標

に定められた評

価軸及び指標等

に基づいて実施

します。 

 

 

＜評価の視点＞ 

国が実施する関

連行政施策の立案

や技術基準の策定

等に反映するため

の研究であるか。 

具体的には、自動

車、鉄道等の安全

の確保、環境の保

全及び燃料資源の

有効な利用の確保

に係る基準の策定

等に資するとされ

た調査及び研究を

実施しているか。 

列車の安全運
行や施設の維
持管理の省力
化に資する技
術の評価 

各種センサ技術や状態監視技術に着目し、列車の
安全運行や施設の維持管理の省力化等に資する技
術の評価を行い、低コストでの輸送の安全確保を
前提とする地方鉄道・索道等の維持に貢献を行う
ものとする。 

新技術を含む
公共交通の地
域に応じた導
入促進評価 

超高齢化・人口減少等の社会情勢の変化に対応
し、共生社会での新たなモビリティサービスを指
向した技術及び既存の交通との連携や利便性等の
観点を踏まえた公共交通導入評価手法に関する研
究を行い、地域の特性に適した公共交通の整備に
貢献を行うものとする。 

 
※１ 事故防止、事故被害軽減、環境負荷軽減、省エネルギー等  
※２ 基準策定、国際標準獲得、新技術等を踏まえた試験方法等の評価手
法見直し等 

 

 

【鉄道等】 

ⅶ．新技術を用いた交通システムに対応する安全性評価 

 

近年、我が国では、無線式列車制御システム（Communications-

Based Train Control：CBTC）等をはじめとした新しい列車制御シ

ステムの導入や一般的な路線を対象とした自動運転の導入に向け

た検討が進められており、国内でのリスク分析や安全性評価の重

要性が増している。これまで、主に海外展開向けの信号システム

に関する安全性評価手法及び信頼性評価手法について整理してき

た知見を活かし、引き続き国内外の動向を踏まえた評価手法の研

究に取り組み、新しい列車制御システム等に対応できる安全性評

価手法の深度化を図る。 

 

〇新たな技術を用いた交通システムの安全性に関する研究 

鉄道の自動運転をはじめとする新しい列車制御システムに対応

した安全性評価を行うため、国内の技術基準及び国際規格を踏ま

え、国内外で活用できる安全性評価手法を構築することを目的と

した。 

無線式列車制御システムの評価手法について、安全解析手法

STAMP/STPA（System Theoretic Accident Model and Processes 

/STAMP based Process Analysis）を用いて試行し、新しい列車制

御システムの安全性評価の場合は、最初に STAMP/STPA を行うこと

で、システム全体のどこに安全上の課題があるのかを俯瞰するこ

とが可能であることを確認した。 

さらに、鉄道の自動運転システムに関する動向を調査し、自動

運転に対応する列車制御システムに対して安全性評価を行う場合

の課題を抽出するため、令和４年９月に発行された「鉄道におけ

る自動運転技術検討会とりまとめ」の内容を踏まえ、従来の鉄道

関する、索道のモニタ

リングシステムに関す

る研究では、索道の安

全性の向上や維持管理

の省力化に資するた

め、現行の支柱に設置

された風速計に代わ

り、支柱間の風の状況

も含め、全線にわたり

搬器の動揺等の把握を

可能とするシステムに

ついての検討を実施し

た。また、本システム

について、搬器に風速

計や動揺センサを設置

し、運転中の搬器動揺

等をモニタリングする

システムを構築し、索

道事業者の協力のもと

実証試験を行い、技術

的な評価を実施した。

搬器動揺等モニタリン

グシステムについて国

土交通省に研究成果を

報告し、各地方運輸局

にて開催の研修会に

て、全国の索道事業者

に情報を展開し、海外

展開を視野に、索道関

係監督当局国際会議

（ITTAB）にて本研究

成果を発表した。さら

に、本システムの研究

が国土交通省の公募型

研究開発事業にて採択

された。 

 

陸上公共交通の省力

化に資する技術の評価

に関する研究では、警

報機と遮断機のない第

であり、かつ、地方鉄道・

索道等の維持に大いに貢献

するものと認められる。こ

れらの積極的な取り組みに

ついては、所期の目標を上

回る成果が得られる見込み

があるとして、「Ａ」評定

とした。 
具体的には以下のとおり

である。 
・索道のモニタリングシス

テムに関する研究におい

て、考案したモニタリング

システムを国土交通省や全

国の索道事業者、海外の索

道関係監督当局に情報展開

するとともに、国土交通省

の公募型研究開発事業に提

案し採択されたこと。 

・陸上公共交通の省力化に

資する技術の評価に関する

研究では、実路線で列車位

置の測位誤差の評価を行

い、列車が過密でない地方

線区での活用可能性等を確

認するとともに、評価結果

を国土交通省に報告したこ

と。 

・第４種踏切での列車の接

近を報知するシステムを考

案し、鉄道事業者の協力の

もと実路線で検証を行い実

用性を確認するとともに、

国土交通省に報告を行うと

ともに実用化に向け、テレ

ビニュースを通じ広く周知

を行ったこと。 
 
＜指摘事項、業務運営上の

課題及び改善方策＞ 
特段なし 
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【重要度：高】 

 自動車及び鉄

道等の陸上交通

に係る技術は、

自動運転システ

ム、燃料電池自

動車等に代表さ

れるとおり、日

進月歩が激し

い。これらの最

新の技術に対応

した自動車及び

鉄道等の陸上交

通に係る安全・

環境政策を行う

ためには、これ

らの技術に対応

した安全・環境

基準を策定する

とともに、自動

車の型式認証、

自動車の検査、

リコール等にお

いても、最新技

術に対応させて

いく必要があ

る。そのために

は、最新の技術

に関する知見・

データを有しつ

つ、公正・中立

的な立場で実際

に研究、調査等

を行い、科学的

な根拠を持って

国への貢献がで

きる基盤が必要

であるため。さ

らには、我が国

技術を国際標準

化していくため

【重要度：高】 

 自動車及び鉄

道等の陸上交通

に係る技術は、

自動運転システ

ム、燃料電池自

動車等に代表さ

れるとおり、日

進月歩が激し

い。これらの最

新の技術に対応

した自動車及び

鉄道等の陸上交

通に係る安全・

環境政策を行う

ためには、これ

らの技術に対応

した安全・環境

基準を策定する

とともに、自動

車の型式認証、

自動車の検査、

リコール等にお

いても、最新技

術に対応させて

いく必要があ

る。そのために

は、最新の技術

に関する知見・

データを有しつ

つ、公正・中立

的な立場で実際

に研究、調査等

を行い、科学的

な根拠を持って

国への貢献がで

きる基盤が必要

であるため。さ

らには、我が国

技術を国際標準

化していくため

において運転士が実施している業務から、システムを設計する際

に従来装置との差異に相当する部分の整理を行った。次に、従来

の鉄道における運転士業務の状況を把握するため、列車運行シス

テム安全性評価シミュレータを用いた被験者試験を実施し、運転

中の視線の動きを把握した。これらの結果にもとづき、GOA3（添

乗員付き自動運転）、及び GOA4（無人運転）における前方監視装置

に求められる性能について検討を行った。加えて、GOA2.5(緊急停

止操作等を行う係員付き自動運転)における列車前頭に乗務する係

員(GOA2.5 係員)と運転士との異常時の反応の違いを確認するた

め、GOA2.5 係員を模擬して車掌経験者に運転士と同じ条件で列車

運行システム安全性評価シミュレータによる試験を実施した。そ

の結果、運転士に比べると車掌経験者の方が列車前方の障害物に

気づいた時点の障害物までの距離が短いことを把握した。また、

(公財)鉄道総合技術研究所の鉄道安全データベースの踏切事故及

び踏切輸送障害の実態調査を行い、運転士が障害物に気づいてブ

レーキをかけ始めた位置から障害物までの距離の推定を行った。

合わせて輸送障害時の停止要因を集約し、列車の停止は、列車運

転士の視認よりも指令の指示等により列車を未然に停止させる事

例が多いことも分かった。これらにより、GOA4、GOA3 及び GOA2.5

といった自動運転レベル毎の総合的な安全確保方法を検討するた

めの資料を得た。 

 

【図 被験者試験における視認行動の比較の例】 

（左：線路外側を注視している例 右：線路外側に視線を送る時

間が短い例） 

 

また、自動運転に向けた列車制御システムに対応可能な安全性

評価手法素案の提案につなげるため、ISO 12100(JIS Ｂ 9700)の

段階的安全方策の考え方を参考に整理した結果、信号機等の確認

を目的としない、人立入りの検知に使用する車上カメラ・センサ

類は、緊急・非常停止押しボタンと同様に、「付加保護方策」に分

類されるため、「本質安全対策」や「安全防護対策」が十分行われ

ている場合には、必ずしも車上カメラ・センサ類の故障時安全性

が高い必要はないと考えられる。一方で、「本質安全対策」や「安

全防護対策」が十分行われていない場合には、車上カメラ・セン

サ類の活用には課題があると整理した。 

4 種踏切の安全性向上

策として、 GPS、 Wi-

Fi、マイコン等の汎用

技術を活用した第４種

踏切安全通行支援シス

テムを構築（列車の接

近を報知するシステム

を考案）し、京都丹後

鉄道の協力を得て長期

フィールド試験及び複

数の鉄道事業者の協力

を得て、様々な環境下

で第４種踏切安全通行

支援システムの動作確

認試験を実施し、実用

性を確認した。加えて

第４種踏切安全通行支

援システムについて国

土交通省へ研究成果を

報告するとともに、運

輸局主催の会議におい

て鉄道事業者へ情報を

展開した。 

 

以上の理由により、

中期計画の目標を上回

る成果が得られてお

り、Ａ評定と認められ

る。 

 
＜課題と対応＞ 
特になし。 

 

 
＜その他事項＞ 
（外部有識者からの意見） 
「Ａ」評定について異論

はなかった。 
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にも、基準獲得

交渉において科

学的根拠や最新

技術に関する知

見は必要不可欠

となるため。 

【評価軸】 

●国が実施する

関連行政施策の

立案や技術基準

の策定等に反映

するための研究

であるか。具体

的には、自動

車、鉄道等の安

全の確保、環境

の保全及び燃料

資源の有効な利

用の確保に係る

基準の策定等に

資するとされた

調査及び研究で

あるか。 

●行政ニーズを

的確にとらえた

研究テーマの設

定後において

も、研究内容の

進捗を定期的に

内部で確認する

のみならず、外

部有識者等の参

加する会議にお

いても確認し、

必要に応じて助

言・方向性の修

正を行う等、研

究開発の成果の

最大化に資する

取組が促進され

ているか。 

にも、基準獲得

交渉において科

学的根拠や最新

技術に関する知

見は必要不可欠

となるため。 

【評価軸】 

●国が実施する

関連行政施策の

立案や技術基準

の策定等に反映

するための研究

であるか。具体

的には、自動

車、鉄道等の安

全の確保、環境

の保全及び燃料

資源の有効な利

用の確保に係る

基準の策定等に

資するとされた

調査及び研究で

あるか。 

●行政ニーズを

的確にとらえた

研究テーマの設

定後において

も、研究内容の

進捗を定期的に

内部で確認する

のみならず、外

部有識者等の参

加する会議にお

いても確認し、

必要に応じて助

言・方向性の修

正を行う等、研

究開発の成果の

最大化に資する

取組が促進され

ているか。 

以上により、無線式列車制御システム及び自動運転といった鉄

道の新しい技術を用いた交通システムの安全性に関し、安全性評

価手法の素案を提案した。 

本成果を取りまとめ、査読付き論文２編、国内学会に 12 件、国

内シンポジウムに 10 件、国際学会に１件、交通安全環境研究所講

演会に２件及び交通安全環境研究所フォーラムに 10件発表した。 

 

〇鉄道における磁界評価に関する調査 

鉄道車両の外側に発生する磁界の評価方法を検討するため、車

両外側に発生する最大磁界の推定方法の検討及び車両外側におけ

る磁界発生状況の把握を行うことを目的とした。 

鉄道車両の外側に発生する磁界の測定を２事業者２車種におい

て実施し、磁界の発生状況を把握するとともに、レールにおける

帰線電流による磁界測定への影響の程度について明らかにし、外

側磁界の測定に適した環境条件について検討を行い、国土交通省

に対して報告を行った。また、既存の測定方法では、車両外側に

発生する磁界の最大を捉えられていないと考え、車両外側に発生

する最大磁界の推定方法について検討を行い、推定可能性の高い

方法の検証を行った。 

磁界の発生状況を把握した結果について、過去の測定結果を含

めて分析し、とりまとめるとともに、外側磁界の測定に適した環

境条件についても検討し、とりまとめた。 

本成果をとりまとめ、国土交通省に対して報告を行ったととも

に、磁界発生状況の測定結果概要について、交通安全環境研究所

から鉄道事業者へ周知した。 

 

ⅷ. 列車の安全運行や施設の維持管理の省力化に資する技術の評

価 

 

少子高齢化が進み、運転士や保守作業員等の鉄道係員の確保・

養成が困難になってきている中で、列車運行の安全性を確保する

ためには、より一層の業務の効率化・省力化に資する取組が必要

である。特に、人的・資金的制約により安全性の向上のために必

要な技術開発を行うことが難しい地方鉄道・索道等における安全

性の確保は引き続き重要な課題である。このため、センシングや

モニタリング等の最新技術に着目し、低コストで安全運行、省力

化、効率化等を実現する手法の研究に取り組むものとする。 

 

〇軌道状態の評価法に関する研究 

鉄道車両の走行安全性に関わる軌道の状態やレール/車輪接触状

態を監視する技術に着目し、軌道の要注意箇所を特定する方法の
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国が実施する

関連行政施策の

立案や技術基準

の策定等に反映

するための自動

車及び鉄道等の

研究等に特化

し、その成果の

最大化のため、

重点的に推進す

るべき研究開発

の方針は別紙１

に掲げるとおり

とする。 

な お 、 自 動

車・鉄道技術の

急速な進展を踏

まえ、必要に応

じて、別紙１は

変更する場合が

ある。 

国が実施する

関連行政施策の

立案や技術基準

の策定等に反映

するための自動

車及び鉄道等の

研究等に特化

し、その成果の

最大化のため、

別紙１に掲げた

方針に沿って重

点的に研究開発

を推進します。 

 別紙１に基づ

く研究内容の重

点化・成果目標

の明確化を行う

ため、具体的に

は、行政担当者

が参加する研究

課題選定・評価

会議を毎年開催

し、行政ニーズ

とアウトカムを

的確にとらえた

研究テーマを設

定します。その

上で、外部有識

者を招聘する研

究評価委員会を

毎年開催し、新

規研究テーマの

必要性、目標設

定や研究手法の

妥当性等を確認

し、実施中の研

究テーマの進捗

確認と必要な軌

道修正等を行

い、終了研究テ

ーマの最終成果

検討及び走行安全性に対するレール/車輪接触状態の影響の検討を

目的とした。 

軌道状態を管理する指標のうち高低変位については、車両の上

下振動との間に強い相関があることが確認され、営業列車で測定

した上下振動加速度データをもとに軌道の要注意箇所を抽出する

手法をとりまとめた。実用方法として、例えば、日々測定される

営業列車の上下振動のデータから、要注意箇所(図の領域１)とな

った場合は、整備基準値(図の例では 30mm)に相当する振動加速度

(図の例では 2.9m/s2)を超えないように軌道整備を行うことを提案

した。また、営業列車で測定したヨー角速度から通り変位を推定

する方法を見いだした。さらに、車両床下に設置したセンサによ

り測定可能な車両と軌道との間隔に基づき水準変位や平面性変位

を推定する方法、及び車両床下に設置したカメラにより撮影可能

なレール/車輪接触状態の映像から軌間変位を推定する方法を見い

だした。 

これらの軌道変位は、一般的に年１回軌道検測車によって測定

されるため、１年間の中途における軌道の状態を把握できない。

一方、車両の上下振動加速度やヨー角速度は汎用の情報端末で容

易に測定することが可能な項目であるため、営業列車の運転台等

に情報端末を設置して高頻度で測定することにより、大掛かりな

軌道の補修が必要となる前に、こまめな軌道管理が可能となり、

地方鉄道における保守の省力化に寄与するものと考えられる。 

【上下振動加速度と高低変位の散布図】 

 

レール/車輪接触状態を監視する技術に関しては、地下鉄の車両

や軌道の条件を模擬した車両運動シミュレーションモデルを用

い、路線内の複数の箇所のレール形状にもとづき多数のシミュレ

ーションを実施し、摩耗によるレール/車輪形状の変化がレール/

車輪接触力の変動に及ぼす影響を定量的に把握した。また、営業

運転中に常時測定が可能なレール/車輪接触力のデータから摩耗に
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の到達度や社会

的有用性等につ

いて評価を行

い、将来の発展

等についてご指

導をいただきま

す。 

さらに、交通

安全環境研究所

長が主催する課

題群進捗検討会

を課題群ごとに

毎年開催し、各

研究テーマの進

捗確認と関連研

究分野の連携可

能性等を検討

し、最大限の成

果が効率的に達

成できるように

努めます。 

 

関する指標値を計算した結果、指標値が大きいほどレール/車輪間

の摩擦係数が大きく、摩耗進展が懸念されることを過去の台上試

験の結果から確認したこと等より、この指標を用いた評価手法の

有用性を示した。 

 

【潤滑によるレール/車輪間の摩擦係数変化と摩耗進展の関係】 

 

本成果をとりまとめ、国内学会において６件、国際学会におい

て４件、交通安全環境研究所講演会において１件、交通安全環境

研究所フォーラムにおいて４件発表した。また、査読付き英文論

文４編及び査読付き和文論文２編が掲載されたほか、特許を６件

出願した。さらに、各地方運輸局管内の鉄軌道事業者が一堂に会

する場で、車両動揺に基づく軌道状態の評価法に関する研究の内

容やこれまでの研究成果について情報展開した。 

 

〇索道のモニタリングシステムに関する研究 

運転中の索道において風を受けた搬器が支柱等構造物と接触す

る事故を未然に防止したり、風速計等の地上設備を削減したりす

るなど、事故防止や維持管理の省力化に資するモニタリングシス

テムの構築を目的とした。また、モニタリングシステムによって

得られる搬器動揺及び搬器位置における風の状況等の情報が運転

室に伝送されることを確認するとともに、運転判断に活用するた

めのデータを収集し、異常判定が実現可能であるかを検討するこ

とを目的とした。 

搬器動揺等のモニタリングシステムを構築するため、必要な仕

様について検討の上、仕様に基づいたセンサ等を調達し、搬器動

揺等モニタリングシステムのプロトタイプを構築した。 

構築した搬器動揺等モニタリングシステムについて、実際の索

道搬器への取り付け方法を検討し、索道事業者の協力の下、営業

中の索道施設（複線交走式普通索道２施設及び単線自動循環式普

通索道１施設の計３施設）において検証試験を実施した。営業運

転中の実搬器に測定システムを搭載し、搬器上で搬器動揺、搬器

位置及び搬器位置における風向風速の状況を測定可能であること

を確認し、運転室（搬器から離れた場所）に設置したパソコンに
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より、携帯回線を介して搬器動揺等の測定値を監視可能であるこ

とも確認した。また、既設風向風速計との比較検証試験を実施

し、営業運転中の搬器上における風向風速の状況と各支柱上の既

設風向風速計のデータが良く一致していることを確認した。 

以上の試験を通じて、搬器動揺等モニタリングシステムが事故

防止や維持管理の省力化に資することを示した。また、大きな搬

器動揺が発生する前には強い風が吹いていること等が把握され、

搬器の状態に基づいて運転規制を行うためのデータを得られたこ

とから、搬器動揺等モニタリングシステムによる異常判定の実現

可能性の見通しを得た。 

 
【搬器動揺等モニタリングのイメージ】 

 

また、索輪の脱索の予兆検知については、ロープが索輪に強く

接触すると接触部や索輪本体に温度上昇が生じることを確認し

た。ロープ曲げ疲労試験装置での試験結果を基に、索輪本体及び

接触部の温度上昇より索輪の異常状態を検知する方法を取りまと

めた。 

本成果をとりまとめ、国際会議において１件、国内学会におい

て３件及び交通安全環境研究所フォーラムにおいて５件発表し

た。また、国土交通省が監修し、各地方運輸局で開催される索道

技術管理者研修会において、搬器動揺等モニタリングシステムに

ついて全国の索道事業者に情報展開した。また、モニタリングシ

ステムの海外展開を視野に、国土交通省とともに、索道関係監督

当局国際会議（ITTAB）に出席し、本研究成果を発表した。 

さらに、搬器動揺等モニタリングシステムの成果を取りまと

め、 国土交通省の「鉄道技術開発・普及促進制度」に提案し採択

された。 

 

〇陸上公共交通の省力化に資する技術の評価に関する研究 

地方の公共交通を維持していくために、衛星測位を用いて列車

位置を検知する手法や衛星測位と他のセンサを組み合わせた列車

位置検知技術の性能を評価する手法の検討、列車制御の省力化等
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に資する技術や汎用技術の利用による低コストでの安全性向上策

の検討を目的とした。 

GPS に代表される衛星測位システムによる列車位置検知の性能を

評価する方法として、土木の高精度測量に用いられる VRS 

(Virtual Reference Station) を 利 用 し た RTK （ Real-Time 

Kinematic）測位を利用した方法を採っていた。この方法は高コス

トになりがちで長期的な評価には適さないことから、VRS を利用し

ない RTK測位の精度評価の検証実験を実施したところ、測位精度評

価の基準になり得ることを確認した。この成果を活かし、衛星測

位システムを移動中の列車に搭載した場合の測位精度について、

地上と連携して高精度に測位する方法を用いて長期にわたり評価

可能とする手法を考案した。この長期的な測位精度評価手法を国

土交通省鉄道局からの受託調査「鉄道における準天頂衛星等シス

テム活用に関する調査検討」に展開し、測位精度の評価結果を国

土交通省に報告した。 

さらに、衛星に異常が発生して測位結果に影響が生じる場合な

どの衛星測位の健全性を判定するために、地上において既知の位

置関係を用いた健全性判定手法を考案し、この判定手法について

特許出願を行った（「健全性判定システム」特願 2023-116711）。 

 

 

【図 長期的な衛星測位精度評価手法】 

 

 
【図 衛星測位健全性判定手法】 

 

衛星からの電波を受信しづらい箇所で衛星測位と組み合わせる

センサとして LiDAR(Light Detection and Ranging)センサに着目

し、軌道に設置した複数のターゲットマーカからなる固有地点ご
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とのコードを LiDAR センサで読み取って位置検知を行うことによ

り、衛星測位を補完する手法を考案した。併せて、LiDAR センサが

検知したデータを利用して走行速度を推定する手法及びこの推定

速度を利用してターゲットマーカの配置パターンを認識する手法

を新たに提案し、これらを組み合わせて衛星測位と他のセンサを

複合した技術を構築した。 

鉄道事業者の協力を得て検証実験を行った結果、使用する LiDAR

センサの機構や仕様に応じてターゲットマーカの配置を適切に調

整することで、考案した手法を実現できる可能性が高いことを確

認した。この手法について特許出願を行い、特許登録された（「位

置検知システム」特願 2022-72795→特許第 7807062号）。 

 

【図 衛星測位と他のセンサを複合した技術の構築】 

 

第４種踏切（警報機なし・遮断機なし）が将来的に廃止または

第 1種化（警報機付き・遮断機付き）に至るまでの間の安全性向上

策として、汎用技術を活用した第４種踏切安全通行支援システム

を構築した。複数の鉄道事業者の協力を得て第 4種踏切安全通行支

援システムの動作確認試験のほか、長期フィールド試験を実施し

た。 

 

 
【第４種踏切安全通行支援システムの概略】 
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【第４種踏切安全通行支援システムの動作確認試験の様子】 

 

本成果をとりまとめ、交通安全環境研究所フォーラムにおいて

10 件、交通安全環境研究所講演会にて２件、査読付き論文１件、

国際会議１件、国内学会発表 21 件、国内学会誌執筆１件、国内雑

誌執筆１件、書籍執筆１件を行った。特許出願を４件行ったほ

か、出願済みの特許２件が登録された。第４種踏切安全通行支援

システムについて、国土交通省へ成果を報告したほか、地方運輸

局が主催する会議で鉄道事業者に情報共有し、テレビニュースの

取材対応を通じて広く周知を行った。 

 

ⅸ. 新技術を含む公共交通の地域に応じた導入促進評価 

急速に社会の高齢化が進展する中、公共交通網が十分整備でき

ない地方都市では、高齢者が自家用車を運転せざるを得ない状況

となっており、事故の懸念も高まってきている。そうした中で、

公共交通事業者も高齢化の影響で労働力不足となっており、公共

交通の路線維持に欠かせない運転士の確保が困難となりつつあ

る。その一方で、MaaS(Mobility as a Service)などのモビリティ

確保の技術が広がりはじめ、それに対応した新しいモビリティシ

ステムの開発も進められている。様々なシステムを組み合わせた

モビリティシステムの評価には、それを導入する地域の特性(人口

構成や都市構造等)を考慮する必要があり、適切な評価方法を確立

することで地域に応じた公共交通の普及に貢献する。 

 

〇地域特性に応じた公共交通の利用調査及び導入評価に関する研

究 

各地で社会実験が進められているグリーンスローモビリティ車

両に関する技術や利用状況について調査を行い、評価に当たって

の課題を抽出し、これまで取り組んできた公共交通の導入効果評

価手法について、地域特性を反映した適切な評価を行うための評

価手法の妥当性を検討する。具体的には、これまでの公共交通に

絞った検討では単に費用便益比(B/C)で評価され、モビリティシス

テムの持つ多用途活用のポテンシャルが評価されていなかった。  

そこで、地域内の人の移動のみにとどまらず、移動以外の用途へ

のモビリティシステムの活用を考慮した評価手法の検討を行うこ

ととした。住民の旅客輸送だけでは交通システムの維持コストに
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見合う収入が見込めないと考えられる地域を主な対象に、地域の

特性に応じた観光需要等を含む移動需要の予測手法、及びそれら

の需要を満たすためのモビリティの配置や運行の計画作成手法の

検討を行ったうえで、需要予測と供給計画に基づく利用便益の推

計手法及び交通システムの計画支援ツールの検討を行うことを目

的とした。 

初めに、新たな公共交通システムが導入された場合の地域の道

路交通に与える影響をシミュレーションにより推計するため、導

入予定地域の現況の交通量が曜日や時間帯あるいは天候等の要因

によりどのように変動するかを推計する手法を検討し、シミュレ

ーションのベースとなる現況の交通流の再現に必要な知見を得

た。また、新しい公共交通システムが新たな利用者を獲得できる

可能性があるかを示す指標として、地理情報システムの人口デー

タを利用して、潜在的な利用者数（自家用車での移動が困難な移

動困難者を想定）を推計する手法を開発した。潜在需要の推計手

法の計算結果に基づいて、グリーンスローモビリティの導入が有

効となる地域の可視化を行うとともに、グリーンスローモビリテ

ィ実証運行が行われている地域の状況との比較によるケーススタ

ディを行った（図）。その結果、複数の地域でシミュレーション結

果と実証運行のルートに類似性が見られたことから、シミュレー

ションの妥当性が示された。 

 

【図 グリーンスローモビリティの有効な地域の可視】 

 

そうした結果を受けて、移動困難者（自動車免許を保持しない

年齢層で、公共交通へのアクセスが困難な地域に居住）の人口分

布と、移動の目的地となる施設の配置状況から、グリーンスロー

モビリティに対する移動需要を地図上に可視化するシステムの開

発を行った。また、その需要と運行コストとの関係から、一人一

ヶ月当たりの費用負担を推計でき、導入効果を評価することが可

能となった。 

移動困難トリップ（徒歩・電車・バス・車）
低速モビリティ活用可能トリップ

５
４
３
２
１
０

徒歩移動困難
な目的地数

目的地群ポリゴン

電車・バス・自動車で
アクセス困難な人口［人］

0-10
10-20
20-30
30-40
40-



68 
 

 

 

続いて、地域内人口だけでなく観光需要にも着目し、地域の交

通拠点（鉄道駅等）と観光地の位置データを導入し、地域需要と

併せて観光需要の移動も可視化するシステムを構築した。観光需

要で収益を上げることで、地域住民の移動需要だけの場合と比べ

収益の拡大が見込まれる。また、移動需要に対応する走行ルート

を地図上に表示するシステムを構築し、具体的な導入計画の提案

が可能となった。 

 
【図 観光も含めた移動需要に応じた運行経路案の可視化】 

 

地域の居住者や来訪する旅行者等が地域内移動においてモビリ

ティから受ける便益として、速達性や快適性とは異なる手法につ

いて検討した。各地の社会実験におけるアンケートにみられる

「車内コミュニケーション」の活発化を数値的に捉えるため、会
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話や笑い声の音声から数値データを導く方法の検討を行い、今後

必要な社会実験を効率的に実施できるようにした。 

また、関連技術の調査を行った結果、車両を単なる移動手段と

してのみ利用するのではなくプラスアルファの「多機能化」によ

る便益の可能性について調査した。これまで、移動スーパーや医

療関連サービス等、生活に必要不可欠なサービスへの活用が一部

地域で行われていた。最新の事例としては、民間企業が消費者の

住む地域まで移動して物販以外のサービスを提供する事例も現れ

つつある。今後はより広範なサービスが居住地まで移動して供給

される可能性が考えられ、旅客の移動以外の「サービスの移動」

需要が拡大するとともに、それによる利便性・経済性の向上が考

えられる。 

これまでの成果を統合して、容易に入手可能なオープンデータ

（人口分布、施設位置情報、NHK 生活時間調査等）を活用し、以下

の機能を備えた「地域交通計画検討支援ツール」の構築および評

価手法の開発を行った。また、「いつ」「どこから」「どこへ」「誰

が」「何のために」移動したいのかを、アクティビティ（行為者

率）に基づいて潜在移動需要の推計を行った。この結果をもと

に、潜在移動需要の出発地から目的地への経路検索を行い、需要

が集中する道路の可視化を行い、需要が集中する道路において公

共交通を運行する候補ルートを生成し、費用と便益に基づき各ル

ートに適したモビリティを配置する手法を検討した。 

 
【図 地域の移動需要に応じた交通計画立案ツールの概要】 

 

本成果をとりまとめ、国内学会において６件の発表を行ったほ

か、学会論文集に２本の査読付き論文が掲載された。また、交通

安全環境研究所講演会において２件の講演を行うとともに、交通

安全環境研究所フォーラムでは４件の発表を行った。 

 
４．その他参考情報 
特になし 
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様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 
Ⅰ．２．（１）②③④ 新技術や社会的要請に対応した行政への支援 

研究開発の成果の最大化その他の研究業務の質の向上に関する事項 

②外部連携の強化・研究成果の発信 

③受託研究等の獲得 

④知的財産権の活用と管理適正化 
業務に関連する政策・

施策 
5   安全で安心できる交通の確保、治安・生活の確保 

 17  自動車の安全性を高める 
当該事業実施に係る根拠

（個別法条文など） 
独立行政法人自動車技術総合機構法第 12条 

当該項目の重要度、困

難度 
重要度：髙 関連する政策評価・行政事

業レビュー 
行政事業レビューシート番号 予算事業 ID 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 
194、195 220、221 004198、004199 

 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 
（前中期目標期間

最終年度値等） 

令和 

３年度 
令和 

４年度 
令和 

５年度 
令和 

６年度 
令和 

７年度 
 令和 

３年度 
令和 

４年度 
令和 

５年度 
令和 

６年度 
令和 

７年度 

共同研究の実施 年間 18件 － 29件 26件 30件 22件 20件 予算額（百万円） 1,183 1,213 1,226 1,225 1,239 
基準の策定等に資

する調査、研究等

を実施 

年間 25件 － 29件 34件 35件 33件 31件 決算額（百万円） 1,667 1,664 1,706 2,193 2,073 

国内外の学会等で

研究成果を発表 
一人平均

３件 

－ 一人平均

3.93件 
一人平均

3.68件 
一人平均

4.87件 
一人平均

3.74件 
一人平均

4.51件 
経常費用（百万円） 1,633 1,763 1,785 1,920 1,942 

査読付き論文の 

発表 
一人平均

0.5件 

－ 一人平均

0.7件 
一人平均

0.96件 
一人平均

0.84件 
一人平均

0.74件 
一人平均

0.90件 
経常利益（百万円） △129 7 66 48 △7 

受託研究等の実施 年間 60件 － 104件 90件 89件 79件 86件 行政コスト（百万円） 1,684 1,861 1,886 2,018 2,100 
特許等の産業財産

権の出願 
年間５件 － ８件 ６件 ６件 ５件 ５件 従事人員数 43 53 53 52 49 

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 ②外部連携 ②外部連携 ＜主な定量的指標＞ ＜主要な業務実績＞ ＜評定と根拠＞ 評定 Ａ 評定 － 
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の強化・研

究成果の発

信 

国 内 の み

ならず諸外

国 も 含 め

た、公的研

究機関、大

学、民間企

業等との共

同研究や人

的交流等の

連携を強化

し、研究の

効率的かつ

効果的な実

施を図るこ

と。 

ま た 、 研

究成果につ

いて、国の

施策立案へ

の貢献及び

国内学会等

を通じた研

究成果の社

会還元に努

めるととも

に、国際学

会での発表

等の国際活

動を推進す

ること。 

こ れ ら の

目標達成の

ため、具体

的には、共

同研究を 90

件程度実施

すること。 

【指標】 

の強化・研

究成果の発

信 

国 内 の み

ならず諸外

国 も 含 め

た、公的研

究機関、大

学、民間企

業等との共

同研究や人

的交流等の

連携を強化

し、研究の

効率的かつ

効果的な実

施を図りま

す。 

ま た 、 研

究成果につ

いて、国の

施策立案へ

の貢献及び

国内学会等

を通じた研

究成果の社

会還元に努

めるととも

に、国際学

会での発表

等の国際活

動を推進し

ます。 

こ れ ら の

目標達成の

ため、具体

的には、共

同研究を 90

件程度実施

します。ま

た、基準の

 共同研究の実施 

 基準の策定等に資

する調査、研究等

を実施 

 国内外の学会等で

研究成果を発表 

 査読付き論文の発

表 

 受託研究等の実施 

 特許等の産業財産

権の出願 

 

＜その他の指標＞ 

特になし。 

 

＜評価の視点＞ 

計画通り着実に実行

できているか。 

②外部連携の強化・研究成果の発信 

交通安全環境研究所は、国が行う自動車等の陸上交通に係る施策立案、基

準策定のための試験研究を行い、公正・中立なデータに基づき技術的な支援

を行っている。交通安全環境研究所の研究者は、技術基準の策定等につなが

る自動車や鉄道等の技術の評価法を研究する能力を備えており、そのための

試験技術や計測法に関する知見を備え、さらに専用の試験設備を保有してい

る。 

こうした交通安全環境研究所の立場、特徴及び研究能力、試験設備と大学

の学術研究能力、及び企業の技術開発力がそれぞれ持つ強みをお互いの理解

のもとに結びつける共同研究、共同事業等によって、技術開発等も伴う国家

プロジェクトなどで最大限の研究成果を効率的に生み出し、その成果を行政

施策に反映し社会に有効に役立てることを産学官連携の基本方針としてい

る。 

さらに交通安全環境研究所は、独立行政法人として交通技術行政の進め方

やその仕組み等に詳しいことから、研究の成果を国施策へ反映する方策等の

面で産学官連携の指導性を発揮することが可能である。国内外の大学、研究

機関と協力しつつ、保有する試験設備や研究者の知見を活用しつつ、共同研

究を実施した。中期目標期間中の共同研究累積件数においては、中期目標 90

件程度に対し、のべ 127 件に達し、達成率は 141％となり、中期目標を達成で

きた。 

 

共同研究実施件数 

年 度 共同研究実施件数 
令和３年度 29 
令和４年度 26 
令和５年度 30 
令和６年度 22 
令和７年度 20 

 

交通安全環境研究所が行う調査、研究のうち将来的に自動車、鉄道等の安

全の確保、環境の保全及び燃料資源の有効な利用の確保に係る基準の策定等

に資する検討課題を提案した。 

研究成果を活用した施策提言に積極的に取り組む一方で、基準等の策定に

資する検討会やワーキンググループ（WG）への参画等により、国土交通政策

に関わる基準策定、施策立案支援等の業務に積極的に取り組み、研究成果の

社会還元に努めることとした。研究成果から得た知見を活かし、専門家とし

て、国土交通省や環境省等の検討会や WGに参画し、専門的知見を述べること

等により、国土交通政策の立案・実施支援に貢献した。 

中期目標期間中の基準の策定等に資する取り組みとして、調査・研究を 103

件、検討会や WGへの参画を 59件、合計 162件に取り組んだ。中期目標 125

Ａ 

中期目標において設

定したすべての数値目

標の達成率が 120％を

超えている。 

また、数値目標以外

の項目についても、着

実に業務を遂行してい

る。 

 

以上の理由により、

中期計画の目標を上回

る成果が得られてお

り、Ａ評定と認められ

る。 

 

＜課題と対応＞ 

特になし。 

＜評定に至った理由＞ 
中期目標において設

定した各数値目標の達

成率が現時点でおおよ

そ 100％に達しており、

令和７年度においても

着実に目標の達成に向

かっていると認められ

る。よって、本中期計

画期間内に目標値の

120％に達する見込みで

あるとともに数値目標

以外の項目について

も、着実に目標の達成

に向かっていると認め

られるため、所期の目

標を達成できる見込み

があるとして、「Ａ」評

定とした。 
 

＜指摘事項、業務運営

上の課題及び改善方策

＞ 
特段なし 

 
＜その他事項＞ 
（外部有識者からの意

見） 
「Ａ」評定について

異論はなかった。 
 

 



72 
 

●  基 準

の策定等に

資 す る 調

査、研究等

の実施状況

（モニタリ

ング指標） 

●  学 会

発表等の状

況（モニタ

リ ン グ 指

標） 

●  査 読

付き論文の

発 表 状 況

（モニタリ

ング指標）

等 

 

 

 

 

③受託研究

等の獲得 

自 動 車 機

構の設立目

的に合致す

る行政及び

民間からの

受託研究、

受託試験等

の実施に努

めること。 

こ れ ら の

目標達成の

ため、具体

的には、国

等からの受

託研究等を

300 件程度実

施 す る こ

策定等に資

する調査、

研究等を 125

件程度実施

します。こ

れ ら の 調

査、研究等

によって得

られた成果

を広く社会

に公表する

ために、国

内外の学会

等で一人平均

15 件程度発

表します。

このうち、

査読付き論

文を一人平均

2.5 件程度発

表します。 

 

③受託研究

等の獲得 

自 動 車 機

構の設立目

的に合致す

る行政及び

民間からの

受託研究、

受託試験等

の実施に努

めます。 

こ れ ら の

目標達成の

ため、具体

的には、国

等からの受

託研究等を

300 件程度実

施します。 

件に対して、達成率は 129％となり、中期目標を達成した。 

以下に、年度ごとの具体的な件名について示す。 

 

基準の策定等に資する取り組み件数 

年 度 
基準の策定等に資

する調査、研究件数 

基準の策定等に資す

る検討会および WG件数 

合計 

件数 

令和３年度 23 ６ 29 

令和４年度 21 13 34 

令和５年度 19 16 35 

令和６年度 21 12 33 

令和７年度 19 12 31 

 

令和３年度（29件） 

【基準の策定等に資する調査、研究課題】（23件） 

○令和３年度 大型車等の衝突被害軽減ブレーキの国際基準策定に関する調

査・検討 

○令和３年度 電気自動車の安全性に関する検討・調査 

○歩行車頭部保護性能に係る調査及び衝突安全基準に関する海外動向調査 

○過失要件を基準とした自動運転車に求めるべき性能要件の定義に関する調    

査 

○令和３年度 交通弱者保護を目的とした傷害軽減に関する調査 

○令和３年度 車両の近接視界領域の確認方法に関する調査 

○自動車におけるサイバーセキュリティ評価方法等に関する調査 

○令和３年度 運転者が高速道路上で衝突の危険性が高い状況に遭遇した場合

の運転行動に関する調査 

◯新たなモビリティの性能調査 

◯ペダル踏み間違い事故要因を踏まえた車両安全対策に関する調査 

◯先進安全自動車（ASV)の開発・実用化・普及の促進に関する調査 

◯実交通環境における習熟ドライバの認知反応時間に関する調査 

◯令和３年度 ドライバが運転する車両の挙動分析に関する調査 

◯産学官連携による高効率次世代大型車両開発促進事業 

◯自動車騒音に係る国際基準等の見直しのための調査 

◯令和３年度 尿素 SCRシステム搭載車の排出ガス性能評価調査請負業務 

◯ディーゼル重量車の PN測定法に関する調査 

◯ディーゼル乗用車等の路上走行試験法に関する調査 

◯次世代自動車 LCA手法についての UNECE/ WP29における国際調和活動の課

題調査 

◯令和３年度 加速走行騒音等実態調査業務 

◯熱線反射・熱線吸収ガラス及び高効率エアコンの実燃費影響評価法に関す

る調査 
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と。 

④知的財産

権の活用と

管理適正化 

研 究 者 の

意欲向上を

図るため、

知的財産権

の活用を図

る と と も

に、その管

理を適正に

行うこと。 

こ れ ら の

目標達成の

ため、具体

的には、特

許等の産業

財産権の出

願を 24 件程

度 行 う こ

と。 

 

 

 

④知的財産

権の活用と

管理適正化 

研 究 者 の

意欲向上を

図るため、

知的財産権

の活用を図

る と と も

に、その管

理を適正に

行います。 

こ れ ら の

目標達成の

ため、具体

的には、特

許等の産業

財産権の出

願を 24 件程

度 行 い ま

す。 

 

◯鉄道における準天頂衛星等システム活用に関する調査検討 

◯鉄道車両の外側磁界等に係る調査 

【基準の策定等に資する検討会および WG】（６件） 

◯DMV に関する技術評価検討会 

◯鉄道における自動運転技術検討会 

◯新幹線鉄道騒音の測定・評価及び対策に関する検討委員会 

◯技術基準検討会 

◯地方鉄道向け無線式列車制御システム技術評価検討会 

◯在来鉄道騒音に係る評価方法等検討調査に関するワーキンググループ 

 

令和４年度（34件） 

【基準の策定等に資する調査、研究課題】（21件） 

○電気自動車の安全性に関する検討・調査 

○先進安全自動車（ASV）の開発・実用化・普及の促進に関する調査 

○衝突時の歩行者及び乗員保護に係る検討・調査 

○大型車の車輪脱輪事故に係る実証実験（使用過程のホイール・ボルト、ナ

ットの性能確認） 

○運転者が分合流時に衝突の危険性が高い状況に遭遇した場合の運転行動に

関する調査 

○特定小型原動機付自転車に備える識別点滅灯火のモニター調査 

○特定小型原動機付自転車の定格出力の計測方法に関する調査 

○ペダル踏み間違い時加速抑制装置の国際基準策定等に関する基礎調査 

◯交通弱者保護のための近接視界確認方法及び傷害軽減に関する調査 

◯自動車におけるサイバーセキュリティ評価方法に関する調査 

◯シミュレーションを用いた台上試験機の同等性評価に関する調査 

◯次世代自動車 LCA手法の国際的な基準調和に向けた調査 

◯産学官連携による高効率次世代大型車両開発促進事業 

◯ディーゼル重量車の PN測定法に関する調査 

◯ディーゼル乗用車等の路上走行試験法に関する調査 

◯自動車騒音に係る国際基準等の見直しのための調査 

◯尿素 SCRシステム搭載車の排出ガス性能評価調査業務 

◯加速走行騒音実態調査 

◯重量車のカーボンニュートラル（CN）化に関する調査検討調査 

◯鉄道における準天頂衛星等システム活用に関する調査検討 

◯鉄道車両の外側磁界等に係る調査 

【基準の策定等に資する検討会および WG】（13件） 

◯車両安全対策検討会 

◯車両安全対策事故調査・分析検討会 

○自動運転の拡大に向けた調査検討委員会 

○自動運転車事故調査委員会 

○自動運転車公道走行 WG 
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○自動車排出ガス単位及び総量算定検討会 

◯環境配慮型先進トラック・バス導入加速事業審査基準策定委員会 

◯自動車排出ガス専門委員会作業委員会 

◯中央環境審議会大気・騒音振動部会 

◯令和４年度 鉄道貨物輸送における偏積対策に関する検討会 

○技術基準検討会 

○新幹線鉄道騒音の測定・評価及び対策に関する検討委員会 

○鉄道車輌材料の燃焼性試験に係る調査検討会 

 

令和５年度（35件） 

【基準の策定等に資する調査、研究課題】（19件） 

○先進安全自動車（ASV）の開発・実用化・普及の促進に関する調査 

○令和５年度 電気自動車の安全性に関する検討・調査 

○令和５年度 衝突時の乗員保護に係る検討・調査 

○自動運転車に備える外向け HMIの要件に関する調査 

○シミュレーションにおける車両モデルの同等性に関する調査 

○令和５年度 ペダル踏み間違い時加速抑制装置等の国際基準策定等に関する

調査 

○運転者が危険性の高い交通場面に遭遇した場合の危機回避能力に関する調

査 

○令和５年度 尿素 SCRシステム搭載車の排出ガス性能評価調査業務 

○重量電気自動車における UBE測定法に関する調査 

○自動車騒音に係る国際基準等の見直しのための調査 

○自動車におけるサイバーセキュリティ評価方法等に関する調査 

○産学官連携による高効率次世代大型車両開発促進事業 

○特定小型原動機付自転車の安全性確認手法策定に向けた調査 

○加速走行騒音実態調査業務 

○ディーゼル重量車の PN測定法に関する調査 

○排出ガス・燃費不正に対応した厳格かつ合理的な認証審査手法等への見直

しに向けた調査 

○ディーゼル乗用車等の路上走行試験法に関する調査 

○電気自動車等の最高出力の測定方法に関する調査 

○鉄道における準天頂衛星等システム活用に関する調査検討 

【基準の策定等に資する検討会および WG】（16件） 

◯車両安全対策検討会 

◯車両安全対策事故調査・分析検討会 

○令和５年度 自動車排出ガス原単位及び総量算定検討会 

○令和５年度 脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金（商用車の電動化

促進事業（トラック））に係る審査委員会 

◯令和５年度 脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金 （商用車の電動

化促） 



75 
 

◯自動車排出ガス専門委員会作業委員会 

◯中央環境審議会大気・騒音振動部会 

○自動車燃費基準小委員会 

○令和５年度 環境省温室効果ガス排出量算定方法検討会運輸分科会 

○技術基準検討会 

○地方鉄道向け無線式列車制御システム技術評価検討会 

○鉄道分野における新技術の活用に関する懇談会 

○我が国の環境騒音に係るあり方に関する検討会 

○鉄道における自動運転の導入・普及に関する連絡会 

○鉄道車両における火災対策検討会 

○新幹線鉄道騒音の測定・評価及び対策に関する検討委員会 

 

令和６年度（33件） 

【基準の策定等に資する調査、研究課題】（21件） 

○先進安全自動車（ASV）の開発・実用化・普及の促進に関する調査 

○令和６年度 電気自動車の安全性に関する検討・調査 

○令和６年度 運転自動化技術に求められる走行安全性及び機能要件等に関す

る調査 

○令和６年度 自動車の安全性向上および傷害低減に関する調査 

○令和６年度 衝突時の乗員保護に係る検討・調査 

○令和６年度 ペダル踏み間違い時加速抑制装置等の国際基準策定等に関する

調査 

○自動運転車に備える外向け HMIの要件に関する調査 

○令和６年度 多様な乗車姿勢における安全性の検討・調査 

○自動車騒音に係る国際基準等の見直しのための調査 

○次世代自動車 LCA手法の国際調和に向けた調査 

○電気自動車の充電ポート通信におけるサイバーセキュリティ評価方法等に

関する調査 

○ディーゼル乗用車等の路上走行試験法に関する調査 

○電気自動車等の最高出力の測定方法に関する調査 

○重量電気自動車における一充電走行距離に関する調査 

○ディーゼル重量車の排出ガス測定法に関する調査 

○脱炭素に向けた産学官連携による次世代大型車両開発促進事業 

○令和６年度 尿素 SCRシステム搭載車の排出ガス性能評価調査委託業務 

○令和６年度 加速走行騒音等実態調査業務 

○令和６年度 交換用マフラー騒音実態調査業務 

○ICT を活用した次世代運行管理手法に関する調査 

○エタノール混合ガソリンの排出ガス影響に関する調査 

【基準の策定等に資する検討会および WG】（12件） 

○車両安全対策事故調査・分析検討会 

○車両安全対策検討会 
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○鉄道分野の燃焼性規格に関する火災対策検討会 

○鉄道分野の燃焼性規格に関する火災対策検討会 

○動力車操縦者運転免許制度のあり方に関する調査検討会 

○我が国の環境騒音に係るあり方に関する検討会 

○地域鉄道等における自動運転の導入を目指した列車制御システムに関する

調査検討会 

○地方鉄道向け無線式列車制御システム技術評価検討会 

○技術基準検討会 等 

○新幹線鉄道騒音の測定・評価及び対策に関する検討委員会 

○路面電車の速度向上に係る検討会 

○青函共用走行区間技術検討 WG 

 

令和７年度（31件） 

【基準の策定等に資する調査、研究課題】（19件） 

〇先進安全自動車（ASV）の開発・実用化・普及の促進に関する調査 

○令和７年度 衝突時の乗員保護に係る検討・調査 

○令和７年度 電気自動車の安全性に関する検討・調査 

○出会頭事故に対する協調型支援の DS効果検証に関する実験 

○令和７年度 先進安全技術の国際基準策定等に関する調査 

○令和７年度 自動車の安全性向上および傷害低減に関する調査 

○自動運転マーカ―ランプの基準策定のための見え方に関する調査研究 

○自動車等の型式指定制度における監視の強化等に関する調査業務 

○令和７年度 有能で注意深い人間ドライバの具体化に関する調査 

○重量電気自動車における一充電走行距離試験法に関する調査 

○自動車騒音に係る国際基準等の見直しのための調査 

○次世代自動車 LCA手法の国際調和に向けた調査 

○脱炭素に向けた産学官連携による次世代大型車開発促進事業 

○ADS に関連する情報処理・データ管理技術に関する基準化動向調査 

○ディーゼル重量車の排出ガス測定法に関する調査 

○乗用車等の排出ガス試験法に関する調査 

○令和７年度 尿素 SCRシステム搭載車における排出ガス実態調査 

○ICT を活用した次世代運行管理手法に関する調査 

○電気ハイブリッド自動車の最高出力の測定方法に関する調査 

【基準の策定等に資する検討会および WG】（12件） 

○車両安全対策検討会 

○鉄道技術標準化調査検討会 

○鉄道における自動運転の導入・普及に関する連絡会 

○動力車操縦者運転免許制度のあり方に関する調査検討会 

〇技術基準検討会 

○地域鉄道等における自動運転の導入を目指した列車制御システムに関する

調査検討会 



77 
 

○地方鉄道向け無線式列車制御システム技術評価検討会 

○路面電車の速度向上に係る検討会 

○鉄道分野の火災対策根拠に関する調査検討会 

○鉄道分野の火災対策における想定避難時間に関する調査検討会 

○索道事故調査検討会準備会 

○青函共用走行区間技術検討 WG 

 

これらの研究成果の普及、活用促進を図り、広く科学技術に関する活動に

貢献するため、国内外での学会発表、論文誌への投稿、専門誌への寄稿、関

係団体での講演等において以下のとおり取り組んだ。以下に、具体的件数に

ついて示す。 

 

国内外の学会等での発表件数 

年 度 
国内外の学会等での

発表件数 

うち査読付き論文 

件数 

令和３年度 
118 

（一人平均 3.93件） 

21 

（一人平均 0.70件） 

令和４年度 
107 

（一人平均 3.68件） 

28 

（一人平均 0.96件） 

令和５年度 
156 

（一人平均 4.87件） 

27 

（一人平均 0.84件） 

令和６年度 
131 

（一人平均 3.74件） 

26 

（一人平均 0.74件） 

令和７年度 
140 

（一人平均 4.51件） 

28 

（一人平均 0.90件） 

 

③受託研究等の獲得 

自動車・鉄道分野における安全・環境問題を担当する公正・中立な法人と

して、要員不足の問題を抱えつつも、国が行政上緊急に必要とする業務は確

実に実施して答えを出すのが使命と認識している。行政を支援するため、国

土交通省、環境省等から委託業務を受託し、安全・環境行政に係る政策方針

の決定や安全・環境基準の策定等の施策推進に直接的に貢献することとして

いる。 

民間受託については、これまでに培われた交通安全環境研究所の技術知見

や所有する施設・設備を活用し、各種行政施策への活用のみならず、国民へ

の貢献、技術の波及効果といった観点から、当機構の設立目的に合致するも

のについては積極的に獲得するものとしている。 

限られたリソースを適切に活用するため、受託研究の受諾可否を研究企画

会議にて事前に検討する仕組みを構築し、これにより課題実施の妥当性、予

算・人員の最適化を計っている。また、業務の効率化を図るため、受託業務
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を、研究者の専門性に基づく判断力を必要とする非定型業務と定型的試験調

査業務（実験準備、機器操作、データ整理等）とに分け、後者は、可能な限

り外部の人材リソース（派遣等）を活用するなどして、研究者が受託業務を

効率的に進捗管理できるよう受託案件毎に、チーム長を責任者とする研究チ

ーム制を採用している。 

行政、民間等外部からの研究、試験の受託に努め、令和３年度から令和７

年度までの合計で 448件の受託研究、試験を実施した。 

以下に、年度ごとの具体的な件名について示す。 

 

行政及び民間からの受託研究件数 

年 度 国等からの受託研究 民間からの受託研究 

令和３年度 25 79 

令和４年度 24 66 

令和５年度 23 66 

令和６年度 24 55 

令和７年度 22 64 

 

令和３年度（104件） 

 【国等からの受託研究】（25件） 

 電気自動車の安全性に関する検討・調査 

 歩行者頭部保護性能に係る調査及び衝突安全基準に関する海外動向調査 

 令和３年度 大型車等の衝突被害軽減ブレーキの国際基準策定等に関する

検討・調査 

 交通弱者保護を目的とした傷害軽減に係わる調査研究 

 令和３年度 過失要件を基準とした自動運転車に求めるべき性能要件の定

義に関する調査 

 車両の近接視界領域の確認方法に関する調査 

 先進安全自動車（ASV）の開発・実用化・普及の促進に関する調査 

 令和３年度 自動車におけるサイバーセキュリティ評価方法等に関する調

査 

 運転者が高速道路上で衝突の危険性が高い状況に遭遇した場合の運転行

動に関する調査 

 令和３年度 電動キックボードの調査 

 ペダル踏み間違い事故要因を踏まえた車両安全対策に関する調査 

 令和３年度 ドライバが運転する車両の挙動分析に関する調査 

 産学官連携による高効率次世代大型車両開発促進事業（業務委託） 

 自動車騒音に係る国際基準等の見直しのための調査 

 令和３年度 尿素 SCRシステム搭載車の排出ガス性能評価調査請負業務 

 ディーゼル重量車の PN測定法に関する調査 

 ディーゼル乗用車等の路上走行試験法に関する調査 
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 令和３年度 加速走行騒音等実態調査業務 

 熱線反射・熱線吸収ガラス及び高効率エアコンの実燃費影響評価法に関

する調査 

 自動車の不具合情報に関する統計・分析調査業務 

 自動車メーカーから報告のあった自動車の構造・装置に起因した事故・

火災情報等、ユーザーから寄せられた不具合情報等に関する分析調査 

 リコール届出の統計分析調査 

 令和３年度 ブレーキホールドの注意喚起に係る調査業務 

 鉄道における準天頂衛星等システム活用に関する調査検討 

 令和３年度 鉄道車両の外側磁界等に係る調査 

 

 【民間からの受託研究】（79件） 

 実交通環境における習熟ドライバの認知反応時間に関する調査 

 「災害時の電力供給支援に資する電気自動車等の電源品質確保等に関す

る調査」における電源品質等の調査 

 令和３年度 マフラー騒音シミュレーションソフトウェアの実用化業務補

助業務 

 令和３年度 次世代自動車 LCA手法の国際的な基準調和に向けた準備調査 

 列車検知装置のサーベイランス（２件） 

 無線列車制御システムの認証審査 

 無線 ATCシステムの規格適合性評価 

 列車情報管理システムのサーベイランス 

 LRT信号システムの規格適合性評価 

 列車統合管理装置の認証審査 

 列車制御システム車上装置のサーベイランス 

 列車情報管理システムのサーベイランス 

 LRT信号システムの規格適合性評価 

 無線列車制御システムに関する特別調査 

 電子連動装置のサーベイランス 

 電子連動装置の認証審査（２件） 

 列車情報管理システム に関する特別調査 

 自動車の先進安全技術の性能評価規程に基づく衝突被害軽減制動制御装

置性能評価試験（22件） 

 ペダル踏み間違い急発進抑制装置性能評価試験（29件） 

 台車試験設備を用いた車輪の摩耗に関する試験 

 自動運転システム安全性評価の業務支援 

 海外向け電子連動装置の設計安全性評価（３件） 

 外国新交通向け信号システムの路線延伸に伴う設計安全性評価 

 回送車両脱線事故原因調査に関する技術指導 

 外国新交通向け信号システムの路線延伸に伴う設計安全性評価 

 索道用低騒音ロープの曲げ疲労試験 
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令和４年度（90件） 

 【国等からの受託研究】（24件） 

 次世代自動車 LCA手法の国際的な基準調和に向けた準備調査 

 尿素 SCRシステム搭載車の排出ガス性能評価調査 

 産学官連携による高効率次世代大型車両開発促進事業 

 ディーゼル重量車の PN測定法に関する調査 

 自動車騒音に係る国際基準等の見直しのための調査 

 ディーゼル乗用車等の路上走行試験法に関する調査 

 加速走行騒音等実態調査業務 

 先進安全自動車（ASV）の開発・実用化・普及の促進に関する調査 

 衝突時の歩行者及び乗員保護に係る検討・調査 

 電気自動車の安全性に関する検討・調査 

 大型車の車輪脱落事故に係る実証実験（使用過程のホイール・ボルト、

ナットの性能確認） 

 運転者が分合流時に衝突の危険性が高い状況に遭遇した場合の運転行動

に関する調査 

 特定小型原動機付自転車に備える識別点滅灯火のモニター調査 

 自動車におけるサイバーセキュリティ評価方法等に関する調査 

 シミュレーションを用いた台上試験機の同等性評価に関する調査 

 交通弱者保護のための近接視界確認方法及び傷害軽減に関する調査 

 ペダル踏み間違い時加速抑制装置の国際基準策定等に関する基礎調査 

 特定小型原動機付自転車の定格出力の計測方法に関する調査 

 危険事象の認識能力に関する調査 

 鉄道における準天頂衛星等システム活用に関する調査検討 

 鉄道車両の外側磁界等に係る調査 

 自動車の不具合情報に関する統計・分析調査業務 

 電動自動車等の運転時の注意点及びペダル踏み間違い時加速抑制装置の

注意喚起に係る調査業務 

 リコール届出の分析調査 

 

 【民間からの受託研究】（66件） 

 マフラー騒音シミュレーションソフトウェアを用いたマフラー評価のた

めの補助業務 

 霧室受験の操作指導等（２件） 

 自動運転（レベル４）の法規要件の策定調査 

 信号灯路面描画ランプの有効性に関する研究 

 単線自動循環式特殊索道用握索装置試験 

 車両検査周期延伸に係る技術指導 

 自動運転システム安全性評価の業務支援 

 鉄道車両製品品質マネジメントの管理策調査研究 
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 国内向け自動運転システムの設計安全性評価 

 LRT車両走行試験結果評価等業務 

 単線固定循環式普通索道用握索装置試験 

 空港向け APM用信号システムの更新に関する設計安全性評価 

 電子連動装置の規格適合性評価 

 電子連動装置に関する特別調査 

 車両制御装置の規格適合性評価 

 無線 ATCシステムの規格適合性評価 

 無線列車制御システム地上装置の規格適合性評価 

 LRT信号システム車上装置の規格適合性評価 

 可動ステップの認証審査 

 可動式ホーム柵の認証審査 

 電子連動装置等の規格適合性評価 

 電子連動装置の認証審査 

 列車情報管理システムの規格適合性評価 

 自動ブレーキ評価制度（15件） 

 ペダル踏み間違い急発進抑制装置の性能認定制度（27件） 

 

令和５年度（89件） 

 【国等からの受託研究】（23件） 

 先進安全自動車（ASV）の開発・実用化・普及の促進に関する調査 

 電気自動車の安全性に関する検討・調査 

 重量電気自動車における UBE測定法に関する調査 

 衝突時の乗員保護に係る検討・調査 

 特定小型原動機付自転車の安全性確認手法策定に向けた調査 

 自動運転車に備える外向け HMIの要件に関する調査 

 令和５年度 シミュレーションにおける車両モデルの同等性に関する調査 

 ドライバの視界確保と安全性向上に関する調査 

 令和５年度 ペダル踏み間違い時加速抑制装置等の国際基準策定等に関す

る調査 

 運転車が危険性の高い交通場面に遭遇した場合の危険回避能力に関する

調査 

 次世代自動車 LCA手法の国際調和に向けた調査 

 令和５年度 尿素 SCRシステム搭載車の排出ガス性能評価調査業務 

 自動車騒音に係る国際基準等の見直しのための調査 

 自動車におけるサイバーセキュリティ評価方法等に関する調査 

 産学官連携による高効率次世代大型車両開発促進事業 

 令和５年度 加速走行騒音実態調査業務 

 ディーゼル重量車の PN測定法に関する調査 

 排出ガス・燃費不正に対応した厳格かつ合理的な認証審査手法等への見

直しにむけた調査 
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 ディーゼル乗用車等の路上走行試験法に関する調査 

 電気自動車等の最高出力の測定方法に関する調査 

 自動車の不具合情報に関する統計・分析調査業務 

 令和５年度 電動自動車の走行用バッテリの特性や取扱いに係る理解促進

の調査業務 

 鉄道における準天頂衛星等システム活用に関する調査検討 

 

 【民間からの受託研究】（66件） 

 列車検知装置のサーベイランス 

 変電所監視制御システム中央装置の規格適合性評価 

 無線列車制御システムの認証審査 

 新方式速度センサの安全性に関する技術指導 

 単線自動循環式普通索道用握索装置試験（２件） 

 電子連動装置に関する特別調査 

 車両制御装置の規格適合性評価（２件） 

 自動運転システム安全性評価の業務支援 

 無線列車制御システムに関する特別調査 

 令和５年度 マフラー騒音シミュレーションソフトウェアを用いたマフラ

ー評価業務のための補助業務 

 踏切保安設備更新計画に関する技術指導 

 プラットホームスクリーンドアの認証審査 

 列車情報管理システムの認証審査（２件） 

 新交通システムにおけるトンネル内火災の可能性及びその対策に関する

技術指導 

 高齢化社会における灯火に係る基準のあり方に関する調査 

 自動運転車が備える外向け HMIの社会受容性に関する調査 

 新型車両導入に関する技術指導 

 鉄道分野への SBASの利活用に関する調査 

 鉄道車両製品品質マネジメントシステム審査・認証基準作成にかかる調

査研究 

 LRT車両等安全性検討支援業務 

 電子連動装置のサーベイランス 

 電子連動装置等に関する特別調査 

 列車情報管理システムの認証審査の認証書発行（２件） 

 LRT信号システムの規格適合性評価（２件） 

 電子連動装置の規格適合性評価 

 無線列車制御システム車上装置の規格適合性評価 

 鉄道車両製品品質マネジメントの管理策調査研究 

 グリーンイノベーション基金事業/スマートモビリティ社会の構築/商用

利用される電気自動車・燃料電池自動車の本格普及時における社会全体

最適を目指したシミュレーションシステム構築に関する研究開発/電気自
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動車・燃料電池車の導入に向けたエネルギーマネジメントと車両運行管

理を最適化するシミュレーションシステムの構築 

 LRT車両走行試験結果評価業務（２件） 

 可動式ホーム柵の認証審査 

 可動ステップの認証審査 

 LRT信号システム車上装置の規格適合性評価 

 電子連動装置の認証審査 

 外国新交通向け信号システムの路線延伸に伴う安全性評価（５件） 

 空港向け APM増車事業に係る信号設備の設計安全性評価 

 空港向け APM用信号システムの更新に関する設計安全性評価 

 国内向け自動運転システムの設計安全性評価 

 自動ブレーキ評価制度（３件） 

 ペダル踏み間違い急発進抑制装置の性能認定制度（16件） 

 

令和６年度（79件） 

 【国等からの受託研究】（24件） 

 自動車騒音に係る国際基準等の見直しのための調査 

 次世代自動車 LCA手法の国際調和に向けた調査 

 ディーゼル乗用車等の路上走行試験法に関する調査 

 令和６年度 電気自動車の充電ポート通信におけるサイバーセキュリティ

評価方法等に関する調査 

 電気自動車等の最高出力の測定方法に関する調査 

 重量電気自動車における一充電走行距離に関する調査 

 ディーゼル重量車の排出ガス測定法に関する調査 

 脱炭素に向けた産学官連携による次世代大型車両開発促進事業 

 令和６年度 尿素 SCRシステム搭載車の排出ガス性能評価調査委託業務 

 令和６年度 加速走行騒音実態調査業務 

 令和６年度 交換用マフラー騒音実態調査業務 

 ICTを活用した次世代運行管理手法に関する調査 

 エタノール混合ガソリンの排出ガス影響に関する調査 

 先進安全自動車（ASV）の開発・実用化・普及の促進に関する調査 

 令和６年度 電気自動車の安全性に関する検討・調査 

 令和６年度 運転自動化技術に求められる走行安全性及び機能要件等に関

する調査 

 令和６年度 自動車の安全性向上および傷害低減に関する調査 

 令和６年度 衝突時の乗員保護に係る検討・調査 

 令和６年度 ペダル踏み間違い時加速抑制装置等の国際基準策定等に関す

る調査 

 自動運転車に備える外向け HMIの要件に関する調査 

 令和６年度 多様な乗車姿勢における 安全性の検討・調査 

 出会頭事故に対する協調型支援の DS効果検証用 DSシナリオ作成業務 
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 自動車の不具合情報に関する統計・分析調査業務 

 令和６年度 自動車の運転支援システムの特性や車両挙動に係る理解促進

の調査業務音規制国際基準等の見直しのための海外動向調査 

 

 【民間からの受託研究】（55件） 

 SBIR事業における「安全性評価の枠組みづくり」 

 EDRデータ等の利活用に向けたデータ分解析及び評価方法の検討に関す

るサポート業務 

 バーチャル評価環境による自動運転外向け HMIに関する調査 

 外国新交通向け信号システムの路線延伸に伴う安全性評価（５件） 

 グリーンイノベーション基金事業/スマートモビリティ社会の構築/商用

利用される電気自動車・燃料電池自動車の本格普及時における社会全体

最適を目指したシミュレーションシステム構築に関する研究開発/電気自

動車・燃料電池車の導入に向けたエネルギーマネジメントと車両運行管

理を最適化するシミュレーションシステムの構築 

 国内向け自動運転システムの設計安全性評価 

 空港向け APM増車事業に係る信号設備の設計安全性評価 

 鉄道品質マネジメントシステム審査・認証基準作成にかかる調査研究 

 索道用ロープの曲げ疲労試験 

 単線固定交走式普通索道用握索装置試験 

 軌道施設等の維持管理手法検討支援業務 

 空港向け APM用信号システムに関する設計安全性評価 

 路面電車向けドアシステムの設計安全性評価 

 電気式気動車の主回路システムの設計安全性評価 

 鉄道車両の性能試験にかかわる技術指導 

 索道に使用するワイヤロープの試験 

 単線自動循環式特殊索道用握索装置試験（２件） 

 LRT信号システム 規格適合性評価（２件） 

 車上装置用ソフトウェア 規格適合性評価 

 無線式列車制御システム サイバーセキュリティ評価 

 電子連動装置 規格適合性認証審査 

 車上装置 規格適合性認証（２件） 

 無線列車制御システム 評価（特別調査） 

 電子連動装置 評価（特別調査） 

 変電所監視制御システム 規格適合性評価 

 電子連動装置 規格適合性認証 

 列車衝突防止システム 規格適合性認証審査（２件） 

 電子連動装置 報告書の英文翻訳 

 無人運転車両システム セキュリティ評価 

 LRT用車上システム 規格適合性評価 

 車上装置 Software更新に係る評価（特別調査） 
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 信号保安システム 規格適合性評価 

 AGT用車上装置ソフトウェア 規格適合性評価（３件） 

 プラットホームドア規格適合性認証審査（３件） 

 ペダル踏み間違い急発進抑制装置の性能認定制度（９件） 

 

令和７年度（86件） 

 【国等からの受託研究】（22件） 

 重量電気自動車における一充電走行距離試験法に関する調査 

 自動車騒音に係る国際基準等の見直しのための調査 

 次世代自動車 LCA手法の国際調和に向けた調査 

 脱炭素に向けた産学官連携による次世代大型車開発促進事業 

 令和７年度 ADSに関連する情報処理・データ管理技術に関する基準化動

向調査 

 ディーゼル重量車の排出ガス測定法に関する調査 

 乗用車等の排出ガス試験法に関する調査 

 令和７年度 尿素 SCRシステム搭載車における排出ガス実態調査委託業務 

 令和７年度 マフラー騒音シミュレーションソフトウェアを用いたマフラ

ー評価業務 

 ICTを活用した次世代運行管理手法に関する調査 

 電気ハイブリッド自動車の最高出力の測定方法に関する調査 

 自動車安全性等の相互性確保のための技術調査 

 先進安全自動車（ASV）の開発・実用化・普及の促進に関する調査 

 令和７年度 衝突時の乗員保護に係る検討・調査 

 令和７年度 電気自動車の安全性に関する検討・調査 

 出会頭事故に対する協調型支援の DS効果検証に関する実験 

 令和７年度 先進安全技術の国際基準策定等に関する調査 

 令和７年度 自動車の安全性向上および傷害低減に関する調査 

 令和７年度 有能で注意深い人間ドライバの具体化に関する調査 

 自動車等の型式指定制度における監視の強化等に関する調査業務 

 索道搬器における風と動揺の状態監視に関する研究開発 

 自動車等のリコール・不具合情報に関する統計・分析調査業務 

 

 【民間からの受託研究】（64件） 

 SBIR事業における「安全性評価の枠組みづくり」 

 EDRデータ等の事故データの取得、利活用に向けた調査 

 自動運転マーカーランプの基準策定のための見え方に関する調査研究 

 グリーンイノベーション基金事業/スマートモビリティ社会の構築/商用

利用される電気自動車・燃料電池自動車の本格普及時における社会全体

最適を目指したシミュレーションシステム構築に関する研究開発/電気自

動車・燃料電池車の導入に向けたエネルギーマネジメントと車両運行管

理を最適化するシミュレーションシステムの構築 
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 国内向け自動運転システムの設計安全性評価（２件） 

 路面電車向けドアシステムの設計安全性評価 

 電気式気動車の主回路システムの設計安全性評価 

 外国新交通向け信号システムの路線延伸に伴う安全性評価 

 自動運転システム安全性評価の業務支援 

 LRT車両走行安全性試験評価等業務 

 ATP車上制御装置の設計安全性評価 

 踏切障害物検知装置に関する設計安全性評価 

 交通システムとしての信頼性・安全性に関する技術支援業務 

 輪重・横圧地上測定校正ジグ製作に係る技術指導 

 索道に使用するワイヤロープの試験 

 単線自動循環式特殊索道用握索装置試験（６件)  

 単線自動循環式普通索道用握索装置試験（３件)  

 単線固定循環式特殊索道用握索装置試験（２件)  

 地域交通計画立案ツールを改良した未利用資源運搬等に関する基礎的研

究 

 プラットホームドア規格適合性認証審査 評価 (３件)  

 電子連動装置 規格適合性認証 

 列車衝突防止システム 規格適合性認証審査・評価 (２件) 

 電子連動装置報告書 英文翻訳 

 LRT用車上システム 規格適合性評価 (２件) 

 LRT信号システム 規格適合性評価 

 AGT用車上装置ソフトウェア 規格適合性評価 

 信号システム 規格適合性評価 (２件) 

 列車検知装置 サーベイランス 

 電子連動装置 サーベイランス (２件) 

 新交通システム 規格適合性評価 

 車上装置用ソフトウェア 規格適合性認証審査 

 車上装置 サーベイランス 

 変電所監視制御システム 規格適合性評価 

 信号保安システム 規格適合性認証審査 

 電子連動装置 特別調査 

 自動ブレーキ評価制度（１件） 

 ペダル踏み間違い急発進抑制装置の性能認定制度（12件） 

 自動車性能評価等の技術向上のための調査・検討 

 

④知的財産権の活用と管理適正化 

交通安全環境研究所の研究業務の過程で生み出された新技術・新手法・専

用プログラムなどについては積極的に知的財産権を獲得する方針を取ってい

る。ただし、交通安全環境研究所の知財戦略は、将来の特許料収入を確保す

ることが主たる目的ではなく、国が技術基準を定める際に関連する事項（試
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験技術や計測方法など）が第三者の保有する特許に抵触する場合には、法に

基づく強制規格として国が採用できなくなることから、そうした事態を避け

る観点から交通安全環境研究所が開発した技術等の知的財産については、公

的用途として使えるようにするための、いわば防衛的な目的での獲得を主と

している。 

知的財産の創出から取得・管理までの基本的な考え方を明確化するため、

知的財産ポリシーを制定し、職務発明等に関する運用の明確化を図り、当該

事務の適正化を実施している。知的財産権に繋がる職務発明に関しては、交

通安全環境研究所内に設置されている研究企画会議にて当機構の目的に沿っ

た職務発明であることを確認した上で、知的財産化を行うこととした。 

以下に、年度ごとの産業財産権（特許権）の出願件数について示す。 

 

産業財産権（特許権）の出願件数 

年 度 産業財産権（特許権）

の出願件数 

令和３年度 ８ 

令和４年度 ６ 

令和５年度 ６ 

令和６年度 ５ 

令和７年度 ５ 

 

 

 
４．その他参考情報 
特になし 
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様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 
Ⅰ．２．（２）① 新技術や社会的要請に対応した行政への支援 

自動車の審査業務の高度化 

型式認証における基準適合性審査等 
業務に関連する政策・

施策 
5   安全で安心できる交通の確保、治安・生活の確保 

 17  自動車の安全性を高める 
当該事業実施に係る根拠

（個別法条文など） 
独立行政法人自動車技術総合機構法第 12条 

当該項目の重要度、困

難度 
－ 関連する政策評価・行政事

業レビュー 
行政事業レビューシート番号 予算事業 ID 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 
194、195 220、221 004198、004199 

 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 
（前中期目標期間最

終年度値等） 

令和 

３年度 
令和 

４年度 
令和 

５年度 
令和 

６年度 
令和 

７年度 
 令和 

３年度 
令和 

４年度 
令和 

５年度 
令和 

６年度 
令和 

７年度 

        予算額（百万円） 23,035 27,922 28,236 30,703 28,404 
        決算額（百万円） 21,034 27,527 27,127 29,113 28,332 

        経常費用（百万円） 15,448 17,766 21,809 25,230 26,900 
        経常利益（百万円） 4,871 10,653 6,312 3,116 1,909 
        行政コスト（百万円） 18,717 20,990 24,579 27,892 29,542 
        従事人員数 1,032 1,043 1,057 1,073 1,013 

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 進展する自動

車技術や型式認

証に係る新たな

国際相互承認制

度に対応すると

ともに、我が国

技術の国際標準

の獲得を目指す

国土交通省を支

援するため、専

門家会議への参

加や諸外国の関

係機関との連携

進展する自動

車技術や型式認

証に係る新たな

国際相互承認制

度に対応すると

ともに、我が国

技術の国際標準

の獲得を目指す

国土交通省を支

援するため、専

門家会議等への

参加や諸外国の

関係機関との連

＜主な定量的指標＞ 

特になし。 

 

＜その他の指標＞ 

特になし。 

 

＜評価の視点＞ 

計画通り着実に実行

できているか。 

＜主要な業務実績＞ 

自動車の新技術や型式認証に係る新たな国際枠組みへの確実

な対応、新たな審査内容への対応に向けた知識及び技能の習得

を目的とした。 

【実績】 

①専門家会議等への参画 

・新技術に対応した新たな基準や試験方法について、国連の自

動車基準調和世界フォーラム（UN/ECE/WP29）本会議のほか傘下

の専門家会議及び分科会に参加し、基準や試験方法の提案並び

に意見交換を行った。 

・灯火の審査に精通している職員が駐車状態における灯火器の

動作にかかる専門家会議の共同議長に選出された。 

・サイバーセキュリティに関する専門家会議において、新たに

＜評定と根拠＞ 

Ａ 

新技術に対応した新た

な基準や試験方法につい

て、国連の自動車基準調

和世界フォーラム（UN/E

CE/WP29）本会議のほか

傘下の専門家会議及び分

科会に参加し、基準や試

験方法の提案並びに意見

交換を実施した。特に、

灯火の審査に精通してい

る職員が駐車状態におけ

評定 Ａ 評定 － 
＜評定に至った理由＞ 
中期計画として掲げ

た課題について、限ら

れた予算及び人員の中

で自動車機構の努力と

工夫により、所期の目

標を上回る成果が得ら

れる見込みがあるとし

て、「Ａ」評定とした。 
具体的には以下のと

おりである。 
・自動車基準調和世界
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等により、国際

相互承認制度の

進展等に貢献し

つつ、新たな審

査内容への対応

に向けた知識及

び技能の習得を

図ること。 

携等により、国

際相互承認制度

の進展等に貢献

しつつ、新たな

審査内容への対

応に向けた知識

及び技能の習得

を図ります。 

認証経験のある職員が共同議長を務めることで、認証課題を今

後の国際基準策定に反映することに貢献した。 

 

②諸外国の関係機関との連携 

・アジアでの国際相互承認制度の進展等に貢献するため、７か

国に対し、試験・審査方法に関する講義や実地研修を 21 回行っ

た。 

・マレーシア、インドネシア、ベトナム、ラオス等で実施され

た各種会議に参加し、日本国内での認証試験手順、審査方法、

認証機関の役割について講義を行った 

・日本政府が支援して建設中のインドネシア・ブカシ自動車認

証試験場に関連して、その運営体制の支援を行うため、インド

ネシア運輸省（MOT）及びインドネシア自動車認証所（VTCC）の

職員に対し、速度計、騒音防止装置等の基準における審査方法

についての実地研修を行い、 ソフト・ハード一体となった支援

に貢献した。 

・新たな審査内容への対応に向けた知識・技能の習得に向け、 

オランダ運輸局（RDW）、ドイツの認証機関、台湾車両安全認証

センター（VSCC）、中国自動車技術研究センター（CATARC）など

外部認証機関との間で試験法や法規解釈等に関する意見交換を

行った。 

【成果】 

・自動車基準調和世界フォーラム傘下の専門家会議等へ参加

し、国際基準策定に貢献した。 

・外国関係機関との連携し、東南アジア諸国の自動車型式認証

制度の向上を支援した。 

る灯火器の動作にかかる

専門家会議の共同議長に

選出され、また、サイバ

ーセキュリティに関する

専門家会議において、新

たに認証経験のある職員

が共同議長を務めること

で、認証課題を今後の国

際基準策定に反映するこ

とに貢献した。 

加えて、外国関係機関

と連携し、東南アジア諸

国の自動車型式認証制度

の向上を支援した。その

うち、日本政府の支援に

より建設されているイン

ドネシア・ブカシ自動車

認証試験場に関連して、

その運営体制の支援を行

うため、インドネシア運

輸省（MOT）及びインド

ネシア自動車認証所（VT

CC）の職員に対し、速度

計、騒音防止装置等の審

査方法についての実地研

修を行い、 ソフト・ハ

ード一体となった支援に

貢献した。 

 

以上の理由から、中期

目標以上の成果を達成し

ており、Ａ評定と認めら

れる。 

 

＜課題と対応＞ 

特になし。 

 

フォーラム傘下の専門

家会議等の灯火の審査

に精通している自動車

認証審査部職員が Task 

force-Lamps Under Par

ked Conditions（※）

の共同議長に選出され

る等、国際基準策定に

貢献したこと。 

・外国関係機関との連

携し、東南アジア諸国

の自動車型式認証制度

の向上を支援した。そ

の内、日本政府が支援

して建設中のインドネ

シア・ブカシ自動車認

証試験場に関連して、

その運営体制の支援を

行うため、ソフト・ハ

ード一体となった支援

に貢献したこと。 

 
＜指摘事項、業務運営

上の課題及び改善方策

＞ 
特段なし 

 
＜その他事項＞ 
（外部有識者からの意

見） 
「Ａ」評定について異

論はなかった。 

 
４．その他参考情報 
特になし 
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様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 
Ⅰ．２．（２）② 新技術や社会的要請に対応した行政への支援 

自動車の審査業務の高度化 

検査における基準適合性審査 
業務に関連する政策・

施策 
5   安全で安心できる交通の確保、治安・生活の確保 

 17  自動車の安全性を高める 
当該事業実施に係る根拠

（個別法条文など） 
独立行政法人自動車技術総合機構法第 12条 

当該項目の重要度、困

難度 
重要度：髙 関連する政策評価・行政事

業レビュー 
行政事業レビューシート番号 予算事業 ID 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 
194、195 220、221 004198、004199 

 
２．主要な経年データ 
 ① 主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 
（前中期目標期間最

終年度値等） 

令和 

３年度 
令和 

４年度 
令和 

５年度 
令和 

６年度 
令和 

７年度 
 令和 

３年度 
令和 

４年度 
令和 

５年度 
令和 

６年度 
令和 

７年度 

        予算額（百万円） 23,035 27,922 28,236 30,703 28,404 
        決算額（百万円） 21,034 27,527 27,127 29,113 28,332 

        経常費用（百万円） 15,448 17,766 21,809 25,230 26,900 
        経常利益（百万円） 4,871 10,653 6,312 3,116 1,909 
        行政コスト（百万円） 18,717 20,990 24,579 27,892 29,542 
        従事人員数 1,032 1,043 1,057 1,073 1,013 

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 進展する自動

車技術に対応す

るため、審査事

務規程の改訂や

検査業務の実施

方法の高度化を

図ること。 

特に、自動車

技術の電子化及

び高度化の急速

な進展に対応す

るため、改正法

に基づき、自動

進展する自動

車技術に対応す

るため、審査事

務規程の改訂や

検査業務の実施

方法の高度化を

図ります。 

特に、自動車

技術の電子化及

び高度化の急速

な進展に対応す

るため、改正法

に基づき、OBD 検

＜主な定量的指標＞ 

特になし。 

 

＜その他の指標＞ 

特になし。 

 

＜評価の視点＞ 

計画通り着実に実行

できているか。 

＜主要な業務実績＞ 

審査事務規程の改正を 29 回実施し、このうち新たな自動車技術

に対応するため 16回改正を行った。  

また、構造等変更検査など他管轄事務所での審査結果通知発行

を防止するための機能や審査機器の湿潤時設定を明確化するなど

審査業務における利便性の向上のために自動車審査高度化施設の

更なる改修を行った。 

 

自動車製作者等から提出された技術情報について、令和３年 10

月より OBD 検査用サーバでの管理を開始した。その後、令和５年

４月に特定DTC照会アプリや利用者管理システムといった整備事業

者が OBD 検査システムを利用するためのシステムをリリースし、

令和５年 10 月から令和６年９月までプレ運用を実施した。プレ運

＜評定と根拠＞ 

Ａ 

OBD 検査プレ運用に

より明らかとなった

課題及び関係者から

の要望等について、

OBD 検査システムの改

修や制度周知等の対

応を進め、令和６年

10月より国産車のOBD

検査による合否判定

を開始し、円滑に運

用を進めた。 

評定 Ａ 評定 － 
＜評定に至った理由＞ 

中期計画として掲げた課

題について、限られた予

算及び人員の中で自動車

機構の努力と工夫によ

り、国土交通省の法令改

正や新たな自動車技術に

対応する審査方法とする

ために 19 回に及んだ審査

事務規定改正や令和 6 年

10 月から開始した OBD
検査の円滑な実施等の目
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車の電子的な検

査（以下「OBD 検

査」という。）に

必要な技術情報

を自動車機構が

一元的に管理す

ることとされ、

国土交通省が設

置する「車載式

故障診断装置を

活用した自動車

検査手法のあり

方検討会」最終

とりまとめ（平

成 31 年３月）に

おいて、OBD 検査

の対象及び開始

時期が決定され

た こ と を 踏 ま

え、令和３年９

月までに初期の

システム構築を

行い、同年 10 月

より検査対象車

両に関する技術

情報の管理を開

始すること。ま

た、職員への研

修や自動車整備

事業者等に対す

る検査手法の周

知 ・ 技 術 的 支

援、当該事業者

等を含めたプレ

運用を実施した

うえで、令和６

年 10 月より OBD

検査による合否

判定を開始する

こと。 

また、自動車

査に必要な技術

情報を自動車機

構が一元的に管

理することとさ

れ、国土交通省

が設置する「車

載式故障診断装

置を活用した自

動車検査手法の

あり方検討会」

最終とりまとめ

（平成 31 年３

月）において、

OBD 検査の対象及

び開始時期が決

定されました。

こ れ ら を 踏 ま

え、令和３年９

月までに初期の

システム構築を

行い、同年 10 月

より検査対象車

両に関する技術

情報の管理を開

始 し ま す 。 ま

た、職員への研

修や自動車整備

事業者等に対す

る検査手法の周

知 ・ 技 術 的 支

援、当該事業者

等を含めたプレ

運用を実施した

うえで、令和６

年 10 月より OBD

検査による合否

判定を開始しま

す。 

 

 

また、自動車

用において整備事業者や検査場から出た課題及び要望に対応した

後、令和６年 10月から国産車に対する OBD 検査による合否判定を

開始し、その後、国産車と仕様差異のある特定DTC情報読み出しに

係る通信機器への対応など、主に輸入車で確認されている課題へ

対応等を実施し、令和７年 10月に輸入車に対しても OBD 検査によ

る合否判定を開始した。  

また、OBD 検査を行う上で必要となる車両情報について、国の

自動車登録検査業務電子情報処理システム（MOTAS）と OBD 検査サ

ーバで連携を行い取得しているところ、機構のオンライン届出シ

ステムや軽自動車検査協会のシステムとも連携が可能となるよ

う、令和７年９月に前述の複数システムの仲介をなす車両情報連

携システムをリリースした。  

さらに、国際自動車検査委員会（CITA）の国際会議等におい

て、我が国の OBD 検査制度及び検査実績に関する発表の支援を行

うとともに課題の共有を行った。 

さらに、令和７年

10 月より OBD 検査に

よる合否判定を開始

する輸入車独自の課

題を洗い出し、課題

への対応を進めた。 

 

加えて、CITA の国

際会議等において、

我が国のOBD検査制度

について紹介すると

ともに、諸外国の車

検機関とOBD検査に関

する意見交換を実施

した。 

 

＜課題と対応＞ 

特になし。 

 

標に達しており、これら

の積極的な取組について

は、所期の目標を上回る

成果が得られる見込みが

あるとして、「Ａ」評定と

した。 
以上に加えて下記の評

価できる取組がある。 
・OBD検査プレ運用により

明らかとなった課題及び

関係者からの要望等につ

いて、OBD検査システムの

改修や制度周知等の対応

を進め、令和６年 10 月よ

り国産車の OBD 検査によ

る合否判定を開始し、円

滑に運用を進めたこと。 

・令和７年 10 月より OBD

検査による合否判定を開

始する輸入車独自の課題

を洗い出し、課題への対

応を進めたこと。 

 

 

＜指摘事項、業務運営上

の課題及び改善方策＞ 

特段なし 

 

＜その他事項＞ 

（外部有識者からの意

見） 
「Ａ」評定について異

論はなかった。 
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機構が道路運送

車両法に基づい

て管理する技術

情報について、

自動車整備事業

者における OBD検

査に係る情報の

適切な入力・提

出を確保するた

めに自動車整備

事業者における

OBD 検査の運用状

況を調査すると

ともに、当該調

査結果も踏まえ

た当該技術情報

の不正利用の防

止対策を検討す

るなど、技術情

報 の 適 正 な 管

理・提供を確保

すること。 

さらに、我が

国の OBD検査制度

について、車両

から読み出す情

報の拡充など、

国土交通省が行

う検査の高度化

の検討を支援す

るとともに、国

際自動車検査委

員会（ CITA）そ

の他の国際会議

等において普及

活動を行うとと

もに、アジア・

オセアニア等我

が国の自動車メ

ーカーが生産・

販売した車両が

機構が道路運送

車両法に基づい

て管理する技術

情報について、

自動車整備事業

者における OBD検

査に係る情報の

適切な入力・提

出を確保するた

めに自動車整備

事業者における

OBD 検査の運用状

況を調査すると

ともに、当該調

査結果も踏まえ

た当該技術情報

の不正利用の防

止対策を検討す

るなど、技術情

報 の 適 正 な 管

理・提供を確保

します。 

さらに、我が

国の OBD検査制度

について、車両

から読み出す情

報の拡充など、

国土交通省が行

う検査の高度化

の検討を支援す

るとともに、国

際自動車検査委

員会（ CITA）そ

の他の国際会議

等において普及

活動を行うとと

もに、アジア・

オセアニア等我

が国の自動車メ

ーカーが生産・

販売した車両が
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普及している地

域の検査機関等

に対する OBD検査

等に係る技術的

協力の可能性を

検討するなど、

検査の海外展開

推進の支援に努

めること。 

【重要度：高】 

改正法を受け

て新たに実施す

る OBD検査に必要

な技術情報の管

理に係る事務を

はじめ、自動車

技術の電子化及

び急速な進展に

対応するための

検 査 の 高 度 化

は、自動車機構

の目的に照らし

て最も重要な取

組みである。 

 

普及している地

域の検査機関等

に対する OBD検査

等に係る技術的

協力の可能性を

検討するなど、

検査の海外展開

推進の支援に努

めます。 

【重要度：高】 

改正法を受け

て新たに実施す

る OBD検査に必要

な技術情報の管

理に係る事務を

はじめ、自動車

技術の電子化及

び急速な進展に

対応するための

検 査 の 高 度 化

は、自動車機構

の目的に照らし

て最も重要な取

組みである。 

 
 
４．その他参考情報 
特になし 
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様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 
Ⅰ．２．（３） 新技術や社会的要請に対応した行政への支援 

自動車のリコール技術検証業務の高度化 
業務に関連する政策・

施策 
5   安全で安心できる交通の確保、治安・生活の確保 

 17  自動車の安全性を高める 
当該事業実施に係る根拠

（個別法条文など） 
独立行政法人自動車技術総合機構法第 12条 

当該項目の重要度、困

難度 
－ 関連する政策評価・行政事

業レビュー 
行政事業レビューシート番号 予算事業 ID 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 
194、195 220、221 004198、004199 

 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最

終年度値等） 

令和 

３年度 
令和 

４年度 
令和 

５年度 
令和 

６年度 
令和 

７年度 
 令和 

３年度 
令和 

４年度 
令和 

５年度 
令和 

６年度 
令和 

７年度 

車両不具合の

有無等の詳細

検討 

年間 

50件程度 

－ 69件 65件 57件 52件 66件 予算額（百万円） 23,035 27,922 28,236 30,703 28,404 

検証実験の実

施 
年間 

10件程度 
－ 11件 10件 11件 12件 12件 決算額（百万円） 21,034 27,527 27,127 29,113 28,332 

        経常費用（百万円） 15,448 17,766 21,809 25,230 26,900 
        経常利益（百万円） 4,871 10,653 6,312 3,116 1,909 
        行政コスト（百万円） 18,717 20,990 24,579 27,892 29,542 
        従事人員数 1,032 1,043 1,057 1,073 1,013 

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 自動運転シス

テム技術の日進

月歩での進展、

燃費や排出ガス

性能の向上等、

今後も自動車技

術の著しい発展

が見込まれるこ

と か ら 、 こ れ  

らの高度化・複

雑化する自動車

の新技術や不具

自動運転シス

テム技術の日進

月歩での進展、

燃費や排出ガス

性能の向上等、

今後も自動車技

術の著しい発展

が見込まれるこ

と か ら 、 こ れ 

らの高度化・複

雑化する自動車

の新技術や不具

＜主な定量的指標＞ 

・車両不具合の有無

等の詳細検討 

・検証実験の実施 

 

＜その他の指標＞ 

特になし。 

 

＜評価の視点＞ 

計画通り着実に実行

できているか。 

＜主要な業務実績＞ 

自動車技術の著しい発展による新技術や不具合に対応するため、

より専門性を有する職員の確保、育成や外部機関との連携による体

制の強化を図る。 

（ⅰ）自動車メーカー等における開発経験を有する者を技術検証

官として採用するとともに、自動車の新技術などの講演会へ出席

し、技術レベルの向上を図った。 

 

（ⅱ）先進自動車を含む自動車の事故・火災事例を踏まえた車両

の不具合の有無等の詳細検討において、専門の知識を持った検証官

による検討を、今中期期間において 309 件（123％達成）実施するこ

とにより、職員の育成を行った 

＜評定と根拠＞ 

Ｂ 

 期目標において設

定した数値目標はい

ずれも達成率した。 

 

業務実績のとおり

着実な実施状況にあ

ると認められる。 

 

＜課題と対応＞ 

特になし。 

評定 － 評定 － 
＜評定に至った理由＞ 
中期計画として掲げた課

題について、自動車の事

故・火災事例を踏まえた

車両の不具合の有無等の

詳細検討及び検証実験の

達成目標を着実に実施し

ており、目標の達成に向

かっていると認められる

ため、所期の目標を達成

できる見込みがあるとし
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合に対応するた

め、より高い専

門性を有する職

員の確保・育成

や、外部機関と

の連携等、業務

体制の強化を図

ること。 

これらの目標達

成のために具体

的には、担当職

員による会議に

おいて先進安全

自動車を含む自

動車の事故・火

災事例を踏まえ

た 車 両 不 具  

合の有無等の詳

細検討を 250 件

程度実施するこ

とにより、車両

不具合の有無等

の分析を進める

とともに職員の

育成を行い、併

せ て 技 術 検 証  

において、自動

車メーカーの報

告内容を確認す

るとともに、将

来の技術検証に

活用するための

知見を蓄積する

こ と を 目 的 と

し、検証実験を

50 件程度行うこ

と に 努 め 、 ま

た、海外事務所

等 も 利 用 し つ

つ、諸外国のリ

コール関連情報

合に対応するた

め、より高い専

門性を有する職

員の確保・育成

や、外部機関と

の連携等、業務

体制の強化を図

ります。 

これらの目標達

成のために具体

的には、担当職

員による会議に

おいて先進安全

自動車を含む自

動車の事故・火

災事例を踏まえ

た 車 両 不 具  

合の有無等の詳

細検討を 250 件

程度実施するこ

とにより、車両

不具合の有無等

の分析を進める

とともに職員の

育成を行い、併

せ て 技 術 検 証  

において、自動

車メーカーの報

告内容を確認す

るとともに、将

来の技術検証に

活用するための

知見を蓄積する

こ と を 目 的 と

し、検証実験を

50 件程度行うこ

と に 努 め 、 ま

た、海外事務所

等 も 利 用 し つ

つ、諸外国のリ

コール関連情報

事故・火災車両の調査件数 

年 度 
調査件数 

（件） 

令和３年度 69 

令和４年度 65 

令和５年度 57 

令和６年度 52 

令和７年度 66 

 

（ⅲ）技術検証において、自動車メーカーからの報告内容を確認す

るとともに、将来の技術検証に活用するための知見を蓄積する検証

実験を行った。今中期期間において 56 件（112％達成）の検証実験

を行った。 

また、事故・火災事例や検証実験については、部内の職員により

構成される会議や国土交通省との連携会議において検討するととも

に、情報共有に努めた。 

検証実験テーマ数 

年度 検証実験テーマ数 

令和３年度 11 

令和４年度 10 

令和５年度 11 

令和６年度 12 

令和７年度 12 

 

（a） 先進安全技術の特性を把握する実験 

自動車ユーザーから国土交通省に運転支援システムに関する不具

合等の情報が数多く寄せられている。その中には、装置の不要作動

なども含まれている。このため、運転支援システムの車種による特

性の違いを把握する実験を行い、将来の技術検証に活用するための

知見の蓄積を図った。 

 

 

 

 

 

 

【自動運転レベル２の特性把握実験】 

 

(b)車両火災の知見を蓄積する実験 

車両火災事案は構造・装置が焼損してしまい発生原因を特定しに

て、「Ｂ」評定とした。 
 
＜指摘事項、業務運営上

の課題及び改善方策＞ 
特段なし 

 
＜その他事項＞ 
（外部有識者からの意

見） 
「Ｂ」評定について異

論はなかった。 
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の活用を進める

こと。 
の活用を進めま

す。 
くい状況が多々ある。このため、火災を伴う不具合の技術検証能力

を高める必要があり、車両火災に係る知見の集積を図るべく、火災

関連の実験を実施した。 

【エンジン冷却剤の燃焼性確認実験】 

 

（ⅳ）ドイツ連邦自動車庁（KBA）とリコールや不具合情報、新技術

等に関する意見交換会議を開催し情報交換を行った。 

KBAとの連絡会議開催日 

開催回 年月日 

１ 令和３年 10月 15日 

２ 令和５年２月 16日 

３ 令和６年２月８日 

４ 令和７年２月 19日 

５ 令和８年２月 18日 
 

 
４．その他参考情報 
特になし 
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様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 
Ⅰ．３．(１) 自動車基準国際調和及び鉄道システムの海外展開への支援 

自動車基準の国際調和への支援 
業務に関連する政策・

施策 
5   安全で安心できる交通の確保、治安・生活の確保 

 17  自動車の安全性を高める 
当該事業実施に係る根拠

（個別法条文など） 
独立行政法人自動車技術総合機構法第 12条 

当該項目の重要度、困

難度 
重要度：髙 関連する政策評価・行政事

業レビュー 
行政事業レビューシート番号 予算事業 ID 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 
194、195 220、221 004198、004199 

 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最

終年度値等） 

令和 

３年度 
令和 

４年度 
令和 

５年度 
令和 

６年度 
令和 

７年度 
 令和 

３年度 
令和 

４年度 
令和 

５年度 
令和 

６年度 
令和 

７年度 

WP29 専門家会

議等における

発表 

年間 

６回程度 

－ ９回 10回 13回 12回 11回 予算額（百万円） 1,183 1,213 1,226 1,225 1,239 

        決算額（百万円） 1,667 1,664 1,706 2,193 2,073 
        経常費用（百万円） 1,633 1,763 1,785 1,920 1,942 
        経常利益（百万円） △129 7 66 48 △7 
        行政コスト（百万円） 1,684 1,861 1,886 2,018 2,100 
        従事人員数 43 53 53 52 49 

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載。 当法人は会計上のセグメントの単位が、評価における評価単位まで細分化できないため、本報告については各項目同一記載。 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 これまでの研究成

果や技術評価・認証

審査の知見を活用し

て、自動車基準の国

際調和及び鉄道シス

テムの海外展開への

支援のため、試験方

法等について積極的

な提案を着実に進め

ること。 

【重要度：高】 

『インフラシステ

これまでの研究成

果や技術評価・認証

審査の知見を活用し

て、自動車基準の国

際調和及び鉄道シス

テムの海外展開への

支援のため、試験方

法等について積極的

な提案を着実に進め

ます。 

【重要度：高】 

『インフラシステ

＜主な定量的指標＞ 

WP29 専門家会議等

における発表 

 

＜その他の指標＞ 

特になし。 

 

＜評価の視点＞ 

研究成果や技術評

価・認証審査の知見

を活用して、我が国

技術に係る国際基

＜主要な業務実績＞ 

自動車が基幹産業である日本は、日本の優れた技術を国

際標準化することにより国際競争で優位となることから、

インフラシステム海外展開戦略 2025（令和３年６月改訂

版）の「第２章 具体的施策の柱」における「５．質の高い

インフラと、現地との協創モデルの推進」の（２）現地の

社会課題に対するソリューション基盤の構築（Ｃ）我が国

のソリューション提案力の強化の国際標準化・ルール形成

の自動車において、「自動車の自動運転について、今後の我

が国の成長産業となるよう、国連自動車基準調和世界フォ

ーラムにおける車両に関する国際的な技術基準の策定等の

制度設計を推進する。」こととしている。そのため、国土交

＜評定と根拠＞ 

Ａ 

WP29 の専門家会議

に 74 回（のべ 214

人）、及び作業部会等

に 970 回 （ の べ

（1,676 人）に参加し

た。また、交通安全

環境研究所の存在感

の向上を目指し、会

議に参画する立場か

ら、５年間で 36 の会

評定 Ａ 評定 － 
＜評定に至った理由＞ 
中期計画として掲げた課

題について、限られた予

算及び人員の中で自動車

機構の努力と工夫によ

り、WP29 専門家会議等

における発表回数の達成

目標 146%、専門家会議等

への参画のべ人数1,204人
を派遣するなどこれらの

積極的な取組について
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ム 海 外 展 開 戦 略

2025』（令和２年 12

月改訂）において

は、国際標準化・ル

ール形成の推進が掲

げられており、自動

車基準の国際調和並

びに我が国鉄道産業

の活性化及び国際競

争力の確保を図る必

要がある。 

我が国技術の国際

標準の獲得を目指し

た国土交通省の自動

車基準調和世界フォ

ー ラ ム

（ UN/ECE/WP29）等

における活動を支援

するため、職員を我

が国代表の一員とし

て同フォーラム傘下

の専門家会議等に技

術専門家として積極

的に参加させ、交通

安全環境研究所の研

究成果を基に基準策

定に貢献することに

より、我が国が主導

して国際基準調和を

進めることが出来る

よう努めること。 

これらの目標達成の

ために具体的には、

専門家会議等におい

て基準案に不可欠な

要件に関する提案に

ついて、職員が 30

回程度発表を行うと

ともに、国内におけ

る国際基準調和に向

けた検討にも積極的

ム 海 外 展 開 戦 略

2025』（令和２年 12

月）においては、国

際標準化・ルール形

成の推進が掲げられ

ており、自動車基準

の国際調和並びに我

が国鉄道産業の活性

化及び国際競争力の

確保を図る必要があ

る。 

我が国技術の国際

標準の獲得を目指し

た国土交通省の自動

車基準調和世界フォ

ー ラ ム

（ UN/ECE/WP29）等

における活動を支援

するため、職員を我

が国代表の一員とし

て同フォーラム傘下

の専門家会議等に技

術専門家として積極

的に参加させ、交通

安全環境研究所の研

究成果を基に基準策

定に貢献することに

より、我が国が主導

して国際基準調和を 

進めることが出来る

よう努めます。 

これらの目標達成の

ために具体的には、

専門家会議等におい

て基準案に不可欠な

要件に関する提案に

ついて、職員が 30

回程度発表を行うと

ともに、国内におけ

る国際基準調和に向

けた検討にも積極的

準・試験方法のより

積極的な提案や、体

制整備を着実に進め

ているか。 

通省は、世界で初めて自動運転レベル 3の認証取得といった

高度な技術を有する日本の企業が、より活動しやすい環境

を整備するため、自動車にかかる国際基準調和を積極的に

推進している。 

そのため、交通安全環境研究所は、自動車の安全・環境

問題に関する国際基準を策定する国連欧州経済委員会自動

車基準調和世界フォーラム(UN/ECE/WP29)の諸活動に恒常的

に参画し、研究部門における基準策定支援研究の成果及び

認証審査部門における審査方法の知見を活用し、新たな国

際基準の提案や、基準策定に必要なデータの提供等を積極

的に行うことによって、国土交通省の自動車基準調和活動

の技術的支援を行っている。 

特に、最近の自動車の技術基準の国際調和については、

自動運転、セキュリティ対策、排出ガス不正ソフト対策

等、新たな技術課題に対応した新たな基準や国連規則の制

定等が進んでおり、このような高度かつ複雑化した新たな

技術課題について国際基準調和に関する課題に取り組む必

要があるため、平成 30 年４月に国際調和推進統括を設置し

た。 

さらに、自動運転に向けた技術が急速に進化しているこ

とから、平成 30年６月の WP29において、ブレーキ・走行装

置専門家会議（GRRF）を改編し、自動運転専門家会議（GRV

A）が新たに設置されるとともに、自動運転に必要な基準を

整備するために GRVA 傘下に６つの作業部会が設置されるこ

ととなった。現在は５つの専門家会議に参加している。 

令和３年度から、自動車技術総合機構は第２期中計画と

なったが、自動車基準の国際調和への支援は継続して行う

こととしており、新型コロナウイルスの感染防止のため、

令和３年度は国際会議への参加はすべて WEB会議での参加と

なったが、令和４年度の途中からは、新型コロナウイルス

の影響を踏まえて WP29 及び専門家会議は対面を基本とした

形で開催されるようになった。一方で、国際会議の設定の

し易さから、作業部会は引き続き WEB会議でも開催され、こ

れらの場で交通安全環境研究所の研究成果に基づく基準案

の提案等を行い、新たな国連規則案の承認等に貢献した。

国際会議開催の概要を以下に記す。 

国際調和推進統括の下で、環境研究部及自動車安全研究

部で行った先進的な技術要件のための研究成果に基づき、

自動車認証審査部におけるこれまでの審査方法の知見を活

かして、国が行う基準案策定を技術的に支援した。 

具体的には、UN/ECE/WP29 傘下の７つの専門家会議及びそ

議で主導した。 

 

交通安全環境研究

所の研究成果や知見

等に基づき、５年間

で 55 件 （ 達 成 率

183％）のプレゼンを

実施し、国連の HP で

公表された。 

 

以上の理由から、

中期目標以上の成果

を達成しており、Ａ

評定と認められる。 

 

＜課題と対応＞ 

特になし。 

 

は、所期の目標を上回る

成果が得られる見込みが

あるとして、「Ａ」評定と

した。 
 以上に加えて下記の評

価できる取組がある。 

・機構の存在感の向上を

目指し、会議に参画する

立場から、４年間で 27 の

会議で主導したこと。 

・機構の研究成果や知見

等に基づき、４年間で 44

件のプレゼンを実施し、

国連の HP で公表されたこ

と。 

 
＜指摘事項、業務運営上

の課題及び改善方策＞ 
特段なし 

 
＜その他事項＞ 
（外部有識者からの意

見） 
「Ａ」評定について異

論はなかった。 
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に参画すること。 に参画します。 の傘下の作業部会に、必要に応じて研究部門と自動車認証

審査部から共に出席する体制とした。基準案原案策定のた

めの作業部会には、若手職員を担当させることによって育

成に務めた。WP29の組織図を下記に示す。 

 

令和３年度～令和７年度における WP29 の会議体への出席

は、WP29 及び WP29 の傘下の５つの専門家会議（GR）に合計

74回のべ 214人が参加した。その他の作業部会等に合計 970

回参加し、参加者はのべ 1676 人であった。また、WP29 の傘

下の作業部会等のうち、各年度において５～９つの会議

（全体の 14％～26％に相当）で議長、副議長、共同議長及

び事務局を務め、会議を主導した。 

交通安全環境研究所は、WP29 の専門家会議及び作業部会

等に参加するなかで、交通安全環境研究所の役割を踏まえ

てより一層貢献していくことを目指して、必要な場合は作

業部会等の議長職(議長、副議長、事務局)も行いつつ、日

本の主張を基準に反映させるように提案を行い、議論を主

導していくこととしている。令和３年度～令和７年度に交

通安全環境研究所から参加した WP29 の傘下の国際会議を下

表に示す。 
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令和３年度～令和７年度に開催された専門家会議、作業

部会等において、基準案に不可欠な要件に関する提案につ

いて、職員が 55回の発表を行った（目標達成率 183％）。 

WP29 傘下の各専門家会議、及びその傘下に設置された作

業部会等において、以下の活動を行った。 

  

（ⅰ）一般安全専門家会議(GRSG) 

日本の直前直左鏡に関する保安基準と協定規則第 46号（U

N-R46）との調和活動をきっかけとして設置された VRU-Prox

i（Vulnerable RoadUsers proximity）インフォーマル会議

では、令和３年度より交通安全環境研究所の職員が議長を

務め、委員として参加した職員も積極的に議論に貢献し

た。令和４年度に、日本が提案し議論をリードした「車両

直前直左右確認装置にかかる国際基準（Vulnerable Road U

sers in Front and Side Close Proximity）」が WP29で採
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択された（UN-R166）。 

令和３年度より VRU-Proxiインフォーマル会議で活発な議

論が行われ、その要件に関し日本が積極的な提案を行った

「大型車の直接視界にかかる国際基準（driver’s direct 

vision for large and heavy vehicles）」が令和４年度に W

P29で採択された（UN-R167）。 

  

（ⅱ）衝突安全専門家会議(GRSP) 

令和３年５月の第 69回 GRSPにおいて、交通安全環境研究

所の調査結果を「Study of ISOFIX Booster Seats」（GRSP-

69-24）で報告し、それをもとにシートベルトの基準である

国連規則第 16 号（UN-R16）の改正を提案した。さらに、令

和３年 12 月の第 70 回 GRSP において、交通安全環境研究所

の調査結果を「Sled Test Results of Small Female Dumm

y」（GRSP-70-32）で紹介し、その結果から UN-R16 の改正提

案の妥当性を示した。 

第 69回 GRSPにおいて、ECRS(Enhanced Child Restraint

 Sytem)の基準である国連規則第 129号（UN-R129）の改正提

案で頸部傷害値の導入検討の議論に際し、交通安全環境研

究所の調査結果を報告して貢献した。 

歩行者保護基準の GTR である GTR9 で、アクティブ保護装

置の試験方法の明確化を目的とした DPPS（Deployable Pede

strian Protection Systems）インフォーマルワーキングで

は、試験時の歩行者の挙動の考え方や検知範囲の考え方に

関して、交通安全環境研究所職員が交通安全環境研究所で

実施した調査結果を提供して会議に貢献した。 

令和４年 12 月の第 72 回 GRSP において、UN-R137 の N1 カ

テゴリの傷害値を高齢者対応とする基準改正提案(GRSP-72-

06)の作成と紹介を交通安全環境研究所職員が行った。 

歩行者保護基準の GTR である GTR9 で、アクティブ保護装

置の試験方法の明確化を目的とした DPPS（Deployable Pede

strian Protection Systems）インフォーマルワーキングで

は、試験時の歩行者の挙動の考え方や検知範囲の考え方に

関して、交通安全環境研究所職員が交通安全環境研究所で

実施した調査結果を提供して会議に貢献した。 

令和６年５月の第 75 回 GRSP において、日本が提案した U

N-R137 の小型 N1 カテゴリの助手席女性乗員傷害値を高齢者

対応とする基準改定に合意した。この提案の必要性を示す

事故調査結果の作成と紹介を第 73回 GRSPにおいて交通安全

環境研究所職員が行った。 

令和６年 12 月の第 76 回 GRSP において、日本が交通安全
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環境研究所の調査結果から提案した、後席バックルベルト

の余長を制限する、シートベルトの車両組み込み要件を定

める基準である UN-R173の改定案が合意された。この提案の

必要性を示す事故調査結果の作成と紹介を第 73回と第 74回

GRSPにおいて交通安全環境研究所職員が行った。 

電気自動車の安全性に関する EVS（Electric Vehicle Saf

ety）インフォーマル会議では、交通安全環境研究所の職員

が事務局として会議運営に貢献した。 

  

（ⅲ）自動運転専門家会議（GRVA） 

自動運転に特化した基準扱う専門家会議として、設置さ

れた専門家会議である。令和２年度から令和３年度に交通

安全環境研究所の職員が副議長を担当し、各国と連携して

会議を進めた。 

令和２年度から令和３年度に交通安全環境研究所の職員

が共同議長を務め、その後も交通安全環境研究所の職員が

４つのサブグループも含め積極的に参加した VMAD インフォ

ーマル会議にて作業が行われた自動運転車の試験法（New A

ssessment and Test Method）と、交通安全環境研究所の職

員が積極的に参加した FRAV インフォーマル会議にて作業が

行われた自動運転車の安全性要件（ガイドライン）を統合

した自動運転車のガイドライン（Guidelines and recommen

dations for ADS safety requirements, assessments and 

test methods to inform regulatory development）が令和

４年５月に開催された第 19回 GRVAで合意され、令和４年６

月に開催された第 193回 WP29で採択された。 

同一車線内の低速型自動運転システムである UN-R157 Aut

omated Lane Keeping System（以下、ALKS）については、A

LKS の機能を拡張（最高速度上昇、車線変更機能追加）させ

た UN-R157-01 シリーズ改正案が令和４年６月に開催された

第 187 回 WP29 で採択された。01 シリーズには令和３年度に

開催された ALKS-SIG において、交通安全環境研究所が提供

した実験データを基に提案した条文（２つ）も採用され

た。 

UN-R79 に Risk Mitigation Function（以下、RMF）の要

件を追加するための議論が TF ADASで行われた。交通安全環

境研究所は会議に参加するとともに、EDSS（ドライバ異常

時対応システム）国内ガイドラインの要件を RMFの要件に取

り入れるための作業に貢献した。また、交通安全環境研究

所が実施した研究成果を TF ADASの RMF special sessionで

報告し、研究成果を基に提案した条文（２つ）を改正案に
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追加することが合意された。UN-R79 の改正案は令和３年５

月に開催された第 10回 GRVAで合意され、令和３年６月に開

催された第 184回 WP29で採択された。 

レベル２以下の運転支援機能（Driver Control Assistan

ce System、以下、DCAS）の新規則策定のための作業は TF A

DAS にて行われた。交通安全環境研究所職員も積極的に会議

に参加し、日本の意見、提案をドラフトに反映させる作業

に貢献した。新規則ドラフト（00 シリーズ）は令和６年１

月に開催された第 18回 GRVAで合意され、令和６年３月の第

192 回 WP29 で採択された。また、高速道路で一定の条件を

満たした場合にハンズオフを許容する改正提案（01 シリー

ズ）が令和７年１月の第 21回 GRVAで合意され、令和７年３

月の第 195 回 WP29 で採択された。01 シリーズ改正の議論に

おいて、交通安全環境研究所職員は、交通安全環境研究所

が実施したドライビングシミュレータ実験の結果を報告

し、実験結果をもとに提案したドライバの反応時間に関す

る条文が 01シリーズに採用された。 

大型車等の衝突被害軽減ブレーキの国連規則である UN-R1

31 の改正案を作成する作業が AEBS-HDV インフォーマル会議

にて行われた。現行の UN-R131に対し、車両対車両の速度低

減量の増大、車両対歩行者の要件追加を対象とし、議論が

進められた。交通安全環境研究所は会議に参加するととも

に、日本の意見・提案を改正案に取り入れる作業に貢献し

た。また、交通安全環境研究所が実施した実車性能調査結

果を第５回及び第６回の AEBS-HDV で報告し、調査結果を基

にした速度低減量に関する日本の提案が合意された。UN-R1

31 改正案は令和４年１月に開催された第 12 回 GRVA で合意

され、令和４年６月に開催された第 187 回 WP29 で採択され

た。 

乗用車のペダル踏み間違い時加速抑制装置（Acceleratio

n Control for Pedal Error、以下、ACPE）の新規則策定の

ための ACPE インフォーマル会議が令和５年３月～令和７年

１月までに計 13 回開催された。交通安全環境研究所の職員

は積極的に参加するとともに、交通安全環境研究所が実施

した実車調査の結果を第２回、第４回、第６回、第９回及

び第 10回の ACPEインフォーマル会議で報告し、ドラフトの

作成に貢献した。新規則（00シリーズ）は令和６年５月の G

RVA で合意され、令和６年 11 月の第 194 回 WP29 で採択され

た。また、改正提案（01 シリーズ）は令和 7 年 1 月の第 21

回 GRVAで合意され、令和７年６月の第 196回 WP29で採決さ

れた。 
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サイバーセキュリティ及びソフトウェアアップデート（C

S/OTA）については日本と UK、米国の３者が共同議長となり

基準案を策定し、令和３年１月に国連法規として発効し

た。サイバーセキュリティ基準は、日本では令和３年７月

から自動運転車及び OTA（Over The Air、無線によるソフト

ウェアアップデート）機能搭載車に対し適用となった。ま

た欧州でも令和３年７月から新型車への適用が開始され、

各国で審査が進んでいる。このような状況を踏まえ GRVA に

おいて、各国における同基準の審査制度の実装に関するワ

ークショップが設定された。同ワークショップは交通安全

環境研究所と国連の事務局が開催運営しており、1958 年協

定各国当局とテクニカルサービス（TS）に参加者を限定

し、ドイツ、フランス、オランダ、UK、イタリア、スペイ

ン、韓国などの各国当局者と、UTAC、TUV、IDIADA などの T

S が参加している（現在 40 名以上）。また、令和６年度に行

われたワークショップでは、架装車両に対する架装部品メ

ーカーに対する新酸素方法について具体的な議論を開始し

た。 

ソフトウェアアップデート基準について、車両に搭載さ

れた電子制御装置にインストールされるソフトウェアの更

新（アップデート）を適切に管理するため、バージョン情

報と関連する基準とを紐づける仕組みに関して、要件を厳

格化するための基準修正案を作成してきた。本修正につい

ては令和７年６月の GRVAにて承認を受け、令和７年 11月の

第 197回 WP29で採択された。 

  

（ⅳ）排出ガス・エネルギー専門家会議（GRPE） 

EVE インフォーマル会議では、交通安全環境研究所は副議

長を担当し、基準策定の過程の議論を主導してきた。車両

走行用のモーターを動力源として有する電気自動車、プラ

グインハイブリッド車のバッテリ耐久の要件に関する GTRの

検討を令和２年度に引き続き行い、第 85 回 GRPE（令和３年

11 月）に基準案を提出し合意され、令和４年３月に開催さ

れた第 186 回 WP29 において GTR が採択された。令和５年度

は GTR21（システム出力）、GTR22（乗用車車載バッテリ耐久

要件）の改正ドキュメントを提出した。令和６年度は計 16

回のインフォーマル会議を開催した（WEB 開催を含む）。そ

のうち一回は、東京にて開催し、会議の運営等に貢献し

た。電動車のシステム出力の技術要件である GTR21、乗用車

車載バッテリ耐久要件である GTR22及び重量車車載バッテリ

耐久要件が主な議題であった。重量車車載バッテリ耐久要
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件については、日本案として提案した充放電評価手法が含

まれており、過去に交通安全環境研究所で実験を行い、イ

ンフォーマル会議でデータを報告し、作成した案である。

また、GTR21 については、日本提案としてシステムベンチ手

法を用いたパワートレインの最高出力評価を取り入れてお

り、新たな国連法規の策定を進めた。令和６年３月 WP29 に

て承認されており、令和７年 10 月頃に UN-R177 として発効

された。さらに、GTR22 に関しても新たな国連法規の策定を

進めている。 

PMP インフォーマル会議では粒子状物質の粒子数による測

定法を作成しており、重量車の新たな PN 測定法について技

術基準（GTR）化に向け、統合決議（Consolidated Resolut

ion）案が GRPEに提出された。交通安全環境研究所職員は会

議に参加した。 

EPPR インフォーマル会議では、二輪車の環境・動力性能

要件の検討を行っており、排出ガス測定法の世界統一基準

（GTR2)の改正および耐久試験法の新規世界統一基準化の議

論を行い、令和４年度に開催された GRPE で合意された。交

通安全環境研究所職員は、それぞれのインフォーマル会議

において議論を主導し、これらの基準策定に貢献した。 

RDE インフォーマル会議では、これまでに交通安全環境研

究所で行った日本国内での公道での試験成立性についての

調査結果を提出し、RDE に関する国連規則及び GTR にその内

容が盛り込まれている。第 84 回 GRPE（令和３年６月）以

降、懸案事項となっていた CF（Conformity Factor）につい

て、令和４年１月に欧州裁判所の判決が出たことで国連規

則案の議論が再開され、交通安全環境研究所は技術的見地

からサポートを行った。また RDEの世界統一基準（GTR)化に

向けた議論が引き続き行われており、交通安全環境研究所

も議論に参加した。令和４年度は、日本と欧州委員会との

間で開催された個別会議において、欧州委員会が提案する

路上走行試験に使用する車載式排出ガス分析計（PEMS）の

誤差分のマージンを縮小する提案に対し、交通安全環境研

究所が測定したデータを基に日本の意見、提案を交通安全

環境研究所職員より説明した。なお RDEについては令和６年

３月に UN-R168 として国連規則としての路上走行試験法（U

NR-RDE)が発効した。 

自動車分野におけるカーボンニュートラルの達成のため

には、ライフサイクルでの CO2排出・削減の見える化を行う

必要があり、国際的に統一された公平・公正な LCA評価手法

の確立が必要不可欠となっている。そのため、第 83 回 GRP
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E（令和３年６月）において、日本から GRPEの優先項目とし

て Life Cycle Assessment (LCA)を議論する必要性につい

て問題意識を共有した。第 84 回 GRPE（令和３年 11 月）に

おいて、日本・韓国から LCAを優先項目に含めることを提案

し、第 86回 GRPEの会期中にワークショップを開催すること

とし、日本が共同議長を担当することとなった。その後、A

-LCA はインフォーマル会議となり、令和７年３月までの間

に計 22 回の A-LCA インフォーマル会議が開催された。交通

安全環境研究所職員は共同議長としてインフォーマル会議

を主導した。A-LCA インフォーマル会議では、自動車の（製

造、使用、廃棄等の）ライフステージごとに専門家グルー

プを発足し詳細な議論を開始したこと、また統計データで

はなく実測での地球温暖化ガスの排出値をより広い項目で

取得するための方策等について議論を行っており、令和７

年 11 月の A-LCA ガイダンス成立を目指している。A-LCA イ

ンフォーマル会議傘下のサブグループの１つに燃料・エネ

ルギー関連の評価方法を検討する SG6がある。令和５年度か

ら交通安全環境研究所職員は SG6にて共同リーダーを務め、

サブグループにおける燃料エネルギー関連の評価手法に関

する議論を主導するとともにドラフティングを進めた。 

  

（ⅴ）騒音・タイヤ専門家会議（GRBP） 

四輪車の騒音規制に関する国連規則第 51 号（UN-R51）及

び二輪車の騒音規制に関する国連規則第 41 号（UN-R41）で

は、試験法で規定されている加速走行の条件だけ騒音が小

さくなるようにすることを防止するための規定があるが、

その見直しのためインフォーマル会議を設置して議論が行

われている。当該会議体においては、交通安全環境研究所

の職員が共同議長を担当し、令和 6 年３月までに UN-R41 に

ついて５回、UN-R51 について３回の会議を実施し、国際的

な議論を主導した。 

特に、UN-R41 についてのインフォーマル会議において

は、これまでの研究成果に基づき、新たな規制ラインの妥

当性の検証結果と無段変速機（CVT）車の試験時の課題を指

摘したドキュメントを２件提出し、口頭発表を行った。提

出したドキュメントを基に議論を行い、インフォーマル会

議として、UN-R41 第５改訂版の改正提案及び UN-R41 第６改

訂版の新規提案を作成し、GRBP へ提案した。作成した提案

は、令和７年２月に開催された第 81 回 GRBP にて承認され

た。 

車両後退時の警報装置についての基準策定については、
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交通安全環境研究所の職員がタスクフォース（TF）の議長

を単独で務めた。交通安全環境研究所にて実施した試験法

の妥当性の検討結果の提供やドラフトの修正提案を行う

等、主導的な役割を果たし、新規則案を策定した（令和３

年度）。策定された新規則案は、令和４年６月に開催された

WP29 にて採択され、令和５年１月に新たな国連規則として

発行された。 

自動車騒音対策の今後の方向性について議論を行ってい

る Task Force on Vehicle Sound（TFVS）においては、交通

安全環境研究所がこれまでに実施してきた騒音の街頭検査

効率化のための研究について、令和５年度に１件の発表を

行い、成果のアピールを行った。 

  

（ⅵ）灯火器分科会（GRE） 

第 84 回 GRE(令和３年４月)において、1952 ブラッセル作

業部会（GTB）は、照灯の配光制御により車両前方に情報提

示を行う路面描画ランプを可変型走行ビーム（ADB）の規定

範囲内で運用可能とするための提案を、スペシャルセッシ

ョン（交通安全環境研究所も参加）での議論内容を反映し

て、提出した（GRE/2020/4/Rev.1）。交通安全環境研究所

は、路面描画の安全性を検討するため、自車両前方の路面

描画を注視するドライバが先行車の減速にどの程度速やか

に気づくことができるかを調査する実験を実施し、他の交

通参加者が見た場合の影響についても調査した。これらの

調査結果及び路面描画の懸念点をまとめたインフォーマル

ドキュメントを日本が提出し（GRE-84-36）、GTB から提出さ

れたフォーマルドキュメントは否決、再検討されることと

なった。第 85 回 GRE(令和３年 10 月)で再度、GTB から路面

描画を運用可能とするための修正提案(GRE/2021/18)が提出

された。GTB の提案には他の運転者への影響が危惧される変

形の描画パターンについての懸念が残っていたため、日本

は当該パターンの削除と路面描画の変形禁止を明確にする

ためのインフォーマルドキュメント(GRE-85-25)を提出し

た。その結果、日本の意見を反映する形で提案が採択さ

れ、令和４年６月の WP29 において、1952 ブラッセル作業部

会（GTB）から提案された灯光の配光制御により車両前方に

情報提示を行う路面描画を可変型走行ビーム（ADB）の規定

範囲内で運用可能とする案が採択された。 

第 90 回 GRE（令和６年４月）では、方向指示器に連動す

る視覚情報を路面上に投影する信号灯路面描画のインフォ

ーマル文書が提出された。本文書には、交通安全環境研究
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所が国際学会（ISAL）において報告した信号灯路面描画の

有効性を示した研究実績が参照されている。第 91 回 GRE

（令和６年 10 月）では、方向指示器の路面描画について、

描画パターンをシェブロン（山形）に限定する案が提出さ

れたが、交通安全環境研究所は、パターンの大きさや形状

によって描画の有効性が異なることを明らかにしており、

適切な描画方法について協議し、方向指示器路面描画の基

準案については、第 93 回（令和７年 10 月）GRE で仮合意さ

れ、第 94 回（令和８年４月）で再確認のうえ、令和８年６

月に WP29へ上程することとなった。 

また、前照灯の配光制御により車両の予測軌道を投影す

る新たな路面描画の提案について、交通安全環境研究所は

過去の調査結果に基づき、他車両への悪影響に関する評価

が不十分であると指摘し、関係者と調整を行った。その結

果、第 91 回 GRE では、予測軌道の描画パターンを長方形に

限定し、その幅も一定以下とする要件が合意され、令和７

年３月の WP29に上程された。 

第 91 回 GRE において、交通安全環境研究所は車両が自動

運転中であることを示す自動運転マーカーランプの見え方

を評価するモニター評価実験の結果を報告し、今後の基準

化の議論や判断に資する情報を提供した。加えて、自動運

転マーカーランプの導入に関して４か国の一般ドライバを

対象とした意識調査を実施し、今後の国際会議で報告する

準備を進めた。 

GRE でランプの眩しさ対策が課題として取り上げられ、交

通安全環境研究所は高齢者におけるランプの眩しさを評価

したこれまでの研究成果を第 91 回 GRE で報告し、令和７年

度に発足する TF-Glare Preventionの設立に貢献した。 

  

（ⅶ）国際車両型式認証制度専門家会議（IWVTA） 

令和３年度と令和４年度に交通安全環境研究所の職員が

議長を担当し、各国と連携して会議を進めた。 

国際的な車両型式制度を発展させるため、排出ガス・燃

費試験法（WLTP）に係る基準（UN-R154)を第４シリーズ改

正で IWVTA に追加した。また、IWVTA を取得するのに必要な

灯火器等に係る型式認証を、灯火器等の取付に関する規則

（UN-R48)による型式認証で代表できるような取り扱いを第

５シリーズ改正で行えるようにした。 

令和４年６月の WP29 で、新たに採択された UN 規則を IWV

TA に含めるかどうかを検討するための手順を IWVTA インフ

ォーマル会議で検討していくことが了承され、同会議で検
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討が行われた。 

  

（ⅷ）令和６年１月、自動車基準の国際調和活動において

国連への窓口機関となっている自動車基準認証国際化研究

センターにおいて、官民からなる「自動車イノベーション

技術基準化研究所」が設立された。 同研究所には自動車の

安全・環境性能の向上、関連産業の国際競争力確保を目的

に、官民連携で「自動運転技術」と「カーボンニュートラ

ル技術」の国際基準化を主導する組織として、 「自動運転

センター」、「カーボンニュートラルセンター」を設置さ

れ、交通安全環境研究所職員が自動車イノベーション技術

基準化研究所長、自動運転センター長及びカーボンニュー

トラルセンター長に就任した。 

 

 
４．その他参考情報 
特になし 
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様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 
Ⅰ．３．（２） 自動車基準国際調和及び鉄道システムの海外展開への支援 

鉄道システムの海外展開への支援 

  ①ISO、IEC等への参画 

  ②国際的な認証審査・規格適合性評価の推進等 
業務に関連する政策・

施策 
5   安全で安心できる交通の確保、治安・生活の確保 

 17  自動車の安全性を高める 
当該事業実施に係る根拠

（個別法条文など） 
独立行政法人自動車技術総合機構法第 12条 

当該項目の重要度、困

難度 
重要度：髙 関連する政策評価・行政事

業レビュー 
行政事業レビューシート番号 予算事業 ID 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 
194、195 220、221 004198、004199 

 
２．主要な経年データ 
 ② 主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達 成

目標 
基準値 

（前中期目標期間

最終年度値等） 

令和 

３年度 
令和 

４年度 
令和 

５年度 
令和 

６年度 
令和 

７年度 
 令和 

３年度 
令和 

４年度 
令和 

５年度 
令和 

６年度 
令和 

７年度 

国内での ISO、IEC等の
専門家会議へ参加 

年間 

14回

程度 

－ 21回 22回 24回 16回 24回 予算額（百万円） 1,183 1,213 1,226 1,225 1,239 

認証審査及び規格適合

性評価に係る受託契約

の完遂率を 100% 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100％ 決算額（百万円） 1,667 1,664 1,706 2,193 2,073 

        経常費用（百万円） 1,633 1,763 1,785 1,920 1,942 
        経常利益（百万円） △129 7 66 48 △7 
        行政コスト（百万円） 1,684 1,861 1,886 2,018 2,100 
        従事人員数 43 53 53 52 49 

。 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 ①ISO、IEC等への参画 ①ISO、IEC等への参画 ＜主な定量的指標＞ ＜主要な業務実績＞ ＜評定と根拠＞ 評定 Ａ 評定 － 
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ISO（国際標準化機

構）、IEC（国際電気標

準会議）等の国際標準

化活動に参画し、我が

国の優れた鉄道技術・

規格の国際標準化の推

進に貢献すること。 

これらの目標達成の

ために具体的には、関

係する国内での ISO、

IEC 等の専門家会議へ

70 回程度参加するこ

と。 

 

②国際的な認証審査・

規格適合性評価の推進

等 

我が国鉄道システム

の海外展開を支援する

ため、認証審査及び規

格適合性評価を積極的

に行うこと。これらの

目標達成のために具体

的には、認証審査及び

規格適合性評価に係る

受託契約の完遂率を

100%とすること。ま

た、海外での認知度向

上に努めること。 

 

ISO（国際標準化機

構）、IEC（国際電気標

準会議）等の国際標準

化活動に参画し、我が

国の優れた鉄道技術・

規格の国際標準化の推

進に貢献します。 

これらの目標達成の

ために具体的には、関

係する国内での ISO、

IEC 等の専門家会議へ

70回程度参加します。 

 

 

②国際的な認証審査・

規格適合性評価の推進

等 

我が国鉄道システム

の海外展開を支援する

ため、認証審査及び規

格適合性評価を積極的

に行います。これらの

目標達成のために具体

的には、認証審査及び

規格適合性評価に係る

受託契約の完遂率を

100%とします。また、

海外での認知度向上に

努めます。 

・ISO、IEC 等の専

門家会議への参加 

・認証審査及び規格

適合性評価に係る受

託契約の完遂率 

 

＜その他の指標＞ 

特になし。 

 

＜評価の視点＞ 

計画通り着実に実行

できているか。 

① ISO、IEC等への参画 

鉄道の国際標準化活動に参画し、我が国の優れ

た鉄道技術・規格の国際標準化を推進するための

活動に取り組んだ。 

IEC（国際電気標準会議）の鉄道用電気設備とシ

ステム専門委員会（IEC/TC 9）、ISO（国際標準化

機構）の鉄道分野専門委員会（ISO/TC 269）、及び

生体影響に関する電磁界計測の標準化専門委員会

（IEC/TC 106）等において、国内の専門家会議に計

107回参加。（達成率 152.9%）。 

ISO、IEC 等の国内の専門家会議において、我が

国の優れた技術を推進すべく、研究成果に基づい

た知見等を提供した。 

 

② 国際的な認証審査・規格適合性評価の推進等 

認証審査及び規格適合性評価を実施し、我が国

鉄道システムの海外展開を支援するための活動に

取り組んだ。 

令和７年度末までの終了予定 61 案件全てに対し

成果物を発行し、認証審査及び規格適合性評価に

係る受託契約について 100%完遂した。 

新規の認証審査については今中期期間に認証書

を合計 13 案件(規格数としては合計 21 件)発行し

た。また、令和６年度からは、重要化・ニーズが

高まると考えられる、鉄道製品のサイバーセキュ

リティに関する規格への適合性評価を開始し、２

製品に対して報告書を発行し取り組みを進めた。 

また、継続案件を含めた業務規模に安定的・継

続的に対応できるよう、令和６年度は鉄道認証研

究員等の新たな職位を設けるとともに、令和７年

度に新たに３名の職員を増員し審査員として育成

し、持続可能な体制を確保し業務を遂行した。 

令和７年度は５月と７月に IEC 62425 Ed.2、IEC 

62278-1 Ed1.0及び IEC 62278-2 Ed.1.0 の３規格

が新規に発行されたが、今後新規格に対する認証

審査・適合性評価に関するニーズが高まることが

予想されることから、審査内容の旧規格との差分

分析、マネジメント文書の改訂、審査員への教

育、認定機関との協議など準備を進めた。 

海外での認知度向上に関しては、鉄道技術の総

合見本市「鉄道技術展」（2021/11/24～11/26、

Ａ 

中期目標において設定し

た数値目標である ISO、IEC

等の専門家会議への参加に

ついて、５年間で達成率が

152％に達している。 

 

認証審査及び規格適合性

評価に係る受託契約の完遂

率についても 100％達成し

ている。そのうち２案件に

ついては、新分野（サイバ

ーセキュリティ）の適合性

評価方法を確立したうえで

評価報告書を発行した。 

 

また、令和７年に発行さ

れた安全性・信頼性に関す

る IEC の３つの規格につい

て、認証審査・規格適合性

評価ができるよう、マネジ

メント文書の改訂、審査員

の教育、認定機関との協議

などを実施した。さらに、

認証審査及び規格適合性評

価に関する国際的な規格の

理解度向上に関するセミナ

ー（RAMS 規格セミナー）を

期間内 19回開催し、受審す

る側の国際的な規格への理

解度向上に貢献した。 

 

加えて、関係メーカー等

からの業務需要に適時的確

に対応し、認証書の発行や

規格適合性に関する報告書

の発行を通じ、我が国鉄道

システムの海外展開に貢献

した。 

また経済産業省が主催す

る「令和７年度産業標準化

＜評定に至った理由＞ 
中期計画として掲げた課

題である、ISO、IEC 等

の専門家会議への参加に

ついて、４年間で達成率

が 118％に達しており、

また、認証審査及び規格

適合性評価に係る受託契

約の完遂率についても

100％達成していること

から、所期の目標を上回

る成果が得られる見込み

があるとして、「Ａ」評

定とした。 
・認証審査及び規格適合

性評価に係る受託契約の

完遂率についても 100％達

成し、かつ、そのうち2案

件については、新分野

（サイバーセキュリテ

ィ）の適合性評価方法を

確立したうえで評価報告

書を発行したこと。 

・関係メーカーの協力を

得つつ、鉄道認証室が認

証した鉄道製品について

海外鉄道プロジェクトに

おける活用実績リストを

拡充するとともに、活用

実績を整理し、交通安全

環境研究所の HP に掲載し

たこと。      

・関係メーカー等からの

業務需要に確実に対応

し、認証書の発行や規格

適合性に関する報告書の

発行を通じ、我が国の鉄

道システムの海外展開に

貢献した。 
 
＜指摘事項、業務運営上
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2023/11/8～10、2025/11/26～11/29)におけるパネ

ル展示及びパンフレットの配布、鉄道の国際的な

展 示 会 「 Innotrans 」（ 2022/9/20 ～ 9/23 、

2024/9/24～9/27）におけるパンフレット配布を行

った。また関係メーカーの協力を得つつ、交通安

全環境研究所 HP に海外鉄道プロジェクトにおける

認証活用実績リストを掲載する等、情報発信を進

め、認知度向上に努めた。 

さらに、意見交換及び情報発信のため以下のセ

ミナーを開催した。 

〇「国際規格とセキュリティ・安全性セミナー」

（WEB 開催） 

 令和４年度 ５回開催 

〇「新技術と国際規格セミナー」 令和５年度～令

和６年度 ７回開催 

〇「RAMS 規格セミナー」 令和７年度 ７回開催 

関係メーカー等からの業務需要に確実に対応

し、認証書の発行や規格適合性に関する報告書の

発行を通じ、我が国鉄道システムの海外展開に貢

献した。 

経済産業省が主催する「令和７年度産業標準化

事業表彰」においてその功績が認められ、「イノベ

ーション・環境局長表彰」を受賞した。 

事業表彰」においてその功

績が認められ、「イノベー

ション・環境局長表彰」を

受賞した。 

以上の理由から、中期目

標以上の成果を達成してお

り、Ａ評定と認められる。 

 

＜課題と対応＞ 

特になし。 

の課題及び改善方策＞ 
特段なし 

 
＜その他事項＞ 
（外部有識者からの意

見） 
「Ａ」評定について異

論はなかった。 
 

 
４．その他参考情報 
特になし 
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様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 
Ⅰ．４．（１）（２）

（３） 
その他国土交通行政への貢献 

盗難車両対策 

点検・整備促進への貢献等 

関係機関との情報共有の促進 
業務に関連する政策・

施策 
5   安全で安心できる交通の確保、治安・生活の確保 

 17  自動車の安全性を高める 
当該事業実施に係る根拠

（個別法条文など） 
独立行政法人自動車技術総合機構法第 12条 

当該項目の重要度、困

難度 
－ 関連する政策評価・行政事

業レビュー 
行政事業レビューシート番号 予算事業 ID 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 
194、195 220、221 004198、004199 

 
２．主要な経年データ 
 ① 主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最

終年度値等） 

令和 

３年度 
令和 

４年度 
令和 

５年度 
令和 

６年度 
令和 

７年度 
 令和 

３年度 
令和 

４年度 
令和 

５年度 
令和 

６年度 
令和 

７年度 

検査員研修

等への講師

派遣回数 

年間 

1,000 回程

度 

－ 1,179回 1,564回 1,857回 1,721回 1,532回 予算額（百万円） 23,035 27,922 28,236 30,703 28,404 

        決算額（百万円） 21,034 27,527 27,127 29,113 28,332 
        経常費用（百万円） 15,448 17,766 21,809 25,230 26,900 
        経常利益（百万円） 4,871 10,653 6,312 3,116 1,909 
        行政コスト（百万円） 18,717 20,990 24,579 27,892 29,542 
        従事人員数 1,032 1,043 1,057 1,073 1,013 

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 自動車の盗難防

止等を図るため、

車台番号の改ざん

等の盗難や不正が

疑われる受検事案

があった場合に

は、速やかに国土

交通省へ通報する

こと。 

 

自動車の盗難

防止等を図るた

め、車台番号の

改ざん等の盗難

や不正が疑われ

る受検事案があ

った場合には、

速やかに国土交

通省へ通報しま

す。 

＜主な定量的指標＞ 

検査員研修等への

講師派遣回数 

 

＜その他の指標＞ 

特になし。 

 

＜評価の視点＞ 

計画通り着実に実行

できているか。 

＜主要な業務実績＞ 

自動車の盗難防止等に貢献するためネットワークシステムを活

用し、車台番号の改ざん事例を全国展開することにより、職員に

よる改ざん等に関する確認能力の向上を図り、車台番号の改ざん

等が疑われる自動車を全国で 382 件発見し、国土交通省へ通報を

行った。このうち 10件は、盗難車の発見に繋がった。また、盗難

車の発見に貢献した職員は業績表彰の対象にすることとし、職員

の意欲向上に努めた。  

令和５年４月の OBD 検査システムのリリースにより VINの読み

取り機能を実装した。また、当該機能により VIN 読み取りを行え

＜評定と根拠＞ 

Ａ 

中期目標において

設定した数値目標の

達成率が 156％に達し

ている。 

また、数値目標以外

の項目についても、

着実に業務を遂行し

ている。 

評定 Ａ 評定 － 
＜評定に至った理由＞ 
中期目標において設定

した数値目標の達成率が

現時点で 126％に達して

おり、数値目標以外の項

目についても、着実に業

務を遂行していることか

ら、所期の目標を上回る

成果が得られる見込みが
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また、OBD 検査

システムを活用

し、車台番号の改

ざんの検出や検査

における同一性確

認を効率的に行う

手法を検討するこ

と。 

 

適切な点検・整

備及びリコール改

修の促進のため、

国土交通省と連携

して啓発活動を行

い、また、国土交

通省が行う指定自

動車整備事業者の

検査員研修等に講

師を派遣するなど

の支援に努めるこ

と。 

 

 

また、自動車特

定整備事業者が行

う点検・整備につ

いても、自動車機

構が構築する OBD

検査システムとの

連携を通じ、促進

を図ること。 

【指標】 

● 国土交通省

が実施する検査等

に係る研修等への

講師の派遣状況

（評価指標） 

国土交通省から

提供される車両諸

元情報を検査業務

に活用できるよう

また、OBD 検査

システムを活用

し、車台番号の

改ざんの検出や

検査における同

一性確認を効率

的に行う手法を

検討します。 

 

適切な点検・

整備及びリコー

ル改修の促進の

ため、国土交通

省と連携して啓

発活動を行い、

また、国土交通

省が行う指定自

動車整備事業者

の検査員研修等

に講師を 5,000回

程度派遣するな

どの支援に努め

ます。 

また、自動車

特定整備事業者

が行う点検・整

備についても、

自動車機構が構

築する OBD検査シ

ステムとの連携

を通じ、促進を

図ります。 

 

 

 

 

 

国土交通省か

ら提供される車

両諸元情報を検

査業務に活用で

る車両の拡充に向けて、必要な技術検討を行った。  

加えて、並行輸入自動車の審査において確認している自動車通

関証明書について、電子化された証明書を MOTAS 経由で取得する

ためのシステム整備を行い、令和７年 10月より運用を開始した。

これにより、証明書の偽造を未然に防ぐことが可能となった。 

適切な点検・整備を促進する観点から、審査結果が不適合であ

った車両の受検者に対して、測定結果等の審査結果情報を提供す

るとともに、引き続き国と連携して点検整備推進運動に参加し

た。  

また、リコールに該当する不具合の早期発見と迅速な措置に繋

がるよう車両の不具合情報の収集に努め、設計製造に起因するお

それのある不具合情報を国土交通省に報告した。  

加えて、国土交通省が行う自動車検査員研修等の講師依頼を受

け、7,838 回延べ 8,401 名の職員を派遣し、審査事務規程につい

ての講義を行った。  

検査員研修等の機会を捉え、自動車整備事業者への OBD 検査の

概要や OBD 検査システムの周知を図った。  

また、令和３年度に、入力した車両情報からリコール情報等を

容易に検索できる機能を OBD 検査システムに付与したほか、令和

７年度に、OBD 検査の結果を利活用し、点検・整備の促進、リコ

ールにつながるデータの抽出を可能とするため、情報集計・分析

が行える BIツールを構築した。  

さらに、令和７年度に、OBD 検査不合格車両の点検・整備に必

要なスキャンツールの機能拡充に向けて国土交通省を中心に検討

されている、自動車メーカーからスキャンツールメーカーへの技

術情報提供のスキームにおいて、技術情報提供の仲介等の役割を

担うこととした。 

国土交通省から提供される車両諸元情報を検査業務へ活用をす

るため、機構の検査業務に用いるシステムと国土交通省の個別業

務システムを連携させ、OBD 検査の対象車両の判定を行うための

車両諸元情報のデータベース化を行った。 

また、本部と交通安全環境研究所、各地方検査部等とが連携

し、地震や大雨、台風、大雪等、頻発する自然災害等による職員

の安否、施設への被害状況、業務継続の可否等の情報を国土交通

省や関係機関と共有して連携を図った。 

 

以上の理由から、中

期目標以上の成果を

達成しており、Ａ評

定と認められる。 

 

＜課題と対応＞ 

特になし。 

あるとして、「Ａ」評定

とした。 

 

＜指摘事項、業務運営上

の課題及び改善方策＞ 
特段なし 

 
＜その他事項＞ 
（外部有識者からの意

見） 
「Ａ」評定について異

論はなかった。 
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データベース化を

令和４年度中に検

討すること。 

 

また、大規模災

害等に備えてハー

ド、ソフト面で国

土交通省や関係機

関との連携を図る

こと。 

きるようデータ

ベース化を令和

４年度中に検討

します。 

また、大規模

災害等に備えて

ハード、ソフト

面で国土交通省

や関係機関との

連 携 を 図 り ま

す。 

 
 
４．その他参考情報 
特になし 
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様式１－２－４－２ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 
Ⅱ．１．（１）（２）

（３） 

  ２．（１）（２）

（３） 

業務運営 

一般管理費及び業務経費の効率化目標等、調達の見直し、業務運営の情報化・電子化の取組 

組織運営 

要員配置の見直し、その他実施体制の見直し、人事に関する計画 
業務に関連する政策・

施策 
5   安全で安心できる交通の確保、治安・生活の確保 

 17  自動車の安全性を高める 
当該事業実施に係る根拠

（個別法条文など） 
独立行政法人自動車技術総合機構法第 12条 

当該項目の重要度、困

難度 
－ 関連する政策評価・行政事

業レビュー 
行政事業レビューシート番号 予算事業 ID 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 
194、195 220、221 004198、004199 

 
２．主要な経年データ 
 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な

情報 
一般管理費（運

営費交付金を充

当して行う業務

に 限 る 。 人 件

費、公租公課等

の所要額計上を

必要とする経費

及び特殊要因に

より増減する経

費を除く。）の効

率化 

中期目標期間中

に見込まれる当

該経費総額（初

年度の当該経費

相当分に５を乗

じた額）を６％

程度削減 

－ ０％ ０％ ０％ ０％ 5.82％ 年度計画で数値を定量化していな

いため、中期計画最終年度におい

て達成度の算出を行う。 

業務経費（運営

費交付金を充当

して行う業務に

限る。人件費、

公租公課等の所

要額計上を必要

とする経費及び

特殊要因により

増減する経費を

除く。）の効率化 

中期目標期間中

に見込まれる当

該経費総額（初

年度の当該経費

相当分に５を乗

じた額）を２％

程度削減 

－ ０％ ０％ ０％ ０％ 1.98％ 年度計画で数値を定量化していな

いため、中期計画最終年度におい

て達成度の算出を行う。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 運営費交付金

を充当して行う

業 務 に つ い て

は、一般管理費

（人件費、公租

公課等の所要額

計上を必要とす

る経費及び特殊

要因により増減

す る 経 費 を 除

く。）について、

中期目標期間中

に見込まれる当

該経費総額（初

年度の当該経費

相当分に５を乗

じた額）を６％

程度、業務経費

（人件費、公租

公課等の所要額

計上を必要とす

る経費及び特殊

要因により増減

す る 経 費 を 除

く。）について、

中期目標期間中

に見込まれる当

該経費総額（初

年度の当該経費

相当分に５を乗

じた額）を２％

程度、それぞれ

抑制すること。 

 

「独立行政法

人における調達

等合理化の取組

運営費交付金

を充当して行う

業 務 に つ い て

は、一般管理費

（人件費、公租

公課等の所要額

計上を必要とす

る経費及び特殊

要因により増減

す る 経 費 を 除

く。）について、

中期計画期間中

に見込まれる当

該経費総額（初

年度の当該経費

相当分に５を乗

じた額）を６％

程度、業務経費

（人件費、公租

公課等の所要額

計上を必要とす

る経費及び特殊

要因により増減

す る 経 費 を 除

く。）について、

中期計画期間中

に見込まれる当

該経費総額（初

年度の当該経費

相当分に５を乗

じた額）を２％

程度、それぞれ

抑制します。 

 

「独立行政法

人における調達

等合理化の取組

＜主な定量的指標

＞ 

・一般管理費の効

率化 

・業務経費の効率

化 

 

＜その他の指標＞ 

特になし。 

 

＜評価の視点＞ 

計画通り着実に実

行できているか。 

＜主要な業務実績＞ 

一般管理費（人件費、公租公課等の所要額計上を必要とする経費及び

特殊要因により増減する経費を除く。）については、一般管理業務に係る

消耗品の購入費等を削減するなどにより経費削減を図った。業務経費

（人件費、公租公課等の所要額計上を必要とする経費及び特殊要因によ

り増減する経費を除く。）についても、審査業務に係る消耗品の購入費等

を削減するなどにより経費削減を図った。また、予算の執行状況を踏ま

え、四半期ごとに配賦額を調整することで経費を抑制し、目標を達成し

た。 

（単位：千円） 

 達成目標 基準値 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 

一般 

管 理

費 

227,678 48,442 48,442 46,990 45,582 44,215 42,888 

業 務 

経 費 

2,602,278 531,077 531,077 525,767 520,510 515,306 510,153 

 

「令和７年度独立行政法人自動車技術総合機構調達等合理化計画」に

基づき、契約監視委員会において点検・見直しを実施しているととも

に、同計画において調達の改善等を図る観点から、重点的に取り組む分

野に掲げた審査上屋等における改修等工事に関する調達について、公告

期間について当機構の規定する期間より多くの期間を確保するととも

に、仕様書内容を具体的かつ詳細に明示するなど、透明性、競争性の確

保に努めた結果、競争入札における１者応札の割合は 35.2％となった。 

また、他の機関との共同調達の実施については、従来から実施してい

た隣接する他の研究機関と交通安全環境研究所において実施したのに加

えて、独立行政法人国際観光振興機構と自動車技術総合機構本部におい

てコピー用紙購入及び名刺の印刷の共同調達を実施した結果、共同調達

の件数は６件となった。 

 

自動車機構内の効率的な情報共有および円滑かつ迅速な意思決定の実

現を目的に、情報システム基盤の整備・運用見直し、セキュリティ対策

の強化、ならびに業務システム全体の最適化を一体的に推進した。デジ

タル庁が策定した「情報システムの整備及び管理の基本的な方針」に則

り、基盤システムの共通化・クラウド利活用を前提とした刷新を行うと

ともに、Microsoft 365の導入等により情報共有基盤の高度化を図り、業

＜評定と根拠＞ 

Ｂ 

業務実績のとおり着実な

実施状況にあると認められ

る。 

 

＜課題と対応＞ 

特になし。 

評定 Ｂ 評定 － 
＜評定に至った理由

＞ 
中期計画として掲げ

た課題について、着

実に目標の達成に向

かっていると認めら

れるため、所期の目

標を達成できる見込

みがあるとして、

「Ｂ」評定とした。 
 
＜今後の課題＞ 
特段なし 

 
＜その他事項＞ 
（外部有識者からの

意見） 
「Ｂ」評定につい

て異論はなかった。 
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の 推 進 に つ い

て」（平成 27年 5

月 25 日総務大臣

決定）等を踏ま

え、公正かつ透

明な調達手続に

よる適切で迅速

かつ効果的な調

達を実現する観

点から、毎年度

策定する「調達

等合理化計画」

に基づく取組を

着実に実施し、

調達の効率化、

コスト縮減を図

ること。 

また、随意契

約 に つ い て は

「独立行政法人

の随意契約に係

る 事 務 に つ い

て」（平成26年10

月１日付け総管

査第284号総務省

行政管理局長通

知）に基づき、

公正性・透明性

を確保しつつ合

理的な調達を実

施すること。 

 

自動車機構内

の効率的な情報

共有を図り、円

滑かつ迅速な意

思決定プロセス

を 推 進 す る た

め、情報システ

ム基盤の整備及

びセキュリティ

の 推 進 に つ い

て」（平成 27 年

5 月 25 日総務大

臣決定）等を踏

まえ、公正かつ

透明な調達手続

による適切で迅

速かつ効果的な

調達を実現する

観点から、毎年

度策定する「調

達 等 合 理 化 計

画」に基づく取

組を着実に実施

し、調達の効率

化、コスト縮減

を図ります。 

また、随意契

約 に つ い て は

「独立行政法人

の随意契約に係

る 事 務 に つ い

て」（平成26年10

月１日付け総管

査第284号総務省

行政管理局長通

知）に基づき、

公正性・透明性

を確保しつつ合

理的な調達を実

施します。 

 

自動車機構内

の効率的な情報

共有を図り、円

滑かつ迅速な意

思決定プロセス

を 推 進 す る た

め、情報システ

ム基盤の整備及

びセキュリティ

務の省力化・効率化を実現した。あわせて、PMO 設置や情報システム委員

会に関する規定整備を通じて IT ガバナンス体制を確立し、各業務システ

ムについて機構全体最適化の観点から見直しを実施した。さらに、情報

システム資源の適正管理および情報セキュリティ対策を継続的に実施す

ることで、情報システムの適切な整備および管理を着実に進め、業務運

営の合理化および効率化に寄与した。 

 

OBD 検査に必要な技術情報の管理に関する業務を扱う専門部署とし

て、令和３年４月に OBD 検査業務準備室を改組し、OBD情報・技術センタ

ーを設置した。本センターにおいて、令和６年 10 月からの全国での OBD 

検査の円滑な実施に向けて、必要なシステム構築・運用、自動車整備事

業者への検査用スキャンツールの導入意向調査、OBD 検査不合格車両の

点検・整備に係る自動車整備事業者への技術的支援に向けた検討等を実

施した。また、地方検査部等においても OBD 検査に係る専従職員（OBD 

検査業務専門官）を配置することで体制の強化を図り、OBD 情報・技術セ

ンターと地方検査部とで連携し、整備事業者や機構職員向けの研修、整

備振興会との調整等を実施した。   

地方検査部等において、令和６年 10 月の本格運用に向け円滑に検査が

行えるように OBD 検査を補助する OBD 検査補助員を配置し、体制の強化

を図った。   

加えて、検査施設適正配置計画や標準的な検査の処理台数等の考え方

についても見直しを行い、検査コース数の柔軟な運用により、職員の負

担軽減及び受検者利便の向上を図った。 

 

自動車機構の業務が全体として部門の共通化・効率化を図り、合理化

により得られたリソースを重点化すべき OBD検査業務に配置した。 

 

役職員の給与について、国家公務員に準じた給与水準としてラスパイ

レス指数は 100%未満の数値を維持し、国家公務員の給与水準に照らし適

切であった。給与の検証結果等については、自動車機構のホームページ

において公表した。 
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対策等を進める

とともに、各業

務システムにつ

いても、自動車

機構が保有する

システム全体と

しての最適化の

観点から見直し

を 検 討 す る な

ど、デジタル庁

が策定した「情

報システムの整

備及び管理の基

本的な方針」（令

和３年 12 月 24 

日デジタル大臣

決定）に則り、

情報システムの

適切な整備及び

管理を行うこと

により、業務運

営の合理化及び

効率化を図るこ

と。 

 

自動車機構に

おいては、新技

術や社会的要請

に 対 応 す る た

め、改正法の施

行を受けて新た

に行うこととさ

れた自動運行装

置に係る基準適

合性審査、OBD検

査に必要な技術

情報の管理、自

動車メーカーに

おける自動運転

車等のプログラ

ムの適切な管理

対策等を進める

とともに、各業

務システムにつ

いても、自動車

機構が保有する

システム全体と

しての最適化の

観点から見直し

を 検 討 す る な

ど、デジタル庁

が策定した「情

報システムの整

備及び管理の基

本的な方針」（令

和３年 12 月 24 

日デジタル大臣

決定）に則り、

情報システムの

適切な整備及び

管理を行うこと

により、業務運

営の合理化及び

効率化を図りま

す。 

 

自動車機構に

おいては、新技

術や社会的要請

に 対 応 す る た

め、改正法の施

行を受けて新た

に行うこととさ

れた自動運行装

置に係る基準適

合性審査、OBD 検

査に必要な技術

情報の管理、自

動車メーカーに

おける自動運転

車等のプログラ

ムの適切な管理
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及び確実な書換

えのための業務

管理システム等

に関する技術的

審 査 等 の 業 務

や、並行輸入自

動車の事前の書

面審査に係る業

務等について、

重点的に要員を

配置するなど体

制の強化を図る

こと。 

特に、OBD検査

に必要な技術情

報の管理に関す

る業務について

は、約９万もの

自動車整備事業

者を含め、全国

でOBD検査が円滑

に行われるため

に必要なシステ

ム構築・運用な

ど、極めて重要

な役割を担うも

のであることか

ら、専門部署の

設置を含めた十

分な体制強化を

行うとともに、

OBD検査の高度化

等についても、

当該部署におい

て調査・検討を

実施すること。

また、地方検査

部 等 に お い て

も、OBD検査のた

めに必要となる

技術情報の適正

及び確実な書換

えのための業務

管理システム等

に関する技術的

審 査 等 の 業 務

や、並行輸入自

動車の事前の書

面審査に係る業

務等について、

重点的に要員を

配置するなど体

制の強化を図り

ます。 

特に、OBD 検査

に必要な技術情

報の管理に関す

る業務について

は、約９万もの

自動車整備事業

者を含め、全国

でOBD検査が円滑

に行われるため

に必要なシステ

ム構築・運用な

ど、極めて重要

な役割を担うも

のであることか

ら、現在のOBD検

査業務準備室に

代わる専門部署

の設置を含めた

十分な体制の強

化を行うととも

に、OBD 検査の高

度化等について

も、当該部署に

おいて調査・検

討 を 実 施 し ま

す。また、地方

検査部等におい

ても、OBD 検査の
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な管理・提供の

確保に必要な運

用状況調査、当

該技術情報の提

供等に係る整備

事業者への技術

的支援等が対応

可能な体制を整

備すること。 

 

 

さらに、検査

施設適正配置計

画や標準的な検

査の処理台数等

の考え方につい

ても見直しを行

い、検査コース

数の柔軟な運用

により、職員の

負担軽減及び受

検者利便の向上

を図ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動車機構の

業務が全体とし

て効果的・効率

的に実施される

よう必要な見直

しを行うととも

に、改正法の施

行を受けて新た

に行うこととさ

れた業務の状況

ために必要とな

る技術情報の適

正な管理・提供

の確保に必要な

運用状況調査、

当該技術情報の

提供等に係る整

備事業者への技

術的支援等が対

応可能な体制を

整備します。 

さらに、検査

施設適正配置計

画や標準的な検

査の処理台数等

の考え方につい

ても見直しを行

い、検査コース

数の柔軟な運用

により、職員の

負担軽減及び受

検者利便の向上

を図ります。 

なお、これら

の検討は、検査

業務の適正化の

ための地方事務

所の管理職業務

のあり方の見直

しと併せて進め

ます。 

自動車機構の

業務が全体とし

て効果的・効率

的に実施される

よう必要な見直

しを行うととも

に、改正法の施

行を受けて新た

に行うこととさ

れた業務の状況



123 
 

を 把 握 し た 上

で、関係機関と

の調整を担う本

部機能の強化を

含め、本部のあ

り方について検

討すること。 

また、今後、

国土交通省にお

いて、自動車検

査登録事務所等

の集約・統合化

の可否の検討を

行う際には、自

動車機構の事務

所等の集約・統

合化の可否も併

せて検討するこ

と。 

年功主義にこ

だわらない能力

に応じた適正な

人 員 配 置 を 行

い、給与水準に

ついては、国家

公務員の給与水

準 も 十 分 考 慮

し、手当を含め

役職員給与の在

り方について厳

しく検証した上

で、その適正化

に取り組むとと

もに、その検証

結果や取組状況

を 公 表 す る こ

と。 

を 把 握 し た 上

で、関係機関と

の調整を担う本

部機能の強化を

含め、本部のあ

り方について検

討します。 

また、今後、

国土交通省にお

いて、自動車検

査登録事務所等

の集約・統合化

の可否の検討を

行う際には、自

動車機構の事務

所等の集約・統

合化の可否も併

せ て 検 討 し ま

す。 

年功主義にこ

だわらない能力

に応じた適正な

人 員 配 置 を 行

い、給与水準に

ついては、国家

公務員の給与水

準 も 十 分 考 慮

し、手当を含め

役職員給与の在

り方について厳

しく検証した上

で、その適正化

に取り組むとと

もに、その検証

結果や取組状況

を公表します。 

 
４．その他参考情報 
特になし 
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様式１－２－４－２ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 
Ⅲ．（１）（２）（３） 財務運営の適正化、自己収入の拡大、保有資産の見直し 
当該項目の重要度、困

難度 
－ 関連する政策評価・行政事

業レビュー 
行政事業レビューシート番号 予算事業 ID 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 
194、195 220、221 004198、004199 

 
２．主要な経年データ 
 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な

情報 
受託研究等 年間 60件 － 

 
104件 90件 89件 79件 86件  

         
         

         
 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 中期目標期間におけ

る予算、収支計画及び

資金計画について、適

正に計画し健全な財務

体質の維持を図るこ

と。 

「独立行政法人会計

基準」（平成 30 年 9 月

3 日改訂）に基づき、

運営費交付金の会計処

理における収益化基準

の単位としての業務ご

とに予算と実績の管理

を行うこと。 

また、各年度期末に

おける運営費交付金債

務に関し、その発生状

況を厳格に分析し、減

少に向けた努力を行う

中期計画期間におけ

る予算、収支計画及び

資金計画について、適

正に計画し健全な財務

体質の維持を図りま

す。 

「独立行政法人会計

基準」（平成 30 年 9 月

3 日改訂）に基づき、

運営費交付金の会計処

理における収益化基準

の単位としての業務ご

とに予算と実績の管理

を行います。 

また、各年度期末に

おける運営費交付金債

務に関し、その発生状

況を厳格に分析し、減

少に向けた努力を行い

＜主な定量的指標＞ 

・受託研究等 

 

＜その他の指標＞ 

特になし。 

 

＜評価の視点＞ 

計画通り着実に実行で

きているか。 

＜主要な業務実績＞ 

独立行政法人会計基準の改訂に伴い運営費交付金の会

計処理は業務達成基準を採用し、業務の進行状況と運営

費交付金の対応関係が明確である活動を除く管理部門の

活動については期間進行基準を採用した。 

なお、運営費交付金債務については、当中期期間にお

ける運営費交付金債務残高はない。 

 

国等からの受託研究等を 448 件実施（達成率 149％）

し、また、研究施設の外部利用の促進により、自己収入

の確保・拡大を図った。 

 

保有資産については、その利用度等に照らして、現時

点においては当機構の業務上必要不可欠なものであるこ

とから、その有効利用の可能性については不断に検討し

つつ、現有資産の活用により本来業務の質の確保を図っ

た。 

＜評定と根拠＞ 

Ａ 

中期目標において

設定した数値目標の

達成率が 149％に達し

ている。 

 

また、数値目標以

外の項目について

も、着実に業務を遂

行している。 

 

以上の理由から、

中期目標以上の成果

を達成しており、Ａ

評定と認められる。 

 

＜課題と対応＞ 

特になし。 

評定 Ａ 評定 － 
＜評定に至った理由＞ 
中期目標において設

定した数値目標の達成

率が現時点で 120％を達

した。加えて、中期期

間における計画及び資

金計画について、業務

に係る購入費の削減等

を図りつつ、運営費交

付金の会計処理につい

て業務達成基準を採用

するとともに、管理部

門の活動については期

間進行基準を採用し債

務を発生させないなど

健全な財務体制を維持

するなど、数値目標以

外の項目についても、
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こと。 

 

知的財産権の実施許

諾の推進、研究・試

験・研修施設の外部利

用の促進、受託研究の

獲得拡大及び競争的資

金への積極的な応募に

より、収入の確保・拡

大を図ること。 

これらの目標達成の

ため、具体的には、国

等からの受託研究等を

300 件程度実施するこ

と。 

 

保有資産について

は、資産の利用度のほ

か、本来業務に支障の

ない範囲での有効利用

の可能性、経済合理性

などの観点に沿って、

その必要性について、

自主的な見直しを不断

に行うこと。 

ます。 

 

知的財産権の実施許

諾の推進、研究・試

験・研修施設の外部利

用の促進、受託研究の

獲得拡大及び競争的資

金への積極的な応募に

より、収入の確保・拡

大を図ります。 

これらの目標達成の

ため、具体的には、国

等からの受託研究等を

300 件程度実施しま

す。 

 

保有資産について

は、資産の利用度のほ

か、本来業務に支障の

ない範囲での有効利用

の可能性、経済合理性

などの観点に沿って、

その必要性について、

自主的な見直しを不断

に行います。 

着実に業務を遂行して

いると認められる。よ

って、所期の目標を上

回る成果が得られる見

込みがあるとして、

「Ａ」評定とした。 

 

＜今後の課題＞ 
特段なし 

 
＜その他事項＞ 
（外部有識者からの意

見） 
「Ａ」評定について

異論はなかった。 
 

 
４．その他参考情報 
特になし 
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様式１－２－４－２ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 
Ⅳ． 短期借入金の限度額 
当該項目の重要度、困

難度 
－ 関連する政策評価・行政事

業レビュー 
行政事業レビューシート番号 予算事業 ID 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 
194、195 220、221 004198、004199 

 
２．主要な経年データ 
 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な

情報 
         
         

         
         

 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 － 予見し難い事故

等の事由の他、年

度当初の運営資

金、収入不足への

対応のための経費

が必要となる可能

性があるため、短

期借入金の限度額

を 6,000 百万円と

します。 

 

＜主な定量的指

標＞ 

特になし 

 

＜その他の指標

＞ 

特になし 

 

＜評価の視点＞ 

特になし 

＜主要な業務実績＞ 
実績なし 

＜評定と根拠＞ 
－ 
 
＜課題と対応＞ 
特になし 
 

評定 － 評定 － 
＜評定に至った理由＞ 
－ 
 
＜今後の課題＞ 
 特段なし 
 
＜その他事項＞ 
－ 

 

 
４．その他参考情報 
特になし 
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様式１－２－４－２ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 
Ⅴ．（１）（２）（３） 

（４）（５）（６） 
自動車の設計から使用段階までの総合的な対応 

施設及び設備に関する計画 

人材確保、育成及び職員の意欲向上 

広報の充実強化を通じた国民理解の醸成 

内部統制の徹底 

独立行政法人自動車技術総合機構法（平成 11年法律第 218号）第 16条第１項に規定する積立金の使途 
当該項目の重要度、困

難度 
重要度：髙 関連する政策評価・行政事

業レビュー 
行政事業レビューシート番号 予算事業 ID 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 
194、195 220、221 004198、004199 

 
２．主要な経年データ 
 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最

終年度値等） 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な

情報 
         
         
         
         

 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 （１）自動車の設計から使用段

階までの総合的な対応 

自動車の設計から使用段階ま

での安全確保・環境保全に関す

る技術的な取り組みを総合的に

行う我が国唯一の機関として、

中期目標期間中の研究開発の方

針（別紙１）の見直し要否の定

期的な検討や、シナジー効果を

更に創出する連携方策を検討す

るため、理事長及び全理事から

なる会議体（総合技術戦略本

部）を設置すること。 

【重要度：高】 

自動車の設計から使用段階ま

（１）自動車の設計から使用段

階までの総合的な対応 

自動車の設計から使用段階ま

での安全確保・環境保全に関す

る技術的な取り組みを総合的に

行う我が国唯一の機関として、

中期計画期間中の研究開発の方

針（別紙１）の見直し要否の定

期的な検討や、シナジー効果を

更に創出する連携方策を検討す

るため、理事長及び全理事から

なる会議体（総合技術戦略本

部）を設置します。 

 【重要度：高】 

自動車の設計から使用段階まで

＜主な定量的指標＞ 

内部監査等の実施 

 

＜その他の指標＞ 

総合技術戦略本部

の開催状況。 

 

＜評価の視点＞ 

・内部統制の取組み

について実態把握、

継続的な分析、必要

な見直しを行い、内

部統制の充実・強化

を図っているか。 

・計画通り着実に実

＜主要な業務実績＞ 

（１）シナジー効果を最大限発揮できるよ

う理事長及び全理事からなる技術戦略本部

において技術戦略に特化して各部門が保有

する情報を自動車機構全体で共有し、自動

車機構内の技術に関する企画・立案を行っ

ている。令和３年度から令和７年度におい

ては、技術戦略本部を合計 10 回開催し

た。  

シナジー効果を発揮する具体的な施策と

しては、以下の取組みを実施した。  

① OBD 検査業務実施に向けた取組み 

OBD 検査開始に向けて、OBD 検査システ

ムの要件を最終化した上で設計・開発に着

手するとともに、特定 DTC 照会アプリと通

＜評定と根拠＞ 
Ｂ 
業務実績のとお

り着実な実施状況

にあると認められ

る。 

 
＜課題と対応＞ 
特になし。 

 
 

評定 Ｂ 評定 － 
＜評定に至った理由＞ 
中期計画として掲げ

た課題について、着実

に目標の達成に向かっ

ていると認められるた

め、所期の目標を達成

できる見込みがあると

して、「Ｂ」評定とし

た。 
 

＜今後の課題＞ 
特段なし 

 
＜その他事項＞ 
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でを総合的に対応する我が国唯

一の機関として、中期目標期間

中の研究開発の方針（別紙１）

の見直し要否の定期的な検討

や、シナジー効果を更に創出す

る連携方策の検討を進めること

は、自動車に係る国民の安全・

安心の確保及び環境の保全を図

るために極めて重要である。 

【指標】 

● 総合技術戦略本部の開催状

況（モニタリング指標） 

 

（２）施設及び設備に関する計

画 

 業務の確実な遂行のため、施

設の計画的な整備・更新を進め

るとともに、適切な維持管理に

努めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を総合的に対応する我が国唯一

の機関として、中期計画期間中

の研究開発の方針（別紙１）の

見直し要否の定期的な検討や、

シナジー効果を更に創出する連

携方策の検討を進めることは、

自動車に係る国民の安全・安心

の確保及び環境の保全を図るた

めに極めて重要である。 

【指標】 

● 総合技術戦略本部の開催状

況（モニタリング指標） 

 

（２）施設及び設備に関する計

画 

 業務の確実な遂行のため、施

設の計画的な整備・更新を進め

るとともに、適切な維持管理に

努めます。 

［注記］施設・整備の内容、予

定額については見込みであり、

中期計画を実施するために必要

施設・設備の

内容 

予定

額 

（百

万

円） 

財源 

（審査勘定） 

審査施設整備

費 

審査場の建替

等 

審査機器の更

新等 

審査上屋の改

修等 

基準策定改

正等に伴う

試験設備の

導入・改造 

 

 

 

1,898 

 

  648 

 

5,069 

 

2,110 

独立行 

政法人 

自動車 

技術総 

合機構 

施設整 

備費補 

助金 

行できているか。 信制御ミドルウェア間のインターフェース

仕様の詳細を検討するなど、システムの設

計・開発を着実に進め、令和５年 4 月に

OBD 検査システムをリリースするととも

に、OBD 検査に関する問い合わせへの対応

としてコールセンター及びポータルサイト

を開設し、同年 10 月より OBD 検査のプレ

運用を開始した。  

また、情報通信研究統括からの助言を踏

まえ、整備工場向けに OBD 検査の準備を促

す資料を作成した。加えて、自動車安全研

究部のシステムに詳しい職員の知見を活か

し、保守運用状況を確認するとともに日頃

のセキュリティに対する心構えを纏め、機

構職員向けの研修資料も作成した。  

機構の検査担当者や整備工場等から令和

６年 10 月より開始した OBD 検査プレ運用

等において明らかとなった課題を収集し、

必要なシステム改修やポータルサイトの充

実等を実施及び検討し、情報通信研究統括

からの助言を踏まえ、整備工場向けに OBD 

検査の準備を促す資料を作成した。  

加えて、自動車安全研究部のシステムに

詳しい職員の知見を活かし、保守運用状況

を確認するとともに日ごろのセキュリティ

に対する心構えをまとめた整備工場向けの

研修資料の更新準備をした。  

 

② すれ違い用前照灯検査におけるエルボ

ー点探索の新手法に関する導入検討 

すれ違い用前照灯検査におけるエルボー

点探索の新手法に関する導入について、検

査場で得られたデータを分析し、新手法の

妥当性の検証を行った。 

また、現行手法と新手法の測定結果を比較

することにより、新手法導入による効果評

価を実施した。 

その結果、①全体として最大４～22％の

改善効果（測定精度の向上）があること、

②検査機器メーカーによって改善効果にば

らつきがあることが分かった。 

（外部有識者からの意

見） 
「Ｂ」評定について

異論はなかった。 
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（３）人材確保、育成及び職員

の意欲向上 

自動車機構の役割に合致した

人材の確保のため、採用分野の

拡大等を図ること。 

また、国からの出向職員と自

動車機構採用職員との効果的な

配置により、職員の能力発揮や

意欲向上、組織力の強化を図る

こと。さらに、研修の実施体制

の充実や、OBD 検査に対応した研

修プログラムの整備を進めると

ともに、関係機関等との人事交

流の拡大等に取り組むこと。交

通安全環境研究所においては、

基準策定・国際相互承認の推進

のための国際会議参加や研究発

表等を通じて、人材育成に取り

組むこと。 

さらに、職員の業務への取組

意欲や技術の向上を図るととも

に、働き方改革を推進するこ

と。 

上記の留意すべき事項を踏ま

え、人材確保・育成方針を策定

すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

な業務等を勘案した施設・整備

の改修等の追加等変更すること

もある。 

 

（３）人材確保、育成及び職員

の意欲向上 

自動車機構の役割に合致した

人材の確保のため、採用分野の

拡大等を図ります。 

また、国からの出向職員と自

動車機構採用職員との効果的な

配置により、職員の能力発揮や

意欲向上、組織力の強化を図り

ます。さらに、研修の実施体制

の充実や、OBD 検査に対応した

研修プログラムの整備を進める

とともに、関係機関等との人事

交流の拡大等に取り組みます。

交通安全環境研究所において

は、基準策定・国際相互承認の

推進のための国際会議参加や研

究発表等を通じて、人材育成に

取り組みます。 

加えて、業務改善の提案等の

実績、緊急時の対応状況、審査

に係る技術等を評価し、表彰す

ることなどにより、職員の業務

への取組意欲や技術の向上を図

ります。 

また、職員一人ひとりが働き

やすい職場づくりを目指し、柔

軟な勤務体系や勤務環境を整備

するなど、働き方改革を推進し

ます。 

上記の留意すべき事項を踏ま

え、人材確保・育成方針を策定

します。 

 

 

 

 

③ 街頭検査における騒音の新たな検査方

法の導入に係る検討 

令和２年度から開発を実施してきた騒音

の不正改造車スクリーニングシステムにお

いて、他の車両を含む暗騒音への影響を低

減可能なマイクロホンアレイを環境研究部

で作成し、まずは当該装置を用いてテスト

コースで取得したデータを基に騒音測定に

係る AIモデルを作成した。  

その後、テストコース及び街頭検査へ同

行し公道での騒音データの取得を繰り返し

ながら更なる高精度化を図った。  

次に、二輪車を対象に実際の街頭検査の

流れに合わせて実施可能なシステムを作成

した。また、夜間の撮影に対応可能なカメ

ラを導入し夜間の街頭検査への対応も行っ

た。  

データ量の少ない四輪車については、テ

ストコースにおいて追加でデータの取得を

行い、四輪車用の測定モデルを作成し、令

和４年度に作成したプロトタイプを四輪車

へ適用できるように改良を行った。併せて

マイクロホンアレイをシステムへ組み込

み、外乱音への耐性を強化した。  

その後、更なる学習データの蓄積のた

め、テストコース上での測定を実施し、学

習済みの車両に対する精度が 90%から 92%

に向上した。  

加えて、計算プログラムの効率化を行

い、測定から結果の通知までの時間を 40～

50%程度短縮した。  

そのうえで実装に向け、検査官のみで運

用可能なスクリーニングシステムを構築の

検討を行った。  

また令和６年度においては、騒音の取締

装置について、世界に先駆けて運用を行っ

ている台湾に赴き、台湾当局と意見交換を

行った。台湾当局とは、今後も協力関係を

継続することで合意した。  

令和７年１月に、本部検査部検査課及び

施設課に対して本取組内容を紹介し、意見
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（４）広報の充実強化を通じた

国民理解の醸成 

 自動車機構の活動について、

ホームページ等を活用して広報

の充実強化を図るとともに、SNS

でのイベント案内、採用情報、

プレスリリース等の配信や、イ

ンターンシップの実施に取り組

むなど、積極的な情報提供を進

めることを通じ、自動車の安全

確保・環境保全に対する国民意

識の向上に貢献すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）内部統制の徹底 

「「独立行政法人の業務の適正

を確保するための体制等の整

備」について」（平成 26 年 11 月

28 日総務省行政管理局長通知）

に基づき、業務方法書に定めた

事項を確実に実施すること。 

また、理事長及び全理事を構

成員とする内部統制委員会及び

同委員会に設置しているリスク

管理委員会並びに検査業務適正

化推進本部を引き続き設置し、

自動車機構の長のリーダーシッ

プのもと、内部統制の取組につ

いて実態把握、継続的な分析、

（４）広報の充実強化を通じた

国民理解の醸成 

自動車機構の活動について、

ホームページ等を活用して広報

の充実強化を図るとともに、SNS

でのイベント案内、採用情報、

プレスリリース等の配信や、イ

ンターンシップの実施に取り組

むなど、積極的な情報提供を進

めることを通じ、自動車の安全

確保・環境保全に対する国民意

識の向上に貢献します。 

交通安全環境研究所において

は、対外的プレゼンス向上等の

取組の一つとして、研究所の業

務・成果を広く国民に網羅的に

紹介する交通安全環境研究所フ

ォーラム及びタイムリーな特定

のテーマにかかる研究成果等を

紹介する講演会をそれぞれ毎年

１回程度開催するとともに、研

究所の活動について広く国民の

理解を得るため、研究所の一般

公開を毎年１回程度実施しま

す。 

 

（５）内部統制の徹底 

「「独立行政法人の業務の適

正を確保するための体制等の整

備」について」（平成 26 年 11 月

28 日総務省行政管理局長通知）

に基づき、業務方法書に定めた

事項を確実に実施します。 

また、理事長及び全理事を構

成員とする内部統制委員会及び

同委員会に設置しているリスク

管理委員会並びに検査業務適正

化推進本部を引き続き設置し、

自動車機構の長のリーダーシッ

プのもと、内部統制の取組につ

いて実態把握、継続的な分析、

交換を実施した。  

令和７年度においては、街頭監査での使

いやすさを意識した持ち運び・設置が容易

な計測機器を製作し、関東検査部において

実路を対象とした実証実験を実施するとと

もに、二輪車を用いてテストコース上で動

作検証試験を行った。  

具体的には、令和８年２月に関東検査部

が実施した街頭検査において、容易に設置

できること及び 120 台の車両に対しての画

像取得及び音量の計測が確認できた。  

また、プログラム変更により音源位置可

視化の処理速度向上が大幅に向上（具体的

には 10秒から３秒に短縮）した。  

以上により、現場において運用可能である

ことが確認された。  

  

④ 街頭検査における排出ガスの新たな検

査方法の導入に係る検討 

街頭検査における新たな検査方法の導入

に係る検討について、排出ガス検査につい

ては、モード試験（JC08 や WLTC 等）にお

ける排出ガス総量を分析することにより、

モード試験の排出ガス総量と RSD を用いた

瞬時値には相関関係がないことが明らかと

なった。  

他方で、モード試験における排出ガス瞬

時値を分析することにより、特定の加速時

において、排出ガス特性に傾向が見受けら

れることから、RSD を特定の条件下に設置

して、スクリーニングとして使用できる可

能性があることが分かった。 

 

⑤ 機構が保有する情報を横断的に集計・

分析するシステムの導入に向けた取組み 

「機構が保有する情報を横断的に集計・

分析するシステム」の開発を行い、検査場

での検査結果（型式毎の車両部位別不適合

率データ）を検索システムへ取込み、不具

合情報があった型式が検査時の不適合率が

高い型式に該当するか検索を行えるように
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必要な見直しを行うこと。本見

直しを着実に実施することを目

的として、本部、交通安全環境

研究所及び全ての地方検査部等

に対し、中期目標期間中に内部

監査等を実施すること。 

また、監事を補佐する監事監

査室において、引き続き、内部

統制のモニタリングを適切に実

施すること。 

研究不正の防止に向けた取組

については、「研究活動における

不正行為への対応等に関するガ

イドライン」（平成 26 年８月 26

日文部科学大臣決定）に従っ

て、適切に取り組むこと。 

個人情報の保護、情報セキュ

リティについては、「サイバーセ

キュリティ戦略」（平成 30年 7月

27 日閣議決定）等の政府の方針

を踏まえ、情報セキュリティの

強化を図ること。 

 

 

 

必要な見直しを行います。本見

直しを着実に実施することを目

的として、本部、交通安全環境

研究所及び全ての地方検査部等

に対し、中期計画期間中に内部

監査等を実施します。 

また、監事を補佐する監事監

査室において、引き続き、内部

統制のモニタリングを適切に実

施します。 

研究不正の防止に向けた取組

については、「研究活動におけ

る不正行為への対応等に関する

ガイドライン」（平成 26 年８月

26 日文部科学大臣決定）に従っ

て、適切に取り組みます。 

個人情報の保護、情報セキュ

リティについては、「サイバー

セキュリティ戦略」（平成 30年 7

月 27日閣議決定）等の政府の方

針を踏まえ、情報セキュリティ

の強化を図ります。 

 

（６）独立行政法人自動車技術

総合機構法（平成11年法律第218

号）第 16 条第１項に規定する積

立金の使途 

自動車技術総合機構法第 16条

第１項の規定に基づき主務大臣

の承認を受けた金額は、同法第

12 条に規定する業務の運営の使

途に充てます。 

 

した。   

⑥ 大型車の車輪脱落事故防止対策調査 

地方検査部、リコール技術検証部の知見

を活かし、使用過程のホイールボルト・ナ

ットの性能確認を行い、着脱時の給脂の重

要性及び新品に交換することで軸力の回復

が見込めることを国土交通省に報告し

た。  

⑦ 車載燃費記録計（OBFCM）を活用する

ための基礎検討 

将来的に OBD 検査の対象装置として追加

される場合に備えて、燃費・電費向上の施

策立案に向け実燃費、バッテリの劣化度等

の値の活用方法の検討のため、日本で販売

されている OBFCM を搭載した自動車及び海

外における活用方法の実績等について調査

を行った。  

OBFCM 搭載車の調達が困難であることか

ら、EVの CAN信号からバッテリ劣化に関す

る情報である SOH などの情報を取得するこ

とで、OBFCM で得られるデータの先取りを

行った。  

グリーンイノベーション事業「スマート

モビリティ社会の構築」の中で、シャシー

ダイナモメータを用いて、空調が一充電走

行距離に与える影響を調査した。15,000km

以上走行した結果、SOH（OBFCMにより取得

される SOCE/SOCR に相当）に変化が確認さ

れた（100％→95％）。  

OBFCM 搭載車の調達が困難な状況を踏ま

え、将来的に OBFCM から取得可能となるデ

ータとして、e 燃費で公開されている PHEV

のユーザーデータ（走行距離、燃料消費

量）から、燃費がバッテリ性能に与える影

響について考察を行った。  

また、同ユーザーデータ（走行距離、燃

料消費量）から、実燃費に影響を与える要

因について分析を行い、実燃費評価に必要

なデータの特定を行った。OBFCM から取得

可能となる実燃費のデータの利活用に向

け、燃費データの利活用案を検討し、利活
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用案の実現性評価・優先度付けを行い、利

活用案の実現に向けた機構の対応方針を整

理した。OBD 検査システムを活用した

OBFCM 情報の読み出しに向け、環境研究部

及び情報統括部門職員の知見を活用しなが

ら、ベンダーとの打ち合わせを経てシステ

ムの仕様を確定し、開発中である。  

 

⑧ PM粒子数（PN）計測機器を活用した新

たな検査方法の導入に係る検討 

令和４年度において、欧州の研究機関や

計測機器メーカーへ現地調査を実施し、欧

州の車検において PN 計測機器による検査

を導入済み、もしくは導入予定の国がある

こと、また測定方法や準値が各国で異なっ

ていることが確認できた。  

併せて、オパシメータと PN 計測機器の

測定値の関係を調べるため、車検用に開発

された PN 計測機器を実際の車検場（北海

道、関東、近畿）にて使用し、それぞれの

測定値についてのデータ採取を行った。  

また、令和５年度には欧州において PN

検査が導入されているベルギーとオランダ

の車検機関へ訪問し、測定方法や合否基準

値などを調査するとともに、令和４年度に

引き続き、北海道検査部及び関東検査部に

おいて車検用の PN 計測機器を使用して国

内車両の計測を実施した。  

以降、令和６年度には継続して、北海

道、旭川、東北、関東、練馬の５か所で計

220台の計測を実施。  

保安基準不適合であった車両８台のう

ち、４台は PN 計測（スクリーニング）で

パスとなる数値であった。また、適合しう

る４台のうち２台について、オパシ再検査

において合格となっていることを確認し、

スクリーニングをパスしたことに問題がな

いことを結論付けた。  

スクリーニングにて厳しい閾値を採用し

た場合でも、220 台計測中約 180 台と８割

強はオパシ測定が不要とできるとの結果で
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あった。  

計測数を増やし、オパシメータ測定前の

スクリーニングの活用可否を引き続き検討

するため、令和７年度には北陸信越検査

部、九州検査部、鹿児島事務所の３か所に

て合計 224台の計測を実施。  

保安基準不適合であった車両１台のう

ち、１台は PN 計測（スクリーニング）で

パスとなる数値であったが、内容を精査し

た結果、原因も判明し、PN計測でパスして

も差し支えがない事例であることを確認し

た。  

スクリーニングにて厳しい閾値を採用し

た場合でも、224 台計測中約 177 台（約

80％）はオパシ測定が不要とできるとの結

果であった。  

令和４年度より、PM粒子数（PN）計測機

器を活用した新たな検査方法の導入に係る

検討を実施してきたところ、令和４～７年

度にわたり、のべ 13 か所での測定を実施

し合計 606 台のデータを蓄積することがで

きた。  

測定データより、閾値として厳しい値の

PN-PTI ガイドラインの場合約 85％、オラ

ンダ・ベルギーの閾値の場合約 90％の車両

のスクリーニングが可能という結果となっ

た。  

以上により、PM計測の代替手法としてPN

計測が有効に働きうることが実証できたと

いう結論を得た。 

 

⑨ EV 火災防止の取組と EV 火災発生時の

検証等に備える活動 

環境研究部において、インターネット調

査による EV 火災事例のスクリーニング作

業を実施し、スクリーニング結果を環境研

究部及びリコール技術検証部合同で事例分

析を実施した（約 90件）。  

また、跳ね石による火災事例と現行法規の

関係について整理した。   

海外の EV 火災事例情報を分析すること
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で、跳ね石による火災事例が現行法規でカ

バーされていないことが明らかになっ

た。  

この知見は国土交通省と共有しており、

EVS フェーズ３のトピックとして、中国が

提案した”EVの底部分の保護強化に関する

安全基準の策定”にも大きく関係してお

り、国際基準活動の議論に貢献した。  

さらにリコール技術検証部において、事

例分析をもとに火災原因診断ツリーを研究

部の知見を反映して作成した。 

 

⑩ 検査業務の DX化に向けた調査・検討 

検査業務の効率化、検査官の負担軽減を

目的として、AIの学習機能を活用し、検査

の際にカメラから取得した受検車両の画像

データを、事前に収集した車両の外観及び

下回りの純正画像データと自動的に照合す

ることにより、変更箇所や破損箇所の発見

への活用を目指している。  

まず、外観検査や下回り検査などの検査

業務、及び監視カメラへ AI 技術を活用で

きないか、関東検査部の検査コースを確認

し調査検討を行った。  

令和５年度のステレオカメラによる車両

の３次元形状認識では、立体的に認識でき

ない車両部位が存在することが明らかとな

ったため、赤外線レーザーによる手法への

変更を検討するとともに、車検場での活用

を念頭に、効率的な異常検知が行えるよ

う、ノイズを排除しない形での異常判定ア

ルゴリズムの開発を行った。具体的には、

不正改造に見立てた車両を用いた模擬実験

を通じこれらの有効性を確認、また異常検

知手法の改良により必要となる学習データ

数の削減（10件→５件）を行った。  

令和７年１月に、検査部、施設課に対し

取組内容を紹介するとともに意見交換し、

令和７年２月に、関東検査部神奈川事務所

を訪問し、検査コースを確認し、考案した

異常検知手法の適用可能性について検討を
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行った  

これまでの検証をもとに、車両の３次元

形状計測データに基づいた外観形状の異常

検知手法に関する特許を申請した。  

また、関東検査部において令和８年２月

２日から２月 20 日の期間に車両底部の画

像撮影実験を実施。  

加えて、ライトテスター画像の取得に関

する技術的問題を解決し、取得実験へ向け

て調整を進めている。 

 

⑪ バッテリ非破壊診断技術を活用した認

証審査および車検に備える活動  

バッテリ非破壊診断技術を活用して、認

証審査時や車検時のバッテリの安全性確認

や認証審査時の一充電走行距離測定法の高

度化について検討するため、車両（日産リ

ーフ２台）を対象としたバッテリ非破壊診

断技術の実証試験を実施し、データサンプ

リング手法と解析手法に関する技術的なま

とめを行い、令和７年 10 月の（公社）自

動車技術会主催の令和７年秋季大会におい

て発表、論文投稿し、査読付き論文として

受理された。  

さらに、６台の車両を対象としたバッテ

リ非破壊診断を完了した。これについて

は、今後解析を行い、令和８年 10 月に開

催予定の同大会でも発表するよう準備を進

めているところ。 

 

（２）検査コースおいて使用年数が長く、

故障発生の可能性が高い 103 基の検査機器

について、老朽更新を実施した。  

 また、検査機器の適切な維持管理のた

め、引き続き、検査機器の定期点検契約を

本部一括で契約を行い、機器メーカーに対

して、定期点検の確実な実施及び故障への

迅速な対応等の要請を行った。  

さらに、日常的な管理の観点として、通

達「自動車検査用機械器具管理規程」を改

正し、職員が日常点検時に確認する項目及
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び確認方法の明確化を図った。  

 

（一般勘定） 

自動車等環境施設整備費 192 

百万円 

（審査勘定） 

審査機器の更新等 1,295 

百万円 

審査場の建替等 32 

百万円 

審査上屋の改修等 3,468 

百万円 

基準策定・改正等に伴う

試験設備の導入・改造 

2,249 

百万円 

 

（３）自動車技術総合機構の役割に合致し

た人材の確保のため、自動車技術総合機構

独自で、１７３名の職員を新規採用した。  

また、国からの出向 職員と独自採用者の

配置バランスを考慮して、能力発揮や効率

的な業務 運営ができるよう努めた。   

 

審査業務に係る研修において、タブレット

端末導入によるペーパーレス化、デジタル

コンテンツの導入、研修映像の配信による

e ラーニングの推進といった研修の実施体

制の充実に取り組んだ。  

また、OBD 検査に対応するため、研修計

画に OBD 検査に係る研修を盛り込み、制度

概要及び検査実施方法に関する資料を随時

更新して研修を行うとともに、検査実施方

法に関する解説映像を作成・配信し、OBD 

検査が円滑に実施されるよう措置した。  

 

さらに、業務への取組意欲の向上を図る

ため多様な業務を取り上げ、連続無事故を

達成した累計 100 事務所超、街頭検査にお

いて優れた取組を行った 30 事務所超、不

正受験等による盗難車両判別等に貢献した

20名超など、優れた功績に対しては、積極
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的に業務表彰を行い、職員の意欲向上に寄

与した。 

加えて、職員の満足度（ＥＳ）の向上の

ため、役員を始め本部職員が、各地方検査

部及び事務所へ行き現場状況を見たり改善

要望を聞き、休憩室や執務室の環境整備を

し、人事院勧告を踏まえた俸給や通勤手

当、期末・勤勉手当額の引き上げ、非常勤

職員の休暇付与の前倒しや一部特別休暇の

有給化等、職員の処遇改善により働きやす

い環境整備を図った。  

 

（４）機構の活動については、ホームペー

ジを利用して積極的に情報提供するととも

に、台風、地震等、自然災害による検査コ

ースの閉鎖があった場合には、その情報を

ホームページに掲載することにより、利用

者に迅速に周知した。 

また、交通安全環境研究所については令

和３年度から令和７年度において研究所の

業務・成果を広く国民に網羅的に紹介する

交通安全環境研究所フォーラム及びタイム

リーな特定のテーマにかかる研究成果等を

紹介する講演会をそれぞれ１回開催した。 

また、交通安全環境研究所の活動について

広く国民の理解を得るため、研究所の一般

公開を行った。 

 

（５）独立行政法人自動車技術総合機構の

発足と同時に内部監査室を設置し、本部を

内部統制委員会の事務局とし、規程その他

内部統制にかかる各種規程の改正を行い、

内部統制体制を整備した。また、運用状況

については業務全般に対して理事長巡視、

内部監査、本部・地方検査部役職員による

調査・指導等を実施したほか、WEB 会議シ

ステム等の活用による情報共有の充実、コ

ンプライアンスに関するセルフチェックの

実施及び情報セキリュティ対策として自動

車技術総合機構 CSIRT(シーサート)を設

置、更に各種委員会（内部統制委員会、コ
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ンプライアンス推進委員会、リスク管理委

員会及び検査業務適正化推進本部会合）を

開催し、各年度取り組む機構のリスクを選

定し対策を講じるとともに、令和３年度か

ら令和７年度まで内部統制委員会を５回、

リスク管理委員会を７回、検査業務適正化

推進本部会合を６回開催し、理事長及び地

方検査部長の巡回等による内部統制の状況

確認、機構内のリスク評価の見直し等を行

い、今後の取り組みを検討するとともに、

平成 27 年度に発生した神奈川事案の再発

防止対策の実施状況を確認するなど、改め

て内部統制を図った。 

 内部監査の運用の見直しを行い、基準適

合性審査、不当要求防止対策及び事故防止

対策の実施状況に関し、令和３年度から令

和７年度までの合計で内部監査等を 204 箇

所実施した。また、監査等の実施結果を他

の地方事務所等へ横展開することにより、

好事例の共有を図るとともに、改善を要す

る事項に関する自己点検を促し、同種事案

の予防処置を図った。 

 

内部統制のモニタリング等、監事監査が

適切に実施されるよう、監事の事務補助者

を確保する等して体制を整えた。 

 

政府の「サイバーセキュリティ戦略」等

の方針を踏まえ、情報セキュリティを内部

統制の重要要素として位置付け、情報セキ

ュリティ対策の強化・充実に継続的に取り

組んだ。  

中期期間を通じて、情報システムのセキ

ュリティ対策製品の更改や新規導入、シス

テム保守契約におけるセキュリティ対策項

目の拡充など、技術的対策の強化を段階的

に実施した。   

また、情報システムの導入、運用・保守

に当たっては、政府方針や IT 業界の動向

を踏まえ、情報セキュリティ対策の最適化

を図った。  
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体制面では、自動車技術総合機構 CSIRT

を設置し、インシデント対応および予防的

なセキュリティ対策を組織的に推進する体

制を構築した。あわせて、情報セキュリテ

ィ委員会による統括の下、機構全体として

のガバナンス強化を図った。  

規程面では、機構情報セキュリティポリ

シーの改正を行い、政府機関等のサイバー

セキュリティ対策のための統一基準に準拠

した管理体系を整備した。これに伴い、関

連する通達等の見直しを行い、運用レベル

での実効性向上を推進した。  

人材育成の面では、全役職員およびシス

テム管理者を対象にテーマ別の情報セキュ

リティ研修を継続的に実施するとともに、

標的型攻撃メール訓練等を通じて、職員一

人ひとりのセキュリティ意識および対応力

の向上を図った。最終年度においては、研

修アンケート結果、役割別自己点検結果、

訓練実施状況を踏まえ、研修教材の見直し

を行うなど、教育内容の高度化に取り組ん

だ。  

さらに、自己点検の実施や、今後予定さ

れている NISC による情報セキュリティ監

査（マネジメント監査、ペネトレーション

テスト）を見据え、前回監査以降に更改さ

れた情報システムを対象とした予備的な点

検を実施し、内部統制としての情報セキュ

リティ管理の実効性確保に努めた。 

 

（６）第１期中期目標期間繰越積立金とし

て承認を受けた金額について、OBD 検査関

連システムの設計・開発費に充てた。 

 

 
４．その他参考情報 
特になし 



141 
 

様式１－２－４－２ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 
Ⅵ． 不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産の処分等に関する計画 
当該項目の重要度、困

難度 
－ 関連する政策評価・行政事

業レビュー 
行政事業レビューシート番号 予算事業 ID 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 
194、195 220、221 004198、004199 

 
２．主要な経年データ 
 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な

情報 
         
         

         
         

 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 － なし ＜主な定量的指標＞ 

－ 
 
＜その他の指標＞ 
－ 
 
＜評価の視点＞ 
－ 

＜主要な業務実績＞ 
実績無なし 

＜評定と根拠＞ 
－ 
 
＜課題と対応＞ 
－ 
 

評定 － 評定 － 
＜評定に至った理由＞ 
－ 
 
＜今後の課題＞ 
－ 
 
＜その他事項＞ 
－ 

 

 
４．その他参考情報 
特になし 
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様式１－２－４－２ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 
Ⅶ． 重要な財産を譲渡し、又は担保にする計画 
当該項目の重要度、困

難度 
－ 関連する政策評価・行政事

業レビュー 
行政事業レビューシート番号 予算事業 ID 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 
194、195 220、221 004198、004199 

 
２．主要な経年データ 
 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な

情報 
         
         

         
         

 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 － なし ＜主な定量的指標＞ 

－ 
 
＜その他の指標＞ 
－ 
 
＜評価の視点＞ 
－ 

＜主要な業務実績＞ 
－ 

＜評定と根拠＞ 
－ 
 
＜課題と対応＞ 
－ 
 

評定 － 評定 － 
＜評定に至った理由＞ 
－ 
 
＜今後の課題＞ 
－ 
 
＜その他事項＞ 
－ 

 

 
４．その他参考情報 
特になし 
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様式１－２－４－２ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 
Ⅷ． 剰余金の使途 
当該項目の重要度、困

難度 
－ 関連する政策評価・行政事

業レビュー 
行政事業レビューシート番号 予算事業 ID 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 
194、195 220、221 004198、004199 

 
２．主要な経年データ 
 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な

情報 
         
         

         
         

 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 － 施設・設備の

整 備 、 広 報 活

動、研究費への

繰り入れ、海外

交 流 事 業 （ 招

聘、ワークショ

ップ、国際会議

等）に使用しま

す。 

 

＜主な定量的指標＞ 
－ 
 
＜その他の指標＞ 
－ 
 
＜評価の視点＞ 
－ 

＜主要な業務実績＞ 
実績なし 

＜評定と根拠＞ 
－ 
 
＜課題と対応＞ 
－ 
 

評定 － 評定 － 
＜評定に至った理由＞ 
－ 
 
＜今後の課題＞ 
－ 
 
＜その他事項＞ 
－ 

 

 
４．その他参考情報 
特になし 
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様式１－２－４－２ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 
 一定の事業等のまとまり（道路運送車両法に基づく執行業務等（保安基準適合性の審査、登録に係る確認調査、リコールに係る技術的検証等）（１．（１）～（３）、２．（２）～（３）、４．）） 
当該項目の重要度、困

難度 
－ 関連する政策評価・行政事

業レビュー 
行政事業レビューシート番号 予算事業 ID 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 
194、195 220、221 004198、004199 

 
２．主要な経年データ 

 ② 主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最

終年度値等） 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

 令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

自動車認証審

査部外の専門

家による研修 

年間３回 － ３回 ６回 ６回 ４回 ４回 予算額（百万円） 23,035 27,922 28,236 30,703 28,404 

検査コース閉

鎖時間 

年間 

1,700時間

以下 

－ 852時間 1613時間 

45分 

832時間 

55分 

760時間 

11分 

602時間 

38分 

決算額（百万円） 21,034 27,527 27,127 29,113 28,332 

重大事故の発

生にかかる度

数率 

年平均 

1.15以下 

－ 0.00 0.70 0.65 1.05 0.21 経常費用（百万円） 15,448 17,766 21,809 25,230 26,900 

街頭検査実施

台数 

年間 

110,000台 

－ 125,470

台 

129,659

台 

137,776 

台 

143,142 

台 

151,628 

台 

経常利益（百万円） 4,871 10,653 6,312 3,116 1,909 

地方検査部等

によるブロッ

ク研修 

年間 

10回以上 

－ 11回 13回 12回 15回 14回 行政コスト（百万

円） 

18,717 20,990 24,579 27,892 29,542 

不具合情報の

分析 

年間 

5,000件 

－ 5,894件 5,665件 5,427件 5,823件 5,615件 従事人員数 1,032 1,043 1,057 1,073 1,013 

車両不具合の

有無等の詳細

検討 

年間 

50件程度 

－ 69件 65件 57件 52件 66件       

検証実験の実

施 

年間 

10件程度 

－ 11件 10件 11件 12件 12件       

検査員研修等

への講師派遣

回数 

年間 

1,000 回程

度 

－ 1,179回 1,564回 1,857回 1,721回 1,532回       

 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 
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業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 項目別評定調書

の該当箇所を参

照 

項目別評定調書

の該当箇所を参

照 

＜主な定量的指標＞ 
－ 
 
＜その他の指標＞ 
－ 
 
＜評価の視点＞ 
－ 
 

＜主要な業務実績＞ 
 

＜評定と根拠＞ 
Ａ 
 
＜課題と対応＞ 
 
 

評定 Ａ 評定 － 
＜評定に至った理由＞ 
「独立行政法人の評価に関する指針」

（平成２６年９月２日総務大臣決定）及び

「国土交通省独立行政法人評価実施要領」

（平成２７年４月１日国土交通省決定）の

規定に基づき重要度の高い項目を考慮した

項目別評定の算術平均に最も近い「Ａ」評

定とした。 
 
＜今後の課題＞ 
特段なし 

 
＜その他事項＞ 
（外部有識者からの意見） 
「Ａ」評定について異論はなかった。 

 

 

 
４．その他参考情報 
「独立行政法人の評価に関する指針」（平成２６年９月２日総務大臣決定）及び「国土交通省独立行政法人評価実施要領」（平成２７年４月１日国土交通省決定）の規定に基づき重要度の高い項目を考

慮した項目別評定の算術平均に最も近い「Ａ評定」とした。 
 
【項目別評定の算術平均】 
（Ａ４点×３項目×２＋Ｂ３点×２項目×２＋Ａ４点×２項目＋Ｂ３点×１項目）÷（８項目＋５項目）≒３．６２ 
※なお、算術にあたっては、評定毎の点数をＳ：５点、Ａ：４点、Ｂ：３点、Ｃ：２点、Ｄ：１点とし、重要度の高い３項目（項目別評定総括表、項目別評定調書参照）については、加重を２倍とし

ている。 
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様式１－２－４－２ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 
 一定の事業等のまとまり（自動車及び鉄道等の研究業務等（２．（１）、３．）） 
当該項目の重要度、困

難度 
 関連する政策評価・行政事

業レビュー 
行政事業レビューシート番号 予算事業 ID 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 
194、195 220、221 004198、004199 

 
２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最

終年度値等） 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

 令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

共同研究の実

施 

年間 

18件 

－ 29件 26件 30件 22件 20件 予算額（百万円） 1,183 1,213 1,226 1,225 1,239 

基準の策定等

に資する調

査、研究等を

実施 

年間 

25件 

－ 29件 31件 35件 33件 31件 決算額（百万円） 1,667 1,664 1,706 2,193 2,073 

国内外の学会

等で研究成果

を発表 

一人平均 

３件 

一人平均 

３件 

一人平均

3.93件 

一人平均

3.68件 

一人平均

4.87件 

一人平均

3.74件 

一人平均

4.51件 

経常費用（百万円） 1,633 1,763 1,785 1,920 1,942 

査読付き論文

の 

発表 

一 人 平 均

0.5件 

一人平均 

0.5件 

一人平均

0.7件 

一人平均

0.96件 

一人平均

0.84件 

一人平均

0.74件 

一人平均

0.90件 

経常利益（百万円） △129 7 66 48 △7 

受託研究等の

実施 

年間 

60件 

－ 104件 90件 89件 79件 86件 行政コスト（百万円） 1,684 1,861 1,886 2,018 2,100 

特許等の産業

財産権の出願 

年間 

５件 

－ ８件 ６件 ６件 ５件 ５件 従事人員数 43 53 53 52 49 

WP29専門家会

議等における

発表 

年間 

６回程度 

－ ９回 10回 13件 12件 11件       

国内での

ISO、IEC等の

専門家会議へ

参加 

年間 

14回程度 

－ 21回 22回 24回 16回 24回       

認証審査及び

規格適合性評

価に係る受託

契約の完遂率

を 100% 

100% 100% 100% 100％ 100％ 100％ 100％       



147 
 

 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 項目別評定調書

の該当箇所を参

照 

項目別評定調書

の該当箇所を参

照 

＜主な定量的指標＞ 
－ 
 
＜その他の指標＞ 
－ 
 
＜評価の視点＞ 
－ 
 

＜主要な業務実績＞ 
 

＜評定と根拠＞ 
Ａ 
 
＜課題と対応＞ 
 
 

評定 Ａ 評定 － 
＜評定に至った理由＞ 
「独立行政法人の評価に関する指針」（平

成２６年９月２日総務大臣決定）及び「国

土交通省独立行政法人評価実施要領」（平

成２７年４月１日国土交通省決定）の規定

に基づき重要度の高い項目を考慮した項目

別評定の算術平均に最も近い「Ａ」評定と

した。 
 
＜今後の課題＞ 
特段なし 

 
＜その他事項＞ 
（外部有識者からの意見） 
「Ａ」評定について異論はなかった。 

 

 
４．その他参考情報 
「独立行政法人の評価に関する指針」（平成２６年９月２日総務大臣決定）及び「国土交通省独立行政法人評価実施要領」（平成２７年４月１日国土交通省決定）の規定に基づき重要度の高い項目を考

慮した項目別評定の算術平均に最も近い「Ａ評定」とした。 
 
【項目別評定の算術平均】 
Ａ４点×６項目×２÷（６項目＋６項目）＝４．００ 
※なお、算術にあたっては、評定毎の点数をＳ：５点、Ａ：４点、Ｂ：３点、Ｃ：２点、Ｄ：１点とし、重要度の高い６項目（項目別評定総括表、項目別評定調書参照）については、加重を２倍とし

ている。 
 


